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は し が き

F地域研究｣第27集r美作町の歴史と現在.Jを刊行する｡本報告廿は岡山大学教育学部社会科

教室の地域研究会が昭和56年度に岡山県英田郡美作町を対象地として実施した地域研究をまとめ

たものである｡

美作町は美作東部の中心地である｡美作町には林野と宙郷の2つの中心がある｡林野は吉井川水

系中流を代表する河岸の町である｡その歴史は古く辞氏が坪山に鶴山城を築城する以前は吉井JH本

流の津山に匹適する河岸の機能をもっていた｡江戸時代に入って倉敷の呼称をもつゆえんである｡

岡山県下の三大河川の中で虫もゆるやかな流れをもつ吉井川は流域面硬の広い支流を合わせ,そ

の合流点に古くから落合典寓を形成してきた｡林野はその1つであり,平野に乏しいにもかかわら

ず栄えたのはこの奥深い後背地に支えられたためである.河岸は吉野川 (旧名英田川)削 ､の常浜

と梶並川沿いの西浜からなっていたが,もともとの起軌 ま中世山城の山下と結びっいた市場であっ

たと考えられる｡実作池ケ原村 (現津山市 )の戸長大岡熊治郎忠成が著わした松平時代の稗史 ｢美

作-党紀｣には林野の町は中世に三豊城下の市域を形成したが,三塁城及び相対兄弟城林野城をめ

ぐる攻防の度に焼酎に会った.侵後は天正7年僻的宇宙多勢の攻略により三星城と共に悉く落城焼

失し文禄 ･慶長初年には人家は6軒を数えるlこすぎなくなったという｡その後犀長8年森忠政の所

債になって以降,国内要害の地の1つとして家老帝安東正が安垂寺の場所に館を築いて家来と共に

移り住み以降は侍屋教も数 十軒出来,町屋も旧に復し津山に次ぐ美作第2の都会になったという.

その後,森氏の麻封に伴う陣屋の改床,幕府代古市の設匝･他領代官所の設碇などが相次ぐが,河

岸として,倉虫として町屋は益々繋栄し,明治を迎えることとなる｡

林野が和名抄英田茄林野郷の地であったのに対して,樹郷は拠EEl那塩溶経の地と郡を異にし,ま

たその立地も貞観2年の僧円仁の発見にかかる温泉によるといわれ,時期も林野よりも早 くから開

けたこととなるO森藩家老長尾勝明が元禄2年滞愈により掃茶したr作限誌.Jによると塩沿板場拙

村は戸数88軒内紛株本百姓79軒借盛者9軒人数309人とあるから,時代による差異はあるが

現在の旅館敬31軒と比べて考えても,厨盛の樫がしのばれる｡江戸時代は商工にたづ さわる者は

指定地以外は許きれなかった｡美作では樺山城下を除いては台盤 ･久世 ･勝山が城下irzのあっかい

をうけ,それについでは温泉地も同様であったQ他の鉦中では下町(現英田郡大原町下町)･江見

･機銃･頁加部･楢･福本･木知ケ原 ･大戸 (現久米郡柵原町大戸上 ･大戸下 )･弓削 ･福渡り･

各津田(現建部町鶴田)･西川 ･鹿田(境落合町鹿田)･一ノ宮 ･小中原 ･馳部等が許されたこと

が詑永元年の ｢工面人心得方 郷中商法地御定之遜シ｣が出されておら,美作における商業宿動の



ヒエラルキーが自ら明らかであるO林野と暢軌 まこの ように美作町の中でも二つの中心地を形成し,

それぞれの道を歩んでさT:｡昭和 28年 4月1日合併以後も2つの目として,町の両輪として発展

している｡現在勝美地方振興局が旺かれているのもその′こめである0

美作国は和銅6年に備前国から分国したことに象徴されるように,もともと中国山地の盆地群を

東西に連ねる交通で結ばれる性格があったと考えられるoそれは中世以降盛ん となった高瀬舟によ

る南北交通を英機 として明治維新後の岡山県城のjP,成.明治31年rTl国鉄道枠山線の開通によって

県郁岡山と結ばれることとなったが,昭和50句碑 国縦8日励中道か吹田との間に幽適すると再び

東西交通による阪神との結びつきを強めてきた｡美作町も例外ではない｡これをうけて,Lrj箕では

美作台地開発をてことした患営規模の拡大と果樹 ･酪出 ･野菜生産の主産地形成をいかにして結び

つけるか,工男では中国縦笛自動草道と画桟綴びっいた勝央中核工業団地の外征的波及効果をいか

にして吸収していくか,さ らに商業では東部妙細にいかにプラス乱で結びつけるか,が現在の大き

な課題となっている｡

本報告苗はこれらの課題についてまとめTこものでは/fく縫合研究である｡自然環境としての気候

･地形,歴史的発展過程,人口や免藩の特徴,経済構造としてのJlt林菜 ･工菜 .商其 ･交胤 社会

府道としての部落の分析,そこに展朗する社会科教育がその内容となっている｡調査には岡山大学

教育学部教官 6名,3年次生29名によって昭和56年 8月 19日から23日までの本調査の他,

適宜行われた｡この間学生は汗を流し,労をいとわず典男削こ分包課屯に取組んだ｡その労を多 とし

たい｡

段後になったが本報告軒の作成に際しては本訴査 ･補足調査を含めて,寄口になってお旺恭いた

だい†こ美作町教育長及び教育委員会の方々,資料その他,お忙しいところを御配慮にあづかっf=美

作町長をはじめ役場の方々,美作町英田 .巨勢 .美作第一 ･実作北 ･豊田の各小学校,美作中学校

の校長をはじめ諸先生方,勝英地方振興局･林野駅をはじめ在町の公 ･私の機関 ･企業の方々,ま

†こ,この調査のために秘蔵の史料の閲覧を御快諾下さった方々,そして,値後になったが,仕事を

さいてアンケートや肢取調査に御協力下さった岩見田 ･田殿をはじめ多 くの恥民の方々に対して心

から感謝とお礼を申し上げる次第である｡

昭和 59年12月10日

岡 山 大 学 教 育 学 部

社 会 科 教 室

地 域 研 究 会



｢美作 町 の歴史 と現在 ｣

刊 行 に あ た って

実作町長 古 田 稲 城

この度,岡山大学教育学艶地域研究会の先生方と学生の皆さんが昭和57年 7月以来取組まれ

た意欲的な研究調菅によって ｢美作町の歴史と現在｣が刊行される運びとなりました ことはわが

美作町にとりましてまことに宙はしい限りであります｡

合宿調査等長胴間の研究調査に当られましたご皆野に対し衷心より敬意を蛮するものでありま

す｡

わが美作町は町内各地の5-6tLI紀から6-7仕掛 こかけての200余の古墳や蝕白山古代住

居虹に見られる様に歴史的にも非'Fqに古くから特異な姿をもって歴史を刻んで参りました｡そし

て先人達によって部分的に調香研究はなされてお,)ますが. このような綜合的な観点からまとめ

られたものはなかったG)であります｡

この掛 ま美作町民は勿論,町外の方々にもかが美作町を-層輝く知って頂くことが出来ると確

借致します｡

良後に刊行に至 りますまでの岡山大学教育学部の先生方と学生の皆さんの後苦労に対し韮ねて

敬意を表します｡
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第 1章 自 然 環 境

1. 美作町 の位置 ･面積 ･地勢

閲山県英田耶美作町は,戚篠13405′19〝-134013'36〝,北緯 34057′55〝-

3503′19〝(圃土地野院発行2万5千分の1地形図より計測 )に位位するo現在の行政区画から

みると,岡山県の北衆部にあり,町の北部は防田町に,｣ヒ西部は勝央町に,西部は柵原町に,南部は

英m町に,擬部は作来町に,それぞれ隣鍾している｡

総面在日ま8845kJr2 (昭和57年岡山牌 計年報によろ ),東西約13kJT,南北約12kJの広が

りをもっている｡

地形的位置からみると,町域は津山盆地の蘇南隅とその南の吉僻む'uc股にかけて広がっている｡津山

盤地は,単一の第四系堆樅盆をなす盆地ではない｡沖積低地･洪樹台地と丘陵とが交錯して位雑な組

み合せをもった盆地となっている｡

津山盆地南招部には,いくつかの小盆地が丸｣ヒ方向rL列をなして配隈する｡西から院庄低地,津山

低地,大崎低地,勝間田低地,豊国原低地となちび,さらに県境にむかって江見低地,土居故地と続

くC美作町の町域は豊国原低地と,その南に梶並)lト 吉野川とに沿って連なる紛郷低地とを中心とし,

その間用の山地 ･丘陵を含む地域であるO出国麻低地 ･鞄拙低地は主として梶並川 .吉野川とによっ

て繭零された谷鑑平野である｡掘波川と吉野川との合流点付近に,美作町の中心取落林野がある｡

坪山盆地南綾の地形配毘上の特色は,その地方の交通体系に大きな影響をあたえている｡かって,

境内から美作-,さらに山陰-と通じた出雲桂瀬1経野 ･美作国境で杉坂峠を越えて江見低地に入る0

のちには万能dLを越え土居低地を-て江見低地に入るようになった｡以西の出妥往東は坪山盆地南短

の低地列をたどる人馬の道であった｡昭和初年に帥過した待望の国鉄姫新線もこの低地列を;憩った｡

交通体系が大きく変革した現在でも,中国自助草道がこの低士炒IJを走る｡

これに対して備Fu4-の交通は書野川から吉井川を下る描櫛舟が南-の物資流通の重要な役割を輿し

ていた｡吉野川の拓搬舟の要衝が実作町の中J地 膚林野であった｡現在は同道374母線が南北方向

の交通の動脈となっている｡美作町から岡山市まで約57kJrであるO

美作町の地勢はおおまかに見て帝束に応く,北所に妊いC町の南額部は中 ･小起伏山地が大部分を

占め,北西部では丘陵地と小起伏山地が広がるO町域のほぼ中央を北政一南西方向 に槻並川-普野川

の河谷低地がのぴている｡町内の良品所は商窮部の赤松山付近で海抜は約420Tnであり,L&低所は

英m町との町境の吉野川の氾荘原で海抜約60,,Tの地点である｡

中･小起伏山地は古生代の泥質岩と砂岩 ･頁岩五屑が大部分を占める｡他には流紋岩質岩と花樹岩

質岩が一部みられるOまた,EE駿地は第三紀層より/i-り.谷底平野には沖儲l酌 ;蔽EZしている｡沖班

層を面容する河川は鴇並川一書野川水系のもので,｣ヒ束から流れ込む槻並川に北西から流れ入む滝川

が,林野駅付近で合流する｡臓並川はさらに約2h下流で東から流れ込んできた吉野川と合流し,南

に向かって流れ下る｡
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図1-1 津山盆地煎部およびその間辺の山地 ･丘陣地 (斜線部 )と低地の配取
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美作町の自然的土地条件を大づかみにするために各部条件の区分別醐 概数をiE｡万岡山県土地分

額図附属史料 (経済企画庁総合開発局,昭和49年 )からぬきだすと次の蓑の通 りで あるC

嚢 1-1 美作町の各様自然条件区分別甜 (単位k･2)

標 宿 区 Jj} 凱 面 田

Om loom 2001n 4007n 60Om 8〔IO〝l 10UOm 1500Tn 主な河川 合 計
～100Tn ～2001n ～400m ～600Tn 18007n∫-100&7l～1500m 湖 沼

傾 斜 区 分 別 面 d'T

O o′-3o 30- 8O 89-150 150-2Oo208一一30○ 300-4Oo 400- 主な河川棚 FE7 合 計

地 形 区 分 別 面 慣

. 山 地 .火 山 地 丘 陵 地 台地 .段丘 低 地 その他′■ヽ河/I ∠ゝ一コ

大 中 小 火 山 汁 大 小 火 汁 珍 ロ 計 局 計
檀 過 起 山 虎 起 過 山 雌 1 状也 角州 川と湖 計
伏 伏 伏 地 也 伏 伏 牲 性 ム 性 性 招ヽー

表 層 地 球 区 分 別 面 街

鎌 # 砂と 砕 汁 疎巴 砂岩 派i 鍾岩 輝線 石 計 火山 派紋岩 安山岩 計 佗尚忠 顔れい 舵紋岩 計 河川籾と砂 粘土 局物 質岩石 A灰岩 吹岩 砕局物 質i石 質岩石 質岩石 岩JE岩石 質岩香 相など

土 額 区 分 別 面 SZ

岩 未 盟 渇 求 赤 梅 灰 グ 泥 そ ∠L∩計

石 - 求 也顔 ド a 負低 也低 ラ 顔 の

也 土 ク土 柿土 ゾル 也土 油土 也土 イ土 土 他
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2. 美作町の地形 と地質

(目 地貿概観

美作町の山地 ･丘陵は,梶並川一吉野川の河谷平野で二分されている｡その南東側では中 ･小起伏

山地が大きな部分を占め,北西側では丘P_J'_･:が多く見 られるようになる｡特に梶鵡川の西で,姫新線に

沿って勝北町にまで延びる地域には,200m以 卜の丘陵が広く分布している｡この丘陵は,第三紀

中新世の地層を中心に構成されている｡浅海性の堆胡物を主とする中新虻個は,墓相 ･膚厚ともに変

化に話むが,-掛 こはきわめて厚く,また表層の傑岩 ･砂岩を主体とする部分はかなり軟弱である.

この丘陵の南緑にあたる豊国地区では,頗拓は130m～ 140m,河床との比高は30m～40m

程度であり,主として泥岩よりなるQその北西部の,北山,下香山,和田にかけての一鞘は,梯高

160m～220m,河朱との比肩50-60m粒度で古'･_F_屈砂賓岩一秒質片岩を中心としているO

-部には古生層泥質岩一泥質片岩,中生代の閃緑岩も見 られる.このあたりの岩石は変成作例を受け

たものも多 く,ホルンフェルス化か見られるO

-方,姫新線以南と輝並川以如,美作町の大部分を占める中 ･小起伏山地の地Jijiを見ると,輿大再

思田,大山などの地域は,中生代の流紋岩質岩が中心であり,その他の山地のほとんどは,地 代の

泥質岩 と砂岩 ･頁岩互層が大部を占める｡一部には花尚岩賃岩(夜久野送入岩頬 )も見られる｡

古生代の地質は,舞鶴層群と夜久野逆入営類に分類される｡舞牡層群は,帖下位,下位.中位,上

位の4屑から成 り,kL下位層は層厚約500mの泥貿片岩をモとし,中ほどに約50mの堤さの砂質

片岩を挟さむ｡下位廟は,塩基件火砕岩と同行溶柴起源の塩基性片岩を主とし,中位に100m～200

mの泥質片岩,約50mの厚さの砂岩を挟在する.層位は約 1.000m｡ 中位層は町内の海田,長円の

地域に見られる｡この層の上半部は,無周用黒色粘板岩を主とし,流紋岩贋火砕岩を2-3個挟在す

る｡下半部は,黒色粘板岩を主とし,2-3層の妙岩層を挟在し,また,石灰岩レンズ春秋在する.

層厚は約300m｡上位周は,級化屑理がよく発達する砂岩,粘板岩の互屑より成る｡

夜久野逆入岩類は,難め層群中に避入したもので,逆入時糊は,古生代末期と考えられる｡町内の

架部に分布する.岩相は,斑れい岩質札 卿緑営質岩などの嶺基性岩相と,圧砕智的な花紬軽質台,

閃緑岩質岩,輔艮岩質崇などの酸性岩相に分け られるC

舞軸層群と夜久野近入岩類は,白亜紀末の化繊宕質岩および石英閃緑岩男岩の進入によって,接触

変成作用を受け,接触部から幅500m～ 1,000mにわたってホルノヘルス化している｡

吉野川とその支流の谷ぞいでは,一般に眺鯛世一沖即ui'にかけての俳,砂,泥よりな り,地表付近

は泥砂が多い｡

眺位階の鎌がち堆軸物は.層厚約 5- 10m,粒従5- 30C九で,円嫌,砂よりなる｡一方,山砂

利層は海抜 180m～300mのr抑こ,数段に分かれて分布している｡層風 土約数m～ 30m,柁径

2-20cntの円陳と妙よりなる｡この山砂利は,中 ･古生界の坪から械成されている.

吉備摘原を穿入蛇行して流れる吉野川では,右岸と左岸交互の曲流の侠部および支rfの合流点付近

に小規模の谷底平野が広がる｡砂硬屑よりleL･る氾旋原であるが,段近の下剤が及んで,比.,.:7u-のわずか

な段丘がつくられている.北原では,娩段かの段丘が認められ,上位段丘群,下位段丘群,氾梶原と

にわけられるD氾幣原も,すでに段丘化している｡林野J:り下流では下位段丘が発達している｡梶並
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1. 沖 横 層 2･ 山 砂 利 層 3･第 三 紀 層

4. 石 英閃緑 岩載 5･流 紋 岩 葡

6.夜久野近入岩源(変閃緑岩 一変花樹岩)

7.鵬 !.泥岩互個(古生周 ) 81泥 賃 貸 (古生層)

9.秒 質 磐(古生屑) 101塩基性火山岩原

図1-2 美作 町 の地 質図
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川流域では,東岸の楢原でも2段(上位 ･下位 )の段丘が広く分布するo

沖硬地は,豊国原低地 と歯卿底地 をは じめ吉野川沿いの谷底平野に分布す る｡豊国原低地では,厚

い第三紀層の上に3-47nの砂錬層をのせた沖額地が広いO

(2) 山地 ･丘陵地

岡山県の山地は,高度からみて,三段に分けることができる｡北から南-段々に低 くなっている｡

山頂高度1.000-1.200m程度の中国山地,300-600m程度の吉備稀府山地,300m以

下の敷戸内丘陵群である｡中国山地は南の- りで急に高度を下げ,吉僻砧原山地との間に東西にのび

るくぼみが.･!Lugめ られるOことに,那岐山の南斜面は切 りたったような急斜面である｡その下に津山盆

地が広がる｡津山盆地は,単一の第四系堆積盆地ではない｡平野.盆地 と中新続よりなる丘陵地とが交

錯して,枚雑な地形構成の盆地 とな っているQ

美作町は津山盆地の離南隅から吉備措原にかけて位置する｡美作RI｣ヒ西部は津山盆地に属する丘陵

地の一･部とみてよい｡美作町のLLl地 ･丘陵地は,第 1に槻並Jll一宮野川の河谷でわけられる.この谷

を境にして乗側と西側では,明瞭な高度差が認められる｡

河谷の西側では,穐川筋を境として北が標高 100- 200m前後の丘陵地である｡これらの丘陵

地は,中新世の地層 よりな り,山容はおだやかである｡LjE37:述べたように,津山盆地に屑するものと

みてよい｡滝川筋より南では,頗高 200-300m税度の小起伏=l地となる.

梶並川一吉野川の河谷の東側では,大将が陣山(3315m),猫谷山 (31297n), 大 山

(342.5m),稗田山(3197m)な ど小憩伏山地,さらに海田の谷を-だてて東南の町境付近

には赤松山をはじめとする標高400m前後の中起伏山地が続いている｡これらの山地は吉僻高原山

地の一部であるQしかし,吉備布原の特色である山頂部の横斜面の迎範はここでは認めがたい｡谷が

細かく山地を刻みこみ,分断しているためである｡しかし,山原部は丸みを碍びているものも多く,

定宿性を示している｡

中国山地と吉備高椀との分化の過程については諸税あり,論争が続いてきたO主な見解をみると,

その一 つは,中国山地面と吉備拓原面とは-つなが りの串平原として同時 に形成 されたが,その後の

断層運動により両者に食い違いを生じ,現在の高度差を持つに至 ったとする見解である｡他の一つは,

中国山地面と吉備高原面とは時代を異にする準平原とする見解で,坪山盆地に分布する丘陵の構成屑

である中新世岡が堆街した中新世海進の時,中国山地はすでに匪化しており,海上に浮ぶ由のようで

あったと推定する｡その後の陸化により書棚梅原は陸化し準平原が作 られた｡ただし,吉備砧原の面

は,単-の準平原というよりは,有産の異なる焼段かの侵食小起伏面に分けて考えるべきである｡美

作町の山地も,赤松山を中心とする感応400m程度の面か ら,吉野川6L)河谷にむか.,て断段的に低

くなっているとみてよい｡
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(3) 水系･谷密度

美作町の水系について概観してみよう｡大別すると岡山東部の大部分は吉井川水系に属する｡吉井

川は津山盆地から吉備高原に穿入し,実作町の酉の刑JEi町を通って南-流れ,柵原町飯r7-6]で美作町か

ら流れてきた吉野川を合わせも 美作町の水系は吉井川支流の吉野川水系といってよい｡吉野川は,

英田那西粟倉村の若捗峠に原を発する河川で,美作町盟LBから林野の間を西流し,林野で支流の梶並

川を合わせ,流れを南に変える｡梶並川は,勝田町右手峠付近が源で,夜久野辺入台類の山地を南西

に向い穿入蛇行し,その後,馬桑川 ･淀JHを合わせ,津山盆地丘陵地帯の東棟を南下し,明兄で滝川

を合わせる｡梶並川は美作町北部 ･田殿から南-流れる｡滝川は,滝山と那岐山の由から流れる川で

A B C D E F G H I K L M

0 3

図 1-4 美作町とその間辺の水系図 (土地分類基本調査 ｢津山頻部｣ ･｢周防 ･上部｣による)
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勝間田.の低地を経たあと,美作町に入る｡

図1-4は水系 図 である｡ この水系図は5万分の 1地形図で,まず,河川 .湖沼･水路を抜き

だし,さらに等高線が高い方へ-こんでいる部分を谷と考えてその-こみをたどり作成!したものであ

る｡谷密度は,水系図の各辺を40等分した方娘をかけ,各方眼の四辺を切る谷の数を数え.それを

4区画ずっ合計した｡ 図1-5が谷 密度鼠 である｡谷密度図は,数伯が大きいほど谷が密に分布

すること,小さいほど谷が疎であることを示す｡

水系図をみると,豊国原から楢廟にかけて広い低地があり,掘並川がその中央を北か ら南-流れるo

美作町は山地と丘酸と比較的狭い谷底平野で構成されているが,この低地は水系図では水系の空白地

A B C I) E F 0 fI I I E IJ 班

31 41 35 43 32 43 50 53 39 3/_2 .I′ ､4 2′ヽ′ ､46 55

28 34 47 34 41 ,+l Aヽ_A,ヽ 41 ′rr 31 53 ヽヽ55∫ 38

27 27 33 12 30 1ヽ33′ 39 41 32 39 59 )513′ 51

50 42 54 26 ll !ヽ30ヽ 32 30 25 58 I16l 52 41

47 51 52 59 23 ,i1 25 10 20 28 ′′'L48 60 37

51 3,9-ノ甘甘 一■-{4l 一一一一一′43 33 24 33 38 40 ー/37 27 27

42 ,ヽ3'9r 38 31 32 24 23 28 30 37 45 1呈■ヽ 48

37 44 7ヽ3 22 30 48 45 41 43 59 58くI ′′-go 52

36 37 1'オ言し 44ヽ 29 48 39 44 56 53 ノ′β6 54 35

40 36 33 ′-43~■.■- _.27ヽ 33 39ーヽ 44 49′/ ､52ヽ l′ノ50 49 46

35 36 39 46 亘'3, ′′-44 ヽヽ44､ー44 I4㌢∫ 'レ54 51 53 47

図1-5 美作町とその間辺の谷朝野開

(土地分類題本調査 ｢坪山東部｣｢闇値 ･上郡｣による)
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帯となり目だっている｡吉野川は美作町の東から幅数百mの谷底平野内を蛇行しながら林野に流れて

くる｡林野で梶並川を合わせた後,南下し,やがて英田町 に入る｡水系網パターンは,樹枝伏水系が

ほとんどであるが,孤立した山地 .丘陵は放射状と/Jる｡また,出田原西方のなだらかな丘陵地の水

系は非常に簡単で水系の数も少ない｡沼地は,谷をせきとめたため池が存在す る｡北山 ･盟国風の西

方の丘顔や楢原に昭地が多いo吉野川流域と掘娠川流域の 1つの谷中分水界が国鉄姫新線の楢原駅付

近にある｡

谷密度の高い地域は.梶並川-吉野Jl以東の山地で,ほとんどが 40-49,50-59の階級を

示している｡高い谷密度の地域は,急斜面をもつ山地が多い｡ これらの急斜面をもつ山地は,標高

300-400m級で,それほど高くないが谷密度は比雌的高い｡

谷密度の最も低い地域は,谷底平野の開けた所であるoまた,北山 .出国原の西から片山にかけて

の低いなだらかな丘陵では,谷が浅く短小で,水系は樹枝状を示 さず,谷密度は低い｡

(4) 谷底平野

吉野川とその支流梶並川に沿って谷底平野が続いている｡谷底平野の幅はふつう数百7n程度である｡

河川はこの谷底平野のなかを蛇行している｡ただし,盟国府低地では谷底平野は拡がって,旧蔵原だ

けでも15khIに及ぶ｡楢原上の河岸段丘の広がる地城まで含めるとさらに広い｡

谷底ヰ野は氾荘原と河岸段丘とによって他成される.河岸段丘はおおまかに2段 (上位段丘,下位

段丘 )に区分できる｡氾荘原もすでに下刻が及んで段丘化がはじまっているところが多い｡下位段丘

は氾艦原と小段で現され,ほとんどが比高 5m以下のものである｡段rL:血は広 く,ほとんど開所され

ていない｡下位段丘は この地域内か上流からF流まで普遍的に分布する｡それに対して,上位段丘は

吉野川,梶並川合流点 より上流で認められ,下流には存在しTfい.上位段丘は小規模で 下位段丘の背

後に残存する場合が多い,その場合,段丘圧はしばしば明瞭さを欠 くことがある｡

図1-2-5は実作町域の段丘区分図であるO この区分は土地分類基本調査で行われたものを基礎

としている｡しかし,その段丘区分 ･対比は完全とはいえない｡細部には,まだまだ問題が残されて

いる｡

以下,2･3の地域について,谷底平野の地形をのべる｡

(イ)豊国原低地

豊国原低地は津山盆地再縁を栄西につらなる低地列の一つである.広い氾荘原をもっている｡ この

fPJ温風を榊成する沖田層はLl]1き3-4mの砂傑層といわれている｡それは中新世屑の上にのっている｡

氾鮮原上の地形は,自然堤防,旧流路,後背湿地等が交錯しているが,耕地盤塵!Jfr菜のため改変きれ

てしまっている｡ この/B混偏の原,楢原上にかけて,上位と下位の河岸段丘が広が る｡ ここを国司川

が虎から支流の水を災め,河岸段丘を刻みliがら流れ,火の神で梶並川に合流する｡上位段丘と下位

段丘との比掛 ま数Tnであるが,段丘J二割ま必ずしも明瞭でない｡段丘を肺成する地屑は1.57nの赤褐色

ロームの下に砂鎌層が認められた｡砂傑鳳 ま径5-8EpZ程度の唖円棟と,その間を埋めている小敵

砂か らなっている｡亜円陳は多数み られ,Ltd)くのものでも長径 15m樫鮭である｡f位段Efの段丘堆

租物は,楢原中の美作北小学校束では,1-3cnのやや角ぼ った小康 と砂を主とする砂嫌同で,そこ
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凶1-6 美作町域の河岸段丘分布図

(土地分魚調査 ｢津山東部｣ ･｢圃匝 ･上此｣による･一部改変)
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より300Tn南東では小鎌混 りの シル ト層が見 られたo

(ロ) 一色付近

梶並川が田殿で大きく興流し,やがて南西 に向ってほぼ直線状に流向をかえる一色付近で も,おお

まかにいって2段の段丘面が見 られる｡県道馬形 ･実作線を境として上位段丘 と下位段丘に分けるこ

とが できる｡上位段丘 と下位段丘との比熟 ま崖鞘付近で約 6Tnであるo上位段丘堆研物 は,砂 ･シル

図1-7 -色付近の河岸段丘の模式的断llJ)I図

トの中に径 3- 10e7nの円鎌が混 じる｡上位段丘面は山際で厨伏地性堆原物をかぶってお り,全休と

して比較的傾斜があるO下位段丘には明瞭な段差があって2段に分けることができるO現河川からの

比拓は,下のものが約 2771,上の ものが5TTL位である.

卜1 北原付近

吉野Jllが北原付近で大きく蛇行す る部分には,数段の河岸段丘がみ られる｡ これらの段丘は,蛇行

の挟部に発運するので,その

連続を上流もしくは下流に追

いかけに くい｡従って,それ

らの段丘の分類対比はまだ不

充 分 であ る ｡ 約1-8は

段丘面区分の一つの試案であ

る｡Ⅰ面からⅤ面に区分 したo

I面は段丘 面かもしくは丘陵

の項部を人=的に平坦化した

ものかはっきりしないO∬面

は,国道の切 り通しで段 圧嫌

屑の錯疫を見ることができるo

古生層の上に大小の円疎 を含

む嫌眉がのり,さらにその上

に伴を含まない赤褐色と黒色

の佃がの っているoar面は北

原の般落をのせる面で,Ⅱ面

の-りに細長 く続 く｡富野川

0 500 1000/〟

図1-8 北原付近の両群段丘面区分試案
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筋よりポケット状に友野の弟蕗の前まで入 りこんだ面や金屋の張藩をのせる面も,面の高度と位芯的

係からⅢ面としたが.それ らⅢ面をつなぐ鍵はいまのところ見つか っていない｡

ヽ

■■

参考文献

土地分類基本語査 ｢津山深部｣ 岡山県 (1980)

土地分類基本調査 ｢闘匝 ･上郡｣ 岡山収(1982)

光野千春 .杉田宗瀧嗣 岡山県地毘陸 t
t >
＼ ･l

√ l

(芸荒石莞 :霊 冨笠 )

3. 美作町の気候

岡山地方気象台より得た気壊データをもとにして,美作町林野の繋供の特色を概述す る｡記述に際

して,次の 3地点のデータとの比較を行った｡

① 近接する津山｡

② 県西部に位置し,林野 とはば同緯度にある新見｡

③ 県南部の岡山｡

この3地点のデータも岡山地方気象台より得たものである｡ただし,林野の観軌所のデータは.昭

和51年以後は正確なものが得 られなかった｡また,新見のデータも,唱和49年のものからは正確

な記録が得 られなかったので,比較のための気象データは,昭和 44-48年の5年間のものを使用

した｡

･各観測点の位置

林野 北緯 35000/ 粟経 134009/ 高度 85Tn

津山 /y 35004/ ;/ 134o01/ '/ 145m

新見 〟 34058′ ', 133028′ ', 180TTl

岡山 〝 34041J ,, 133055J /, 33m

中国地方の先供は,和遵府夫監修 ｢日本 の 気 候｣によって幽 1-9に示す ように,5気候区に

分類 されている｡ この分矧 こよれば,林野 は.津山 ･新見 とともに山勘気供区に屈し,岡山は軌 う内

気候区に周する｡

林野の夙する山勘繋院区の気候的特色は,吉備宿原を除き一般に温暖で,降水立は梅雨朋･台風期

を除くと一般に少ない｡
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凶119 中国地方の気候区分 (和逮情夫監修F日本の気候』1958による)

(1) 気 温

昭和44-48年までの岡山地方気象台気象月報によって,月別平均気温 と月別 最 宿投 低気

温を表1-2と図1-10･図1-11に,月別堤高垣低気温の私憤を表 1-3に表わした｡ (津山

は林野のデ-タとヨ三なる部分が多いので,図1-10･図1-11からは省略する｡ )

麦1-2 昭和 44-48年の5年間の月別平均気温,巌高気温,良低気温
(単位 ℃ )

月 別 1 2 l 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 年

辛 開 山 4.5 5.2 6.8 13.7 18.1 21.6 26.7 27.5 23.6 16.7 10.7 5.4 15.0

均 津 山 3.2 4.1 6,4 12.9 17.3 21() 25,8 26.8 22.5 15.5 9.2 4.0 14ユ

気 新 見 2.4 3.4 5.0 12.0 16,5 20.2 252 25.9 21.5 14.5 85 3.4 13.2

温 林 野 3.3 4.1 5.7 13.0 17.5 21ー1 262 27,1 22.9 15.8 9.5 4.0 14.2

敬 岡 山 9.6 10.0 12.4 19.2 23.6 25.9 30.7 31.8 27.8 21.9 16.2 10.7 20.2

宿 津 山 8.2 9.2 ll,8 19.4 23.8 25月 30.4 31,3 27.2 21.3 15.1 9_4 19.4

気 新 見 7.2 8.2 10.6 18,7 22.9 25.3 29.9 30_8 26.0 19.9 14.0 8.4 18.6

温 林 野 8.7 9.4 ll.8 19.6 23.9 25.9 30.8 31.5 27.7 21.6 15.6 9B 19.6

堤 岡 山 -0.8 0,3 0.8 8.1 12.5 17.3 22.6 232 19_3 ll.5 5.1 -0.1 10.0

低 津 山 -1.9 -1.1-0ユ 6.3 10.9 16.5 21.5 21.8 17.8 10.0 3ユ -1ー8 8,6

局 新 見 -2.4 -2.0 -0.7 5.3 10.0 15.1 20.6 20,8 16.9 gD 3.0 -1.6 8D

温 林 野 -2.0 -1.3 -0.2 6.5 ll.0 16,9 21.7 22.1 18.1 9ー9 3.4 -2.1 87

- 1 4-



衰1-3 昭和44-48年の5年間の史跡気温 (極値 ),最低気温(極値)

(単位 ℃)

月 別 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12

最S気温(極値ヽー 岡 山 18.8 18D 23.6 29.3 30.8 31.7 35.8 36.2 34.4 27.6 23.6 17.5

津 山 17,9 17.9 25.0 29.3 29_9 32.0 36.3 38.0 34.3 27.2 223 17.2

新 見 18.3 17.3 242 28.5 30_8 31.5 35.6 35.6 33月 25.0 21.8 17,2

林 野 18.0 18.5 25.1 28.6 31.2 32.3 36.0 38.0 34.4 27.2 23.6 17.8

良低気温(極値) 岡 山 -6.5-6.5-4.8 -0.8 4.9 10.0 16.7 16.1 8.8 2.0 -2.2-5.6

津 山 -9.9-8.5 -6.6-2.9 LG 6一7 15.2 14.0 8ユ -0.2 -3.8-6.6

新 見 -8.8-8.0 -7､1-3,4 1.7 6.6 13.1 135 7.0 -0.7 -4.5 -5.4

これによると.年平均気温は,林野14.2'C,津山14.lJc,新見13.2'C.岡山15.0-Cであり,

林野は近接する津山とはば同気温で,岡山と新見のほぼ中間の値を示す｡しかし,表 1- 2 ･ 図

i- 10からも見取れるように,林野の冬期12･1月の岡山との気温差はそれぞれ14℃,1･2

℃であるのに対し,夏期 7･8月のそれは.それぞれ0.5'C,0.4'Cとなり,気温差は一定の間鴨で

推移しているのではない.年磯差は,林野 3.8℃.岡山23.0'Cであり,林野は岡山に比べてやや

内陸性の気候であることがわかる｡また,林野が岡山に比べて内陸性の女i族であることは,月別泣粛

最低気温を比較して見ればよりはっきりする｡表 1- 2と幽 1- 11 から,林野の月別娘高気

温は1月には岡LLは t)09℃下まわるが,4月か ら7月までは.逆に0.1'C～0.4℃上まわることに

なる｡その後,11･12月にはまた0.6-C,0.9'Cそれぞれ下まわるようlこなる｡また,魚拓気温
と粒低気温の差は,林野で1月は10.7'C,8月は9.4℃となり,岡山で1月は10.4'C,8月は

8.6'Cとなる｡将に4月から7月にかけては,魚拓累温は林野のほうが0.1℃～0.4'C古くなるのに,

最低気温は逆に0.4'C～ 1.6℃も低くなる｡
林野では,板戸内海か らも日本海からも遍く離れた津山盆地の一隅であるために,板戸内海に近い

岡山よりも林野のほうが,内陸性の気候的特色がより顕著に現われるのであろう｡
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 〔月〕

図1110 月別 平 均 気温 (昭和44-48年平均)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12し月〕

凶1-11 月別位柘位低気温 (昭和 44-48年平均 )
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一方,新見と気温を比較してみると,新見のほ うが海抜高度で約95m高いためか,平均気温 ･座

席繋温 ･地低気温とも約0.8℃前後低い｡年較差 ･日較差とも,一部を除いて,林野の値のほうが大

きくなる｡

昭和44- 48年の月別平均気温と月平均降水塁をもとにして作ったクライモグラフを鼠 1-12

に示した,

これによると,4地点ともだいTこい同じ型を示す｡岡山を除くと,7月に最多降水も主を記録してい

るが,それは,昭和47年の7月の降水訂とが,林野490m,津山 661hI7W,新見622脚,(岡山

314RI訂) とかなり多いことにも彫智を受けている｡na和47年の7月といえば,梅雨明け前の廉雨

が県北西部を中心に大被害を与えた年で,F47年7月豪雨 ｣とよば れている.この典籍とも言える
涙雨の降った昭和47年の雨塁を除いて考えれば,各地点 とも7月の平均降水出はもう少し減るであ

ろう｡

グラフ全体を見ていえることは,林野,岡山のグラフに比べて,新見,坪山のそれは全休に右方に

位置していること,また,左右の幅がflくなっていることであるO

林野の年平均気温の推移を,随il-13 '(数値はこの項の末尾の菱 1- 6 )に示 したQ記録

のとり方が全期間を通 じて同じでないfこめ.午前10時 1回の記録とrj高LR低平均との2つに分けて

表現してある｡ グラフは小さく振動しなか ら変化している｡年平均気温が最も高くなった大正8年と,

最も低 くなった昭和30年の差は2.5℃で,後に示す降水JTiなどと比べて差は小さい｡

(2) 降 水 量

昭和44-48年の ｢岡山県気象月報｣により,月別降水丑を表 1-4aと幽1-14に 表 わし

てみる｡

表 1-4a 昭和44- 48年の5年平均の月別降水堤

(単位 RI71)

盲-剖 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 合 計

岡 山 50.4 48.2 45.2122.6118.0233.0209.4112.6131.4 81.4 44.0 28.4I,224,6

津 山 73.8 63.2 59.41訣).0140,4272.4297.0115.2182.6 69.8 44,8 41.41.490.0

新 見 89.4 65.4 74.6135.6147.6280.8319.4133.4161.6 72_4 62.6 52.01.655.8

林 野 69.8 60.8 51.8122.6127.8233.2244.2125.9154.0 74.6 43.4 37.21,346.2

表 1-4b 昭和44-48年の5年平均の月別降水日数
(帝位 日)

地 月12 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 合 計

岡 山津 山 ll.0 13.2 13.2 14.0 13.2 17.0 15.0 12.813.8 13.4 12.4 ll,2 9.8 156.213,6 12.8 13.6 14.2 15,4 16.8 15.2 15.6 14.0 14.8 13.0 172.8

新 見 10.0 9.2 7.6 ll.2 12.0 13.6 10.2 10,2 13,8 9.6 10.8 7.0 125.2
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これによると,年間降水丘は,新見が1,600JrT以上で一番多く,林野は1,346.2Jr*で岡山に次

いで降水B･の少lJい所となっている.中国地方でも広島は1.603･rJ,鳥取は 2,018･rx ( 1951

年- 1980年までの理科年表の統計)の降水虫があり,林野の降水血は少ll'い｡

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 〔月〕

図1-14 月別降水広 (昭和44-48年平均 )
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各地点ともに降水-Liが増えるのは,6･7月と9月である｡これは.それぞれ梅雨期と台風 シーズ

ンに当たる｡降水鬼が少なくなるのは10月から3月にかけてである｡12-2月は,板戸内側では

乾燥期に,山間部や日本海側では降醤期にあたるが,この時胸に林野 ･新見 ･津山の降水品が岡山を

上まわるのは,表 115からもわかるように,降雪の影響が大きいのであろう｡

林野の年平均降水虫の推移を図1-8(数値はこの項の末尾の表 1-7)に示した｡ これによると.

最多降水良は昭和40年の1.854pzjn,最少降水iLtは研和 14年の 6126nznlである｡その差は実に

3倍以上で,降水量の年による変化は大 きい.

(3) 降'g'･降描

林野の降雪･降箱の初日,終日,中間日数または現象の起 ったEl数を岡山県統計年報により図 1-

15(数値はこの頃の末尾の蓑1-8)に表わした｡

これによると,降雪の初日の位も早いのは大正7年11月5日,最も遅いのは昭和37年12月31日,終

日で良も早いのは昭和41年2月23日,最も遅いのは大正13年4月12riである｡初日でその差は57日,

終日でその差は43日と,短年同じようにくり返される季節の変化も一様でないことがわかる｡前年と

の比較でも,大正15年の初日は前年より38日遅れ,昭和 52年の終日はd'U年より41日も早い｡

降箱の初日の位も早いのは大正12年10月11日,最も遅いのは昭和13年 11月25E],終日

の虚も早いのは昭和39年3月30日,最も遅いのは昭和 4年5月19日である｡降打も,初日で

45日,終日で51日の大きな差が出て くる｡

降雪と降箱とを比べてみると,初日では降rirlが約1カ月早 くなり,終 日では降打が約36日遅 くな

るoしかし,陣営の初E]が降錨のそれより早くなる年が大正 7年に出現す るし,大正13年には降雪

の終日が降好よりも遅い｡降婿の初日が早ければ,降雪の初 日も早くなり,降霜の初日が避ければ降

rlj'の初日も遅 くなると思われがちであるが,そのような規則性は全く見出されないo終日についても

同様である｡

降雪日数は,表 1-5で示しているように.山側部はど多くなっている｡

(4) 妥 ･あられ.ひょう･宙電

醤 ･あられ･ひょう･笛fEについては,糞1-5にまとめたo盤は津山 ･林野に多い.

菱1-5 昭和44-48年の5年間の平均年間現象門数
(単位 日)

岡 山 津 山 新 見 林 野

質 17.2 ∃ 44,6 38.6 24,8

轟 ら れ 1.6 3.4 0一6 0

ひ よ う 0.2 0.4 0.2 0
# 17.2 96.6 27.6 64.8
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宮の発生の原因は2つに大別されるOひとつは,夢虫の水蒸気を含んだ空気が冷えて水蒸気が穀粒

する場合｡もうひとつは,冷たい空気中に余分の水井気が送 り人まれる場合である｡第1の勘合には,

地面の夜間放射による放射霧と,冷たい海流などの彫掛 こよる移洗髪 とがある｡林野 .津山 ･新見で

秋によ く発生する濃は主として放射禁である｡移5fE常は春の擬声内海でよく発生する｡

(国光 優 )

参考文献

和運漕夫監修｢日本の気候J(1958)
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表1-6 林野の平均気温 (単位 9C)

年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 全

大正 7 1.2 3.1 7.5 12.4 18.2 22.9 28.2 28.1 22.6 16.2 9.3 4.1 14.5

8 3.1 4.2 6.1 14.3 19,0 とL.I 27.3 28.5 24.8 17.110.2 4.7 15.3

9 3.3 4.1 7,5 14.1 18.6 22,6 28.6 26.6 23,9 162 10.7 3.3 15.0

10 2.3 2.9 5.7 13.5 17.9 20.2 25.7 27.5 21.8 15.6 7.2 3.4 13,6

ll 12 5.1 5.9 13.8 19.4 23.7 27.0 29.3 24.7 15.6 8.5 3.1 14.8

12 1.6 3,0 8.8 12.4 18.8 21_8 25.8 29.1 23.1 15.3 9.0 4.3 14.4

13 2.2 3.4 4B 14.8 17.6 22_5 29.4 28B 22,8 16.1 7.4 2.9 14.4

14 1.7 2.3 6.4 12.5 17.9 22一.3 26.1 27.8 24.9 15.710.9 4.2 14.4

大正15昭和 元 2.7 4.3 7.0 12.6 19.0 22_4 26.6 28.5 24.9 15.5 7.3 3.0 14.5

2 2.6 2.5 4.7 132 18.1 22.3 27.1 26,9 22.9 17.212.6 4.5 14.6

3 3.6 3.6 7.7 13.6 20.0 22.4 27.2 26,8 24.8 16.8 10.9 3,815,1

14 1.9 2.3 6.3 12.1 17.8 23_6 28.4 28.4 22.4 15.9 9.5 7.114.6

5 2.2 4.3 8.1 14,6 19_4 22.9 EBB 28.3 21.9 16.4 7.6 4.614.9

6 3.0 3,0 7.0 ll.6 19.2 23.0 23.6 29.1 24.4 15.010.7 5.914.7

7 3.8 2.4 4.7 10.5 17.0 20.9 26.9 27.0 21.7 14.5 10.3 5.3 13,8.

8 2.0 2.4 5.9 13.3 20.0 24.0 28,9 27.6 23.6 16.1 9.4 4.2 14,8

9 0.2 2.5 5.2 ll.5 17.6 22.3[27.0 27.2 22.2 15.0 8.8 5.8 13.8

10 3.1 4.2 6.5 Il一 17.2 2r).7 25.9 26.7 21.8 16,410.3 4.514.1

ll -I)0.I 1.4 3.8 ll.5 16,4 21.9r25.6 26.7 24.0 15.2 9.1 6.313.5

12 3.7 5.3 6.9 12.2 16B 20.3 26.5 28.7 21.6 15.4ll.1 4.314.4

13 2.2 2.7 8.6 12.4 l乱s 21.6 26.0 26.8 22.0 17.6 8.8 5J 14.3

14 1.8 3.3 6.9 12,5 17.6 21.7 27.5 27月 23.6 16.6ll.1 53 14.6

15 1.8 2.2 6.2 ll.8 16.7 21.6 27.3 25_8 22.9 17,0ll.ユ 6.0 14.2

16 2.4 2.6 9.5 ll.6 15.6 21_5 27.6 27.3 23,5 14.9 8.8 4.214,2

17 1.8 2.5 5.7 10.9 1乱6 2.2.8 26.7 27.4 22.8 15.4 10.1 3.2 14.3

18 3.4 2.1 6.0 12.0 18β 21.5 25.3 27.4 23.7 17.1 8.7 3.8 14.2

192021 1.81.01.6 2.51.23.1 5.76,06,2 1〔).913.614.1 1戸し6175 22.822.8 26.728.0 27,428.3 22..823.9 15A12.010.1 3.24.614.313_8

22 32 1.1 5.0 13.0 ⊥7.1 21.4 26.5 26.5 23.9 - - 3.1

23 - 3.4 7.1 - - - 25,9 27.7 23.2 16.910.4 6,5

24 3.6 4.5 4.7 9.8 17.2 2U.5 252 26.5 22.8 15.5 9.5 5.5
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年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 全

昭和 26 2.6 4.4 6.7 12.3 17.4 20.4 25.0 27.5 20.5 17.0 9.5 5.7 14.1

27 3.6 2.1 6.7 12,8 17.2 21.0 25.5 27.4 22.5 14.8 ll.3 4,8 14.1

28 2.1 2.7 7.9 10,4 17.1 21.9 26.0 27.I 22.4 16,7 9.1 5.9 lLlー1

29 4,4 3.9 6.3 13,7 17.1 19,4 23.8 27.4 23.0 14.6 10.8 5.1 14.1

30 0,2 1.8 7.0 ll.8 16.0l22.1 26,1 26.4 20.7 14.7 4.7 17 12.8

31 1.6 1.8 7.3 ll.7 167 22.0 26.5 25.9 22.9 16.3 9.0 2.9 13.7

32 3.2 2.2 4.8 13.5 16.2 20.8 24.8 26.8 20.1 15.2 10.4 4.8 13.6

33 2.2 4.0 6.4 12.8 16.9 22.1 26.9 26.2 23.5 15.2 10.4 6.5 14,4

34 2.5 6.0 8.2 12,9 17.5 21.8 26.7 27.7 24.1 16.8 ll.4 5.6 15.1

35 2,5 5.0 8.3 ll.2 17.3 21.6 27.0 27.1 32.9 15.9 ll.4 4.0 14.5

36 1.1 2.4 7.2 12,6 18.1 21.8 27.5 27.7 24.7 18.6 ll.2 5.5 14.9

37 2.1 3.9 6,1 ll.5 17.3 20.6 26ー3 27.7 23.3 15.6 10.0 5.4 14.2

38 -0.8 1.7 6.3 13.4 18.8 22.8 26.8 26.4 21.2 15.3 10.1 5.6 14,0

39 4.4 2.8 5.9 16.9 18.3 212 27-0 28.1 23.2 16.3 9.8 5.4 14.9

40 2.6 3.5 4.9 10.5 17.4 21.6 25.9 26.5 20.6 15.3 10.6 4.3 13.6

41 2.0 5.1 8.2 13.2 16.4 21.1 25.5 28.0 22.5 16.3 9.6 3.7 14.1

42 2.4 3.6 7.2 13.3 19.0 22.4 26.4 28.4 23.6 16.1 10.7 3.1 14,7

43 2.6 0.6 6.8 13.3 17.2 21.9 25.5 26.7 21.7 14.9 10.7 7.5 14.1

44 3.3 4.2 6,3 13.1 17.9 20.6 25.4 27.1 23.9 15.7 9.1 3.9 14.2

45 1.6 3.9 4.2 12.2 17.7 20.7 26.2 27.2 24.5 16.5 9.7 4.2 14.1

46 2,8 3.5 6.2 13.1 17.4 22.0 26.6 26.2 22.4 15.1 10.6 4.3 14.2

47 4.6 4.2 6.7 12.4 17.4 21.2 25.5 26.6 22.0 15,9 9.4 52 14.3

48 43 4.6 5.7 14.0 16.9 21.2 27.6 28.4 21.8 15.8 8.9 2.5 14.4

49 1.7 2.4 5.7 132 17,8 21.6 25ー2 26.7 21.7 15.6 9.2 53 13.8

50 1.9 2.5 5.8 12.4 17.0 22.2 26.726.5 25.925.9 24.623.623.1 16.416.1 10.4(10.5) 4.8(5.7)14.2

症 )1.岡山県統計年報 ･岡山県気象月報による｡

2 大正 7年～附和9年,昭和 11-19年,昭和30年 午前10時,-回研削

3 昭和 10年,昭和 20-29年,昭和31-53年 最高,般低気悦の平均の値

4. 欠利回数が20帝を越える場合 空白とする｡ (昭和 51-53年)

20飾以下の場合 ( )を付 したo
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表 1-7 林野の降水塵
(単位 nm )

年月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 全年

大正 7 3.0 43.5 104.5 129_5 101.5 129.5 277.0 132.5 266,0 217.0 41.5 56.0 1.501.5

8 64.5 42.0 125.0 70.5 44.0 235.0 249.5 20ー7 150.5 49.0 51.5 78.9 1,181.1

9 95.1 96.6 81.1 46.6 82.4 151.1 98.0 219.8 103,3 41.1 35.9 99.3 1,150,3

10 91.6 48.5 100.1 172.7 104.3 433.2 136.7 79.7 226̂5 54.5 22.0 59_3 1.529,1

ll 35.1 136.4 123.1 112.0 9),0 74.4 220.0 64.0 58.7 119,2 51.2 18.0 1.062.i

12 40.0 40.0 106.2 112.5 3132 377.5 233.0 155.5 217.0 166.5 u9.0 33.5 1.823.9

13 16.5 29.3 30.0 99.5 152.0 130.0 46.5 50.8 160.0 106.5 32.0 14.5 867.6

14 17.0 52.5 50.5 85.1 217.4 252.5 158.0 137.0 270.0 49.0 44.4 50.0 1,383.4

大正15昭和 元 26.0 46.9 65.2! 49.5 262.0 119.5 264.9 48.0 113.0 59.5 57.7 94,3 1,206.5

2 25.5 29.4 170.4 118.5 80.0 78.0 210.3 180.6 154.0 50.7 55.4 30,7 1,183.5

3 75.8 43.9 32.4 100.8 90.6 298.6 102.9 235.6 122.4 65,9 38.7 43.7 1.251.3

4 24.5 24.5 38.9 88.3 147.7 107.0 191.8 76.2 132.9 105,5 A.4 79.9 1,115.6

5 41.0 84.5 93,5 116.0 76,5 233.1 13.5.3 68.0 149.0 95.2 68.3 27.4 1,187.8

6 78.5 97.2 81.0 112.5 133.0 131.5 306.5 109.5 146.0 165.0 78.9 59.5 1,499.1

7 21.0 23.3 48.6 162.5 135.0 160_9 193.2 65.3 126.9 16.5 105.7 31,6 i,090.5

8 32.4 25,8 87.0 169.3 102.6 114.1 118.4 207.4 37.2 166.9 105.2 59.5 1,225.8

9 17.3 29,5 69.6 108.7 53.9 136.6 171.5 62.8 ZSX).5 63.6 88.6 83.4 1.185.0

10 7.4 115.4 76.5 56.8 84.9 255_1 203.9 208.0 264.4 78.0 72.1 65.2 1,487.7

ll 12.4 49.2 45.1 214.6 176.8 86.4 168.8 161.9 137.0 90.5 26.0 46.1 1,214.8

12 41.3 104.8 94.1 75.2 111.7 254.3 110.1 45.7 1鉄).1 122_0105.5 46.7 1.301.5

13 42.5 40.1 72,2 91.4 160.7 267.7 275.2 171.8 143.0 190.8 37.3 34,5 1.527.2

14 39.0 29.1 91.9 82.8 54.6 58.0 25.1 25.0 52.9 74.1 79.1 1.0 612.6

15 12.5 85.8 42.4 99.0 30.9 202.4 138.1 193.4 87.5 I148.6 55.6 40.1 1.136.3

16 62.0 64.8 92.8 68.8 214.1 182.1 132.9 7■1.3 245.5 1EB.9 68.0 71.0 1.432.2

17 15.2 52.0 137.0 95.5 124.9 319.7 35.8 2(j8.3 323.7 69.0 29.1 5.9 1,416.1

18 34.6 61.6 73.3 103.6 113.9 190.0 233.3 52.9 298.0 40,0 49.5 27.0 1.277.7

19 19.6 38.2 73.9 97.9 57.8 45.3 62.7 111.3 181.0 157.3 71.5 6.6 923.11,509,5

20 4.9 25.6 109.6 59.2 - - - - - - - -

21 43.4 35.7 116,3 149.4 168.5 378.6 201.1 - - - 47.5 74.2

22 70.3 39.3 63.8 84.3 130.3 114.8 158.8 62.4 104.2 62.4

23 - 64,8 63.3 - - - 218.2 137,9 169.8 119.8 134.7 74.1
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年月 1 2 3 4 5 6 7 8 日 10 11 12 全 年

昭和 25 108.4 58.9 153.8 67.1 107,3 210.4 97.6 107.0 240.1 136.1 97.2 31.1 i.415.0

26 24.1 102.3 92.7 151.8 161.8 98,9 336.6 30.1 72.9 142.4 89.3 58.7 1,361_6

27 79.6 91.8 150.7 137.1 151.6 234.4 368.1 33.3 197.8 61.4 91.7 9.4 1,606.9

28 453 82.5 74.5 60,2 206.3 388.9 253.0 129.3 281,2 49,8 54.5 59.6 1,685.1

29 70.9 34.3 53.1 127.9 228.7 397.7 265.5 95.7 357.7 35.8 60.7 24,9 1,751.1

30 33.0 85.8 88.4 141.3 140.8 144.6 157.8 51.0 130.3 90.3 64.0 26.2 1,158.5

31 81.6 54.2 152.8 103.7 146.0 262.3 144.1 176.3 232.8 121.3 39.5 5.7 1,520.3

32 46.1 57.4 37.1 165.8 126.7 169.6 402.0 157,8 232.6 65.8 25.3 28.7 1,514.9

33 74 51 62 191 99 152 188 179 101 105 46 55 1.303

34 50 118 67 135 126 130 204 62 126 89 69 51 1.226

35 51 18 87 145 119 97 107 323 163 111 1律49 49 1,305

36 38 45 72 159 82 272 139 155 360 225 1,689

37 55 23 23 152 211 221 233 111 61 ユ05 I.293

38 46 47 89 160 264 245 390 271 137 85 48 125 i.807

39 105 74 67 199 41 185 162 105 224 91 64 16 1,333

40 51 21 128 90 247 211 372 51 467 48 122 46 1月54

41 24 78 224 93 191 235 87 100 537 83 45 54 1,751

42 40 41 111 300 136 117 269 31 39 110 65 6 1,265

43 29 60 88 86 111 88 296 85 209 98 17 60 1,227

44 73 60 58 81 109 251 262 41 99 30 52 26 1,142

45 57 51 51 141 145 394 88 216 121 123 57 26 i.470

46 49 44 73 75 108 172 317 155 214 76 5 51 1,339

47 88 86 68 151 128 207 490 111 152 50 71 75 1,677

48 82 63 9 165 149 142 65 110 184 94 32 8 1,103

49 18 95 84 163 48 144 321 71 223 167 1:95… 【享7g 1,447

50 75 62 61 158 98 264 211 289; I: 169 1′63390051 28 11619 79 220 175 176 - 82

52 16 - 161 91 173 90 40

症)岡山県気象月報 ･岡山県統計年報による ｡
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表1-8 林野の耐 ･留の季節

雪 F 滞

初 日 終 日 中間日放 鶴見日放 初 日 終 日 中間日数 現象日数

大正 7 ll_5 3.27 143 11.6 5.6 182

8 12.9 4.1 114 11.8 5.16 190

9 12.ll 3.6 87 1.i,i9 4.28 162

10 12.9 3,15 97 11.14 4.10 148

ll 12.2 3.24 113 11.10 4.12 154

12 ll_27 4.12 137 10.ll 4.7 179

13 12.1 3.28 119 11.15 4ユ9 163

14 ll.9 3.17 129 11_9 5.4 177

大正 15昭和 元 12.17 3.27 101 】1.7 4ユ3 158

2 12.8 3.13 98; lil:霊 5.12 2133 12.2LI 3.14 5.~19 183

4 12.19 3.13 85 11.10 5.6 178

5 ll.22 2.28 99 11.19 4.22 155

6 12.22 4.5 ユ05 11_14 5.3 171

7 12.12 3.16 96 10｣28 426 182

8 12.8 3-13 96 11.9 4.18 161

9 12.14 3_21 98 11.5 5ー2 179

10 ll_28 3.6 99 10.27三ol: I:三72; 424 180

ll 12.ll 325 3.31 129

12 12.4 3.25 428 187

13 12.4 3.10 97 11.25 4.30 157

14 ll.26 3.22 118 11.14 5.14 183
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雪 箱

初 日 終 日 中間日数 現象日数 初 日 終 日 中間日数 現象日数

昭和 242526272829 12.13 3.13 91 25 10,31 426 178 72

30 -12,13 3.13 91 10.31 4.26 179

31 12.17 3.12 86 10.21 4.30 192

32 12.19 3.30 102 ll.8 4.19 163

33 12.28 3.14 77 10.28 4.3 158

34 12.22 3.16 82 ll.14 4.19 156

35 ll.27 3.9 ll.15 4,19

36 12.14 4.4 26 ll.14 4.30 62

37 12.31 4.4 23 ll.7 4.30 56

38 12.27 3.27 16 ll.10 3.30 45

39 12.2 3,20 1521232029312323 ll.15 5,1 5359

40 12,16 2.23 ll.15 420

41 ll.21 3.23 ll,16 425

42 12.8 3.17 ll.14 4.21

4344454647484950515253 12.15ll,25ll.30ll.30ll.29ll.21ll.1912.612.1612.8 4,53,233,143,144.23.253ー224.22.24 ll.15 5.74.15

症 ) 降雪,降和は普通年度を越えて起きるO例えば昭和28年の起日12.28,終日3.14とい
うのは,起日,昭和28年 12月28日,終日,昭和 29年3月14日という意味である｡
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第 2章 美作町の人 口と集落

1, 人 口構 成

(1) 総人口の推移

美作町の総人口か推移を,国勢調査によってみると,敬後の急激な減少が盛村地域の典型的な形に

なっていることがわかる｡

時代別に詳しくみてみよう.まず,昭和15年までは,およそ17,000人を維持しており変化は

小さい｡ただし昭和に入ってわずかながら減少していることは確かである｡昭和 5年と15年の間に,

約1,000人減である.｢現勢調査簡｣によると.5地区である限り,大正元年から昭和5年の間で

はほとんど一定であるが,やはりそれ以後は少し増猿があらわれている｡林野は,大正15年で2,883

人が㈲和10年で3,299人と約500人の増加,それに対して沿細は,大正15年で2,378人が

表2-1 美作町の総人口.世村数推移

年 次 総 人 口 人口増加数 人口増加搾 胆 碍 敬 31世帯当りの 人 数

大 9 人16.983 人△ 135 形△ 1.8 ※3.733 人4.614 16.848 3.529 4.8

昭 5 17,338 490 2.9 3.537 4.9

10 16,643 △ 695 △ 4.0 3.514 4.7

15 16,261 △ 382 △ 2.2 3.414 4.8

25 19.918 3.657 22.5 4.267 4,7

30 17.156 △2,762 △13.9 3,584 4.8

35 16.619 △ 537 △ 3_2 3.750 4.4

40 15.064 △ 1.555 △ 9.4 3.842 3.9

45 13,952 △1.112 △ 7.4 3.838 3.6

50 13.726 △ 226 △ 1.6 4,007 3.4

※ 現住戸数

(r匝廟･調度｣より) △はマイナス

注 ) 昭和30年以前の搬入口は.公文村のうち大字安獣と岩見臥 粟広村
のうち大字田殿,巨勢村のうち大字海田と下丘敵以外の大字を含んだも ′

のである｡- 以下同じ

暇和9年で1,208人と1,000人以上の減少である｡林野以外は,叔少していて, この5地区全体

でもわずかであるが減lJ,しているといえるOこうLf:減少は,昭和に入って,山間のLn村地域も新し

い時代になって,都市-出る人があらわれたこと.あるいは兵役などが原因であったと考えられようo

大磯直後は,人口は大幅に上郡口しており.昭和25年は19.918人まで遷し,昭和 15年と比較
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表2-2 美作町地区別人口 (5地区 )

大.元年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年

揚地 2.401 2,640 2.640 2,481 2.644 2,459 2,458

林野 3.094 3,128 3,177 3,137 3,191 3.ZX) 3.288 3,275 2.躯2 2,306 2,891

豊国 2.438 2,436 2.540 2,540 2,591 2.591 2,607 2.608 2,548 2.603 2,606

巨勢 2,711 2.720 2,715 2.685 2,874 2.9]1 2,927 2,467 2,371 2,386 2,386

楢原 2,211 2,224 2,230 2.328 2.284 2.276 2,095 2.106 2.220 2.216 2,159

12年 13年 14年 15年 間 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年

助郷 2,4盟 2,351 2,370 2,378 2.Ll32 2.437 2,629 2,293 2.418

林野 2.891 2.872 2.856 2.883 2.900 3,240 3,394 3,388 3.359

豊国 2.599 2,588 2.525 2.703 2,68 2.752 2,704 2,611 2,644

E* 2.395 2,650 2.336 2.362 2.377 2.315 2,381 2.346 2,411

楢原 2.175 2.175 2.222

9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年

謝細 1.208

林野 3.怨9 3.082

世国巨勢楢原 1,136 1.138 1,CE)8 1.055 1.091 1,120

(｢現勢調杏縛｣による｡ )
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すると3,657人,率で22,5%の増加になる｡この急増は,戦争による都市の荒廃で人口が農村に

流入したこと,あるいは引揚者などが原因であろう｡

昭和25年以後は,減少の一一･遠である｡昭和25年か ら30年にかけての減少は特に大きく,2,762

人,率で13.9%であるが,これは,疎恥者がもどり流入した人口がなくなったためである｡昭和30

年以降の減少は,投近まで続いている｡耶師口25年から50年までに,19.918人か ら13,726

人と6,192人減少している｡率では31.1%になる｡昭和 30年と50年でも,3,430人,率で

20%の減少である.このような大幅な減少は,日本経折の復興で全国的に始まったJl豊村部から都市

那-の人口の流出のためである｡人口流出による人口減出ば位も激しかったのが昭和30年代後半か

ら40年代にかけてであり,昭和40年は35年と比べると1.555人,串で9.4%の減少,45年

では1,ll2人,率で7,4%の減少となっている｡ちょうど日本の経済高度成長期であり,多 くの人

が鋤きに大都市圏へ流出していった時期なのである｡しかし,この頃をすぎると減少の割合が次第に

小さくなっている｡昭和 45年から50年にかけての減少は226人で革は1.6%である｡つまり,

40年代後半から,人口の減少がゆるやかになってきたのであるQさらに,昭和55年になると50

咋からみると445人,革で3,2%の増加を示すようになったO槻後,減少を続けていた人口が55

年で初めて増加をみせたのである｡昭和40年代も後半になると日本経済の高度成長も一息つき,社

会的に安定した時代となった｡そういう背唐で都市部-の人口流出が少なくなるとともに,流出人口

のUタ-ン現象があらわれ始めたことが,人口の減少をくいとめたといえるであろう｡ 50年代に入

っても不景気などで鋤きE]は少なくなり,ますます流出は減 りUターンは増加し,ついには人口の増

加-と移り変わったのである｡

美作町における総人口の推移をまとめてみると,全役的には戦前はほとんど一定で安定していたの

に対して戦後は変動が著しいといえi:う｡屯宅軌 ま,山間の段村地域として閉鎖的であって人口の増減

はほとんどなかった.戦後は,25年頃までは疎開者などの流入による増加はあったが,それ以後は

純出が著しく急激に減少したのである｡しかし,最近はやっと減少がとまり,わずかではあるが増加

の傾向を示してお り,町

にとっては明るい材料と

なっている｡

次に,総人口と世樺数

の推移を合わせ考えてみ

る｡世相数は,戦前はほ

とんど変わらないが,敬

後はゆるやかなが ら増加

をみせている｡独酌は総

人口と同じような推移で

あるが,nJl鬼後 塊̀ 人口と

は全く逆である｡人口は

減少し,世相数は増加し

4.CKl03.LX182.0001,t]Ot】

図2-2 美作町牡特赦推移 (r国勢調査｣より)
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ているのであるoこれは1世相あたりの人数が織 っていることが鳳因であるo丑 2-1によると,1

世帯あたりの人数は,戦前はほとんど変わっておらず,昭和 30年以降が急激に減ってきている.昭

和30年で4.8人が55年までの25年間で3.3人までに減少しているのである｡ このように,総人

口の急激な減少にもかかわらず世相数は減少することはなく,1世相あたりの人数を大幅に減らすこ

とによってゆるやかではあるが増加したのである｡

(2) 産業別人口構成

実作町の産業別人口偶成をみてみよう｡まず合併前の8村について示したのが塞2- 3である｡

表2-3 美作町新制前の職業別人口

A 木産業 k Jl 工 井 疎 EE 交且Jt 公 拐ELFh並 その他 I'東 JrI- L ...i 無&者 捕 )その他 合 計

大正7こ咋掛 払柿 l′ ZJ_担6894l 11610 94 304 0 2.640

237 I.257 695 3.O94

且 す 2.250 3 92 35 58 2.43f!

楢 原 1.685 219 297 1U232 2.211白井 1.958 24 102 397 2.711

Jト 8.911 l53 744 2.258 995 13.OZ)4

大正3辛 山 LS伴 野 2.184 40 94 322 0 2.640

912 5 186 I.487 587 3.l77

せ Ld 2.291 9 105 73 66 2.540
楢 原 2,0鵡 57 84 212-:f3-6
盲~カ 1.892 39 112 45l 217 2.715
射

大正6年 曲暮拝rr 2.119 211 278 64 2.6343.239

951 2 118 509 1.659
色 現 2.591 8 70 77 26 2.771

一也 顕 2.028 69 117 l 61 2,276

巨 弗 I.7BS 12 57 30 2612.910
〟 l

大正10年 妬I 打 1.931 190 190 I.48356 2.459

休 N 574 0 186 696 1.812

■ ESa 2.441 0 17 81 64 2.か)3

Lb 叔 1.857 94 119 136 2.2L6_2.346巨 わ 2.118 0 U 93 132 8 0 0 0 0
肘 o+ o ー91 189

大i二E14年 曲 も I.858 74 32 15 0 0 2,3IO2.856

林 野 906 37 339 i.122 180 255 45 8 3

t Ei] 2.39.I 43 83 5 2.525

楢 蔚 1.838 94 254 51 88 5′l i 2.222

直 井 2.118 63 132 紬3TT 35 5 2.3Llt)
.Tf 9JO6735 768 I.780 8ll. 12.319

昭和ら年 簸 ず l 6 LLi 129 12 56 5 1,05A

林 野 LI73 289 529 582 119 307 1.419
t l一 I.002 7074 All39 41 1 l一164

府 dZ 849 21 3518 里 - I_010tL 田 753 2 l l 38 37 849

良 わ 744 2 14 1123L 52L719 10 29 5. 1 956
/i.i _文 bTu 2 25 2 771

購 旺 622 21 2 ll35JI 5 1 596

(志icnT;旨浮 島損 翫 讐 J+読 )

注 )巨妙村 ,公文村,紫広村については,現在 l雷騨出城のみht-LJ'入されているが,この滋はそれ以外
の地域も含む｡
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林野を除く各村はすべて肢業従事者

が多数を占めている｡林野は,吉野

川と鴨並川の合流する町の中心地に

あたり,古くから高瀬舟通しによっ

て繋栄してきたところで,現在も卸

小売菜,飲食菜などが駐中している｡

大正元年以来高菜人口の占める'Lq合

が高 く,商業的色彩の強い村であ っ

たことを示す｡同時に他村に比べて

あても,林野の商業の中心性は明 ら

かである｡湯拙村で湯治客相手の職

業の者があまり顕著に見られないが,

これは場郷温泉がまだ本格的に観光

地化される前の段階であること,国

鉄林野駅も未開設であるためと考え

られる｡大正 14年から交通実,公

務自由業の分類 も/Lきれているので,

それについてみてみると,ここでも

林野村が他をひさは/iして多く/iっ

ている｡

昭和 5年と,衰 2-4に示す昭和

25年の統計は,現在の町制施行前

のもので,単純に8村の合言Iを実作

町の産繋人口構成と見ることはでき

ない｡しかし,昭和5年に5.848

人,全就業者数に占める割合にして

74.8%であった農業従都者が,昭

和 25年には6,938人.67.8%

■ l次 ■ JL 妨2次d!J 訂3九iJL

図2-3 美作町の産業別人口構成 (表2-4より作成 )

と実数では,増え,構成比では減っ

ていて,その後は,従事者数も構成比も減少の一速をたどっているのは明白であるQこれは戯村-殻

に見られる現象で,戦後一時的に虚業人口が増えるが.広庭経済成長に伴 って若年労働力の流出 と,

生産経の低い虚業か らの離脱が著 しく/Lっていくことに起因する｡

現在の町制にな って2年後の昭和30年をみると,まだ良薬従事者だけで5.385人,64,4%を

占め,農薬中心と言えるが,美作三静の1つ沿郷温泉をもっているため,サービス業,小遺糞などの

第 3次産讃人口の割合も児北LSBi村にしては比較的高 くなっ71､る｡35年には,L'1林漁業水産巷髄の

第 1次建策と鉱業は就菜音数についても,構成比についても減少を示しているのに対 し,卸小売業 ,
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表 215 岡山県の塵貰別人口構成

年産莱昭和25年 昭和30年 昭和35年 昭和40年 昭和45年 昭和 50年 昭和 55年能薬番数 構成比 献策肴救 岬成比 服 比 町玉音虫 ff成比 既卒舌鼓構成比 脚 苛政 珊成比 柵成比離轟音救 就辛舌鼓

第1次産業418.41756.0403.25550.7360,81143.1293.85934.4238,44825.6152.41916/7122,08813.2

第2次産業150,05020.1165.80520.8251.73125.8253.19029.7322.97134.7336,95037.0338.16836.6

第3次産業 178.18523.9226.17328.4259.83531.1306.60035.9370,05839.7420.05946.1463.84150.2

分頗 不能 451 0.1 24 0,0 146 0.0 157 0.0 575 0.1 1,811 0.2 4280.0
合 計 747,103100.0795.257100.0836.523100,0853.80610〔).0932.052100.0911,239100.0924.525100.0

(r岡山県統計年報｣より)

サービ子葉の増加が顧著である｡この億向は以後さらに進み,40年では出菜従事者は全洗薬人口の

約半分にまで落ち込み,逆に30年代後半からのレジャーブームに乗って場郷温泉が娯楽観光保避地

として発展し始めたことでサービス業は185人,3.1%増になっている｡45年には遂に投英従Zli

者は40%以下になり,50年に男女とも1.000人を割ってしまうなど股黄を中心とする第 1次産

男の減退はますます激しくなった｡構成比が完全lこ遡転 したのは ,50年の時点でこれまで減少を挽

けなが らも最も構成比の蒔かった第 1次産業が1.831人,25,6%と最低になり,第3次産某が

3.460人 ,48.4% ,第2次産菜が1.843人.25.8%と産菜人口械道を｢変させている.図2

-3と塞2-5で,美作町と岡山県全体の産業人口変化を比べてみると,虚業単一の産薬偶成から脱

し,郷土の名湯を活かした観光開発に力を注いだことが,弟 3次産業 ,持Iこサービス業の飛粗的増大

に表わされているように思う｡また中国縦貫道閑地(唱和 50年)以降 ,一段とそのペ-スが早まっ

ているようである｡今後も良薬従事者数は,若年層の搬虚による老齢化などで減少を続けるものと予

想されるO美作町では,目玉産菜の観光を中心に,苦い労働力を引きつける,産業構造の均衡のとれ

た発展が望まれるO

(3)年齢別,男女別人口構成

まず表2-6に年齢別,男女別人口相成とその推移を示した｡年々65歳以上の老齢人口が増加し

ているのが目立つ｡逆に低年齢廟は減少し,15歳から64歳までの生産年齢人口も昭和40年の

66.4%を鼠高に,わずかずつ割合を威してきている｡これを人口ピラミッドで表したのが図2-4

である｡昭和30年では,20-39歳の労働音階殻が少ないが,はばピラミッド型に近い塾をして

いるようにとれる｡20- 54歳までの特に35- 39歳の男子が非rigに少ないのは職争の膨馨によ

るもので,5-9歳層が多いのは,敬後のベビーブームによる現象と思われるOところが昭和 35年

からは既村によく見 られるJ'ひょうたん塾 〟を示しているO これは,20-34歳の若年労働者層の

減少によってひき起こされた綴果であるが,そのfJかでも15歳～24歳層が激しく,30年に1.957人
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図2-4 美作町年齢別.男女別人口構成
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周2-4 美作町における年齢別,男女別人口構成 (国勢調査より作成 )
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いた10-14歳層が1,381人,1.472人いた15-19歳暦が955人と,それぞれ減少率

29.4%,35.1%になっているO岡山県全体でみると,男子は美作町のf-q成と似 ているが,だいた

い安定 した//っば塾〟と言える｡(図 2-5参照 )昭和40年 ,45年にrsると,美作･PfJの'yひょう

T=ん型 '/人口ピラミッドはより極端なか1=ちに変わっている｡旧知35年か ら40年にかけて生産年

齢人口は6.2%上昇しているのにもかかわらず,15- 39歳の年齢層では,34.2%から32.9%

10万 5万 0 0 5jJ 10万

=)万 5万

ー42-
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10万 5万 5万 10万

図2-5 岡山尉こおける年始細り,男女別人引 航 (r岡山県統計年報｣より作成 )

-ダウンしているO実作町の潜革労職者の流出が明らかになるであろうo昭和46年頃から少しずっ

Uターン者があらわれ始め,45年時に比べ,50年,55年では25歳～29歳層の急増が見 られ

るが,それでも45年と55年を比較すると,生産年齢人口の低下 (91.93人,65,9%→8.899

人,62.8% )老齢人口の増加(1.823人,13.1%一斗2.381人,16.8%)の傾向は変わって

いない｡20- 24歳が少ないのは,高等学校卒菜後.町外-進学,就職で転.qしているためであろ

うO美作町の調査によると,高等学校の新規学卒者の留町率は,昭和40年 13.6%,昭和45年

8.0%,昭和50年7.3%,昭和53年4.8%と減少してさているというOまた男女の比率は年齢が

高まるにつれて女子の方が多 くなっている｡盛付の経済性の低さから,このような,股村に典g=J.的に

みられる人口流出型の人口構成が見 られるのであるが,*国縦貫道の開通後,薯年労働力を吸収でき

る町の唖殻ができれば,若干の変化は見られるようになるだろう｡例えば,昭和 54年に誘致きれた

中央化学に,Uターン者で就職した者が多く,今後の変化は注目されなければならない｡

2.人 口 移 動

(i) 自 然 動 態

美作町における出生と死亡の状況と,自然増減を表わしたのが友2-7である｡出生者教が低いの

は昭和41年度で,表2-8Iこよると出生率も9.0‰と一段と低 く,これは ｢ヒノエウマ｣にあたる

ためと考えられる｡図2-6をみれば一日でわかる通り, この 41年度のみ自然減少が見 られ,他年

度はすべて増加を示すOしかし,出生率は10-12‰台と平均して低率で,一方死亡率は,全国平

均が,1955年以降7‰前後であるのに対し8- 11‰と甜 くなっているoこのため自然増加率も
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衰2-7 美作町におけるR然動態

年度 出 生 死 亡 自 然 増 減雇救 男 女 総数 男 女 総数 男 女

昭和40 178 93 85 146 68 78 32 25 7

41 133 71 62 157 77 80 △24 △6 △18

42 163 84 79 140 82 58 23 2 21

43 186 103 83 131 74 57 55 29 26

44 164 79 85 143 78 65 21 1 20

45 188 103 85 158 88 70 30 15 15

46 177 92 85 133 76 57 44 16 18

47 184 95 89 151 81 70 33 14 19

48 181 89 92 128 68 60 53 21 32

49 175 99 76 157 99 58 18 0 18

50 179 88 91 143 80 63 36 8 28

51 174 83 91 147 71 76 27 12 15

52 153 81 72 120 74 46 33 7 26

53 172 82 90 129 71 58 43 ll 32

54 163 93 70 132 69 63 31 24 7

55 184 97 87 129 67 62 55 30 25

(F岡山県人口の動きJより作成 )

鼓 2-8 美作町における出生 ･

死亡 ･自然脚加率

出 生三率 死 亡 率 自 然増 加 率

40 ll.7㈲ 9.6㈲ 2.1紬

41 9.0 10.6 -1.6

42 ll,1 9.6 1.5

434445 12,9 9.1 3.813.3 ll_1 2_2

46 12.5 9.4 3.1

47 12.9 10.6 2.3

48 12.7 9.0 3.7

49 12.5 ll.2 1.3

50 12.7 10.1 ?_6

51 12.2 10.3 1.9

52 10.7 8.4 2.3

53 12,1 9.I 3,0

54 ll.4 9.2 2.2

55 12.6 8.9 3/7

40 4) 42 43 44 45 46 47 Lは 49 50 51 52 53 54 55(年鑑)

図2-6 美作町における自然動態 (豪 2-7より作成 )
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非鞘に低い数字が出ており,曲村共通の自然曲闇が見られる.

出生率は40年度からあまり変化はないが,死亡掛 ま,52年度以降10%内 となり,減少 してい

くように/HL現われるOこれが,社会動値とともに,美作町における年齢別人口偶成にも彫封をあたえる

であろう｡こ0_)点については表2-6を参照すれば,幼年瀞か停滞が敵減,老齢者の増加に襲われて

いることでよくわかる｡

表2-9 美作町における転出入状況

(2) 社 会 勅 使

昭和 40年度から55年度まで,美作町に転

入した人と美作町か ら転出した人の概況を衰わ

したのが,表2-9と凶2-7であるO47年度

に一度社会増加があるが,50年度までは-nL

して転出者が転入者を上回るという社会減少を

見せている｡47年度前後は,ちょうどオイル

ショックの時鰍 こあたり,転出者は併称気味,

転入者は,中国縦貫道関係の労曲者が壬で多く

なっているのだと考えられる｡中国縦賢適開通

枝は53年度を除 き転入が転出より多くなって

おり,40年代綿半に著 しか った人口流出に悔

止めがかかりつつあるO図 2-8で,自然動態

とあわせて美作町の人口の動きをみてみる｡自

然動態は,先述の理由により41年度のみマイ

ナス値を示すがあとは,はば一定の増加状態を

年 度 転 入 者 数 転 出 者 数
越敬 罪 衣 総数 男 女

40 671 354 317 958 470 488

41 707 355 352 939 483 456

42 741 397 344 934 530 404

43 699 375 324 1.026 550 476

44 782 421 361 1,071 543 528

45 733 375 358 838 425 413

46 783 389 394 845 413 432

47 879 473 406 844 435 409

48 751 409 342 857 447 410

49 705 370 335 914 467 447

50 740 396 344 730 380 350

51 681 351 330 621 337 284

52 741 386 355 789 384 405

53 600 302 298 655 321 334

54 719 365 354 683 324 359

55 797 384 413 639 320 319

(r岡山県人口の動 きJより作成 )

正人.7鞍

- 一一-一一一fJ;山背敢

40 41 42 43 44 L15 46 .17 48 L19 r)0 51 52 53 54 55

図 2-7 美作町における社会動使 (表2-9より作成 )
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保 っている｡ 一方 ,社会動億は ,増減の幅が激しく変動 しながら.徐々に人口流出が少なくなって

きていることが うかがえる｡52,53年度は社会減であるが .その敬が少ないため,50年以降美作

町の人口は定着 してきていると言えよう｡50年というのは,すなわち中国縦普通の完成の年で,こ

こにも影等を及ぼしているように見えるC

次に転出入を男女別 ,そして年齢別にとらえてみ よう｡まず,転出,転入とも,男女はば増減の憤

図2-8 美作町における人口動態 (r岡山県人口の動きJより作成 )
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図2-9 男女別転入者数 (表 2-9より作成 )
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図2-10 男女別転出者数 (表 2-9より作成 )
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向は同じようであると言えるO女子が男子の移劫奇数を超えるのは転入で48年度と55年度 ,転出

で40年度 ,46年度そして52- 54年度である｡きらにこれを5才階級にわけて年齢別にもみて

いくことにするQ転出においては,男女とも15-i9歳が多い｡これはほとんど高等学校卒業後の

進学か就掛 こJ:る転出であろうO次に多いのが20-24歳の階級で,これは特に女子について顕著

である｡考えられるFP蛸 としては,ちょうど結婚満船籾にあたるためということになる｡この屑で転

入も非精に多 くなっているのは,実作町-の結掛 こよる転入というのではな く,他地域で進学,就職

していた者が,結婚の準備のために帰郷してきた.一時的なものが主であると思われる｡また30歳

以上になると,女子より男子の転出入の動きが多くflっている.女-Fが自分の職業の変更で移動する

100 80 60 40 20 20 40 ∝) 80 100 120 140 160

(その1)昭和40年 (r岡山県人口のJbさIlb作成 )

140 120 100 80 60 40 a) 20 40 60 80 100 L20 140

(その2)昭和 45年

随2-11 年齢,男女別転出入省敬
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120 100 80 60 40 20 20 40 60 80 100 120

(その 3) 昭和50年

100 80 EX) 40 20 2D 40 60 80 100

(その4) 昭和55年

図 2-11 年齢,男女別転出入音数

ことは,この屑ではあま り考えられず,結栢後,天の転出入に伴 うものがほとんどであろうO以上の

3点については ,図2-ll(その 1)刊B和40年度か ら(その4)55年度まで,用度の産はあ

るが,だいたいあてはまる傾向である｡ただ,20- 29歳屑の男子で40- 45年度は転入より転

出が多かったのに対し,50,55年度は,転出入の鵬係が逆転しているのが目につ く｡ 46年頃か

ら見られ蛤めたという,大学卒選者の.あるいは,地元の高校年男後他地域で釦取していた者のUタ

ーン現象と,経済不況のため以前のような都会への転出が控えられた結果であろうO

次に,転出者については実作町における転山前の将茶に関 して,転入者については,美作町転入後

の仇繁くこ関して,岡山県人口の動きより作成した図 2-12をみJ:う｡各年度とも上段が転入後 ,下
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段が転出白'Uのものである040年

度より,転出前は第3次産菜と学

生が大部分を占め,55年度まで

変化はない｡年齢別でみT:似合,

15-19歳に極めて転出者が多

かったことと一致する｡転入後の

収菜は,第3次産菜だけで80%

～90%を超え,これらは,沿路

温泉に支えられたレジャー閑迎産

菜従事者や公務員などであろう0

40年度から55年度の推移をみ

てみると,転出前,転入後ともに

第1次産業の減少が表われている｡

第2次産業は49年度まで比較的

多かったものが,50年以降5%

前後にとどまっている｡おそらく

縦n道の労務者など建設業が多い

と予想される｡

投後に.美作町における転出,

転入を,転出先地,前任地によっ

て検討してみよ う｡まず,以内 ,

県外のレベルか らみていく｡転入

者は,県外者よりも県内者の方が

多く,男女別でみてもはば同機で

ある｡48,49年度で県外男子

の転入がやや多 くなっているのは,

t15
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図2-12 転出前,転出後における職業構成

(r岡山瓜人口の動き.Jより作成)
先にみた,縦貫道的係の碍敵菜従部者の流入によるものと思われる.転出者数でもやはり県内移動が

県外を上回る｡全体の転出者が減少を始めているのに,院内転出者が減少を始めているのに,県内転

出者はあまり変動が大きくないことから,減少は主に瓜外転出者によるものと言える｡40年度と

55年産を比べてみると,男子で県内転出は245人から47人減の198人,娼外は225人から

103人も減って122人になっており,女1-も県内は58人棟lこ対し,県内は1i1人の減少があ

る｡
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表 2-10 県内･県外別転出入状況

年 度 転 入 者 伝 出 者県 内 l 県 外 県 内 頻 外

総 数 男 衣 総 数 罪 女 総 数 刀 女 総 数 罪 女

40 390 196 194 281 158 123 482 245 237 476 225 251

41 348 176 172 359 179 180 458 243 215 481 240 241

424344454647 387470 203(昭257 18443...-4213 3546年度4409 194資料な216 160)193 400426 225234 175192 534418 305201 229217

48 37白 189 189 373 220 153 467 240 227 390 207 183

49 334 174 160 371 196 175 494 242 252 420 225 195

50 384 205 179 356 191 165 396 205 191 334 175 159

51 346 176 170 335 175 160 306 168 138 315 169 146

52 417 219 198 324 167 157 443 207 236 346 177 169

53 355 173 182 245 129 116 339 165 174 316 156 160

54 396 198 198 323 167 156 359 170 189 315 154 161

55 432 210 222 365 174 191 377 198 179 262 122 140
(r岡山県人口の動きJより作成 )

500

400

300

200

loo

0

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5J 52 53 54 55

図2113 県内･県外別転入者数の推移

4) 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ∽ 51 52 53 54 55

図2-14 県内 ･県外別転出者数の推移
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表 2-11 前任地域別転入者数の推移

前任地 年度40 41 42 47 48 49 50 51 52 53 54 55
岡 山 県 70 ･46 60 121 69 79 79 82 113 90 110 119

倉 赦 市 19 30 27 45 34 23 21 24 33 43 18 36

津 山 市 64 58 74 43 85 45 79 52 51 40 73 74

そ の 他 の 市 39 29 23 36 27 29 2'4 23 16 25 12 18

市 部 合 計 192 163 184 245 215 379 203 181 213 198 213 247

勝 田 町 18 15 ll 35 13 18 16 20 18 18 8 15

大 原 町 4 17 26 ll 6 2 12 ll 6 9 2 9

東 粟 倉 村 1 1 2 0 1 001 0 2 1 2

西 粟 倉 村 2 6 3 5 ∩ 1 0 1 1 1 2 0

勝 央 町 16 21 30 31 21 25 46 26 30 17 25 29

奈 義 町 8 10 5 12 7 4 6 7 13 10 8 4

勝 北 町 13 4 8 3 4 5 15 6 ll 1 3 1

郡 部 合 計 198 186 203 225 163 158 180 165 210 158 155 185

県 内 合 計 390 348 387 407 378 334 384 346 417 355 396 432

島 根 県 3 1 2 9 3 5 1 3 1 3 6 8

広 島 県 7 12 16 27 21 16 17 20 13 19 13 21

山 口 県 1 2 4 9 3 1 1 5 2 3 2 5
中 国 4県 計 26 26 32 56 35 40 34 34 27 28 27 41

大 阪 腐 81 97 96 129 115 114 102 122 109 78 78 131

兵 庫 県 100 152 146 126 115 100 90 100 99 68 102 97

京 都 府 9 6 10 15 14 8 21 10 7 20 18 9

その他 の近 畿 13 ll 8 9 6 8 10 4 ll 6 8 18

近 点 合 音十 200 266 260 279 250 230 223 236 226 172 206 255

東 京 都 17 25 22 21 27 19 26 18 19 8 23 5

神 奈 川 県 3 3 6 10 1 5 8 4 4 8 8 7

その他 のBa東 4 3 5 4 6 14 18 7 5 2 4 5

開 架 合 計 24 31 33 35 34 38 52 29 28 18 35 17

愛 知 県 10 7 3 ll 8 15 9 9 9 5 12 7

その 他 の 東 海 01 1 8 2 5 1 1 4 0 7 1

東 海 合 計 10 8 4 19 10 20 10 10 13 5 19 8

九 州 合 計 13 13 10 2 ll 13 ll 9 ll ll 22 18

四 国 合 計 3 9 ll 4 I.3 15 17 7 8 1 6 13

そ の 他 9 7 4 14 20 15 9 9 ll 8 7 13

県 外 合 計 281 359 354 409 373 371 356 334 324 243 322 365

っ 卜 (｢岡山県人口の動 き｣より作成 )



第 2-12 転出先別転出者数の推移

転出先 年度40 41 42 43 48 49 50 51 52 53 54 55
岡 山 市 133 122 110 123 128 139 131 93 117 101 116 118

倉 敷 市 31 41 34 46 41 35 15 32 35 26 53 39

津 山 市 62 90 68 55 85 77 80 66 63 60 65 83

そ の 他 の 市 70 43 33 42 44 36 18 8 18 14 ll ll

市 部 合 計 297 296 245 266 170 287 244 199 233 201 225 251

勝 EEl 町 4 3 6 2 7 8 8 9 16 15 ll 8

大 原 町 5 1 16 10 ll 1 3 2 6 1 17 3

東 乗 合 村 1 2 3 2 2 1 1 0 1 2 1 0
西 粟 倉 村 1 1 0 3 0 7 1 1 8 3 2 1

作 東 町 26 15 19 26 32 18 17 8 46 26 34 27

英 田 - 町 20 22 7 9 ll 10 16 4 13 6 14. 12

勝 央 町 26 33 31 44 27 43 24 28 36 22 17 23

奈 義 町 6 7 5 ll 2 3 12 2 14 4 15 2

勝 北 町 7 1 4 0 3 10 4 4 7 6 9 4

その他 の 町 村 89 77 64 53 74 106 66 49 63 54 51 47

郡 部 合 計 186 162 155 160 169 207 152 107 210 139 171 126

県 内 合 計 482 458 400 426 467 494 396 306 443 339 359 377

鳥 取 県 14 3 18 13 13 ll 5 3 15 5 ll ll

Eb 横 風 4 7 3 0 2 10 1 3 9 5 4 1

広 島 県 13 10 18 26 24 27 23 21 13 19 14 30

山 口 県 3 3 1 9 ll 0 2 4 3 3 1 0
中 国 4 県 34 23 40 48 50 38 31 31 40 32 30 42

大 阪 府 168 135 181 140 111 118 111 106 111 89 72 85

兵 月i 県 149 190 177 114 113 109 79 83 97 72 80 47

京 都 府 22 14 12 21 19 9 10 17 10 13 19 18
その他 の 近 畿 12 ll 13 5 ll 12 20 2 7 10 18 7

近 畿 合 計 351 350 393 280 254 248 220 208 225 184 189 157

衆 京 都 32 27 32 19 22 21 17 18 24 27 18 20

神 奈 川 県 5 16 9 9 6 4 13 ll 6 7 12 4

その他 の 開 渠 6 7 8 6 10 12 7 14 9 12 8 2

舶 来 合 計 43 50 49 34 38 37 37 43 39 46 38 26

愛 知 県 20 14 18 17 ll 20 10 3 ll 7 8 6

その他 の 東 海 0 3 4 8 2 ll 4 0 5 7 6 0
衆 海 合 計 20 17 22 25 13 31 14 3 16 14 14 6

九 州 合 計 ll 18 6 7 15 24 9 ll 8 22 17 9

四 国 合 計 13 7 15 10 12 18 ll ll 12 10 18 18

そ の 他 4 16 9 7 8 13 12 4 3 7 7 9

県 外 合 計 476 481 534 418 390 420 334 315 346 316 315 262
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転出入地について,さらに詳しくみてみよう｡蓑2-11は,前任地別に実作町-の転入者の状況

をみたものである.県内では岡山市 119人,軌 iJ市74人,次に作来町の53人が多いo県外では,

大阪府,兵駆県などの近故地域の比率が高く,此外転入者のうち69.8%,転入総計でも32.0%を

占めている｡鳥取県とは,主要地方道美作一奈義代から国道53号線でつながっているが,40年度

よりずっと転入者数は少ない｡転出者についても.転出先別に表2-12でまとめたO県内転出状況

は,転入と同様,岡山市,津山市が圧倒的に多 く,この2市だけで県内転出の半分を越える｡隣接す

る町で,美作町からの転出者が,夷Y即打-の転入者以上になるものはなく,英田都城では,中心的

存在と言えよう｡倉敷市とは,地理的にもあまり関連が見られないので,人口流動は少ない｡LF;と外地

域別にみると,やはり,転入と同様,近銭方面-の流出が主である｡しかし,かつてのように鋤きに

出るなら兵庫,大阪という風潮から,津山市を中心に工丑誘致がおこなわれ,これらの地域-の転出

が減少に向かっていると患われる｡この緋 ,美作町の人口も,減少に歯止めがかかっていると言え

よう｡ .

JEL

⊥■

3. 美作町 ･豊国地区におけるUターン現象について

美作町では,昭和40年代の中頃までは社会減少が火きかったが,46年頃から転出者数が減少し

て50坤 こは社会増加となっている｡この社会増JJRは.転出者数の減少だけでなく,一迫転出した人

のUターンも大きく彩響しているといえよう｡岡山県全休からみても,それまで人口の流出ばかりだ

った過疎地蛾が,40年代後半からは次第に人口の碗少を抑えており,Uターンの動きがあらわれた｡

実作町もそうした慣向で,40年代後半か らは,人口の減少も少なくなり,さらには増加を示すよう

になったのであるo

そこで,Uターンが実際にどのよう別犬況で行なわれているのか,いつ頃から多くなったのか等を,

美作町内の-一地区を取り上げ,聞き取り調査を行/i'い明らかにしようとしたのである｡

(1) 怨 園 地 区

聞き取り調査対象地区には,豊国地区を取り上げたO

埋国地区は,美作町の北部に位置し,北側と西側は勝EEl部勝央町に接している｡ (図2115)

他の地区と同様,山がちであるが,梶並川右岸にあたる南只部ではかなり広い平地になっていて盟菜

も栄んである｡また,実作町の南北と東西の主要道路が通っている上に,中国縦貿道が通り美作イン

タ-チェンジがつくられ,利用されるようになって.交通面で重要な役割を果たすようにもなった｡

あるいは,カントリ-クラブができ,町外の人々の出入も多 くなったり,｢中央化学｣という大規模工

場が立地したりと,美作町の中でも近年一番開発が盛んでいる地区と言えよう｡インターチェンジに

つながる道路沿いの店なども多 く,活気のある様子がよくうかがえるのである｡
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塑同地区のtLl群数は,昭和 57年 5月 1日で682世帯で,町内では毅柾 ･林野に次いで3番目で

あ り,全体の約 15%にあたる｡ (衷2-13)

紛細地区は,温泉観光地であ り,林野はWJ占街7Jとのあ

る山もにぎやかなところであ り,ともに,美作mtことっ

て大変正夢な役割を果たす地区である｡豊国地区はそう

した沿郷 ･林野に次いで,美作町にとって蚕要ff点味を

持つ地区であるといってよいだろう｡

以上のように,活気ある地区である故国地区は.南部

に新 しい家や アパートがかな り目立つようになってお り

近年の人口の劫 さが他の地区よりも激 しいものと推定 さ

れる｡そうした豊国地区のUターンはどの ようtこなっT

いるであろうか｡

(2) 聞 き取 り調査

豊国地区の中で,Uターン者のいる家慶を取 り上げ1

37軒に調査を行なった｡

調査軒数 (部落別)

明 見 5軒

豊国原 3軒

北 山 5軒

吉 1軒

和 田 - 10軒 ●

下香山 3軒

中 尾 6軒

合 計 - 37軒

表 2113 美作町世帯数

地 区 名 部 落 数 世 樟 数

母 国 8 682

財 経 29 1,312

林 野 16 971

豊 田 9 362

楢 原 4 501

巨 勢 ll 432

田 殿 3 143

(昭和 57.5.1)

表 2-14 豊国地区世帯数

部 落 名 世 帯 数

北 山 122

i 12⊂コ

和 田 32

下 香 山 47

上 相 95

中 尾 111

明 見 178

出 国 原 86

(昭和 57.5.1)

(a)Uターン者

Uタ-ンした人を世措主 との続柄でみると良男が68%を占め,圧倒的に多いことがわかる｡二男

がUターンしている家庭でも,長男がどうしても締れないためというのが多 く,やは り,Uターン者

は長男とい う観念は強いようである｡

Uターン者

長 男

二 男

その他不明



(b)Uターン者の転出状況

転出目的は,37人の うち就職が 26人,進学が11人で,この

2つにしぼられている｡就職が70%であり,多数を占めている｡

(図2-16)

転出先は,大阪府が圧倒的に多く,全体の43%を占める｡人数

では,16人で.以下は,岡山 6人,兵庫 5人 ,京都 4人,乗 ･

名古屋がそれぞれ3人である｡京阪神とのつながりが,大変強いこ

とがわかる｡(図2- 17)

転出先と転出目的を合わせて詳しくみたのが図 2118であるo

大阪府では16人中 13人が就職,京神では6人中5人が副職 ,岡

山市では6人中 4人が就職 ,姫路市 ･相生市では3人全員が就職と,

進学より就職の方がEE倒的に多い｡それ与こ対して,名古屋では3人

FFl2人が進学,東京では3人全員が進学と,就職 より進学の方が多

い｡つまり,就職で転出する場合は,岡山市か京阪神-出ることが

多い｡進学の場合は,京阪神と同 じように東京や名古屋へも出てい

るのである｡

美作町と京阪神との結びつきが大変強いことがよくわかるが,持

に就職のための転出の場合が強

く,就職で出るのな ら京阪神-

という傾向があるといえよう｡

逆に,姫路市 ･相生市-の転出

は意外に少な く,京阪神と比べ

ると7分の1以下である｡これ

は,姫路あるいは相生などより

は大阪-という大都市指向が強

いことを示しているといえよう｡

中国縦貫道が通る現在は,京阪

神が近 くなっており.さらに美

作町と京阪神の結びつきは強ま

っていると考えられる｡

阪

山

神

相

島

京

古

大

岡

京

姫

名

乗

図2-16転 出 目 的

図2-17都府県別転出先

5 10 15(人)

[コ 就暁 闇 進学

図 2-18 転出先と転出目的

(C)Uターンの理由

Uターンの理由は,さまざまであったが,大きく分けると次のようになっ7こ｡

1.長男- '4を継 ぐため.･･..123人 5. その他- 家を継 ぐため･.････2人

2.長男- その他,不明日日･･ 2人 6. その他 - その他-･ ･･--1人

3.二男- 家を継 ぐため-･･- 4人

4.二男- その他,不明･･･-･ 5人
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｢家を継 ぐため｣という人が,37人中29人で78%を占めている｡ Uターン者で,長男が多い

と書いたが.その25人のうち23人までが理由として ｢家を継ぐため｣をあげてお り,長男として

の安住感をもってUターンしたという人が多いといえるだろうo

調査対象となった家はほとんどが農家であって▲田畑や山林 を所有していたが,田畑を維持してい

くという意鰍 ま強く,そうした意味でのUクーノも多い｡Uターン者のうち,現在は勤めに専念して

いるがいずれは農業もやっていくと考 える人や,田畑だけは荒さずに維持してほしいと願 う老人の話

などよく耳にした｡しか し,こういった土地-の執着よりももっと多かったのが,親の面倒をみると

いう意味のUターンである｡Uターンの直接の英織も,親の病気や片親の死亡というのがほとんどで

ある.このように,｢家を継ぐため｣という理由は,具体的にいえば,田畑などの維持と親の面倒を

みることの2つであるといえよう｡

また,地域的な暮 らしやすさという理由をあげた人もいて,｢家｣よりも ｢生活｣を中心に考えた

Uターンもあったようである｡

(d)Uターン者数の推移

こうしたUターンがいつ頃から始まっ

ているのがを図2-19でみてみる｡

昭和 38年と40年にそれぞれ1人ずっ

のUターン者が見 られるが,実際にUタ

ーンの動きが大きくなりはじめたのは40

年代の後半からである｡30年代は1人,

40-44年で2人,45-49年で 11人,

50-54で 10人と,増加はかなり著しい｡

図 2-19 Uターン音数の推移

55年は1年間で6人にもなっている｡

この日ターン者数の増加の様子は,美作町の社会増減の推移とはば一女している｡46年以降,社

会減少が次第に少なくなっていったのは,Uターン者の増加によるところが大きかったのではないかと

思われる｡

(e)ま と め

美作町 ･豊国地区におけるUタ-ン現象は昭和40年代後半から始まり,現在まで増加の様子を示して

いる｡Uターンは,主に長男が ｢家を継ぐため｣の理由で帰ってくるというW,をとることがほとんどで

ある｡ただし,長男としての辞任だけが理由の全てというのではな く,｢生活を考えて｣など,実際

はいろいろな要因がからみ合った結果として,Uターンが行なわれていると考えるべきであろう｡

さて,今後のUタ-ンはどうなるであろうか｡社会の景気が好転するような状況が期待できない今後

ち,｢生活｣ を中心に考えてのUターンなど,増加の億向を示すだろうと思われるoまた,従業且のほ

とんどが美作町内の人である ｢中央化学｣の存在は,鋤き口の少7,fい出村地域では,Uターン者にとっ

て力強い味方となり得,従って-Uターン者の増加も予想される｡しかしながら,美作町全体としてみ

て,今後のUターン者増加,それに加えて転出者滅少を推進するためには,現状維持でな く,さらに

産業誘致をするなど,働き口のある,魅力ある町づ くりを進めていくことが必要であるといえよう｡

(柏崎千鶴子 ･山崎理佳 )
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4 温泉集落 -湯郷地区 一

実作町の中央部よりやや南西に位置け る歯郷は.那岐山の盤に源を発する吉野川の西岸にあり,東
し▲･た八

に狭い氾庇源を有 し,北から迫る塩室山の粒に朗けた温泉喋港で,高頼舟による物資の駐現市場とし

て栄えてきた林野 (台数 )とともに当町を代裳する取落である.吉野川の東岸を走る国道 374号線

が.当地区だけ西岸側に引き込まれ酸郷市街地の東側を抜け,北東約 1.5kJnに林野がある01889年
忙ゆ9た Qbひら レ恐人′ぽ とむどころ

(明治 22年 )町村制施行の際に沿郷 ,中山,入田,則平,稲秘,北坂,殿所,苗木 ,輿大谷,下大

礼 品乱 笠屋 ,買謁の 1,村が合併 して鮎鮒 を組織 し,1｡｡｡年 (昭和 24年 )に町制を施行 し

潰郷町になり,(i,,L郷に町役場がおかれていた｡1953年 (昭和 28年 )の合併で実作町に編入された

が,それまでは勝凹郡に属していた｡

(1) 勘郷温泉の歴史

財郷温泉はいい伝えによると別名〝篭の爵 〝とも言われ.rlT和天皇の貞観 2年 (86｡年 )比鞭山

延暦寺の山僧円仁法師が西国巡礼の際,-羽の自発が掛 こ足 をつけ傷を治しているのを発見 し,｢鷺

の扮｣と名付けたのが由来とされる｡また,自発は文殊菩薩の化身であり.菩薩が円仁法師を導いた

のだとも伝えられている｡更に,r日本鉱泉誌 ｣によると,白鷺の迎夢が開かれた温泉として元Fh年
わみエ)し上)

間 (1570年- )西の慮台に薬師院を建正し,医王仏を安旺 したと伝えられているO｢和名抄｣に
じ上ウビ)

は,/′塩酸郷〝の名称が記徹され,既に大正元年′′凝鮎郷の薮場 〟と記職 されているOこのことから

考えてみると.紛郷温泉の発見は年代がなかなか古 く,或いは神代から扮出していたのではないかと

いう税もあるo しかし.氾濫原に演出していたため,洪水により温泉としての機能を果た していなか

ったともいわれる｡
Llゆのとク

中世このあたりは塩齢郷という荘園に含まれていたが,その地頭たる後藤氏は塩粉を保存するため

の淀を定めていたとも伝えられているQまた,｢蔭療軒日録｣によれば,t蒙武士 (国人 )たちが′′
湯郷衆〝といわれる袋団を膨成 していたともいわれ,武士や禅僧の紛治も盛んであった｡

勘郷温泉は怨政 3年 (1791年 )

大火にみまわれ敷戸を残 して全焼 し

たので,この温泉にまつわる古文田

の多くは焼失 してしまったとのこと

である｡現在.最も古い文献として

残されているのは ｢作陽誌｣である

と言われているOその作脱走によれ

ば ,次のような内容が記載されてい

る｡

温泉場南北四間東四六間板壁ヲ

以テ四方ヲ践ヒ瓦尾根二作Jレ北

ノ方二一ノ湯有(｡)場坪ノ宏サ竪
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垢垂山長姉寄蔵 ｢美作国英En部由郷照現時操抱｣
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二間横一問右横ニッチ平隆二硲シテ厨二重JLr(｡)場歴々 トシテ不況(O)打身 (うちみ )析癖(かいせ

ん )毛足打 (くじき)骨遊 (はねちがい )荘外語病ニヨシトイへドモ府蕃下府/額 (できもの )

二ハ良カラズ,痔疾ニモ功ナノ(｡)凡ソ他所へ汲取運t='ユカセテ是ヲ外力シ用ヒテソノ功カ-ラザ

ル,､此沿/ミイトへリ 尤モ五月丑/日入.がスレバ効甚シトシテ鮮染ス

二ノ沿竪三間横一間.三 ノ沿同上同上女沿.同上(0)fnlレモ小石ヲ底二敵ク

湯代-遡 り分

-ノ静代六匁六分 二ノ勘代言匁一分

三ノ沿右同断 女歯石同断

温泉記

-.毅8-人一顧 リ銀子車両 宿岱同断 薪は海人方よF)可沙汰 宿は相対に可借解

二 一一ノ粉へは自国他国炎に知行取同息兄弟艦出家は一寺の住持艮老扶田町医師にても,家来二

人己上白連たるものは入可申事

三,二/場へは自国他国共に歩行医師家中小姓町大年寄人庄屋町在郷共に身持たるもの舷に出家

神主山伏以下人召連院樫之老(也)女は下女帯B連恰好之もの入可申事

-∴ 衣沿-はg]入るべからざること

一.自国他国対紛入衆中点列なる体すべからざる琳

-,箱詰勝負堅く停止の11f

一一,沿畠掃除以下不可僻虫 歯畠之円にて措辞惣て不iTr狼椿の辞

附たり鎗岸の円-革屈木履はくべからざる鮮

右の粂々堅く相守る可く老也

この作例誌の温泉記昇には年代が省かれていないL73でいつの時のことかはっきりつかめないが,お

そらく森膚が美作を守護 した泉尾前後のものであろうといわれているC温泉の周囲を板壁で囲い,四

つの浴槽すなわち ｢-のBLJ｢二′鎗｣｢三ノ沿｣｢女扮｣を設けて,身分に応 じて入浴の胡所を定
めてお り,当時の階級制庇のきびしさの名残 りがはっきりと現われているCまた.森氏の後を受けて

鞍山穣主となった松平氏も,紛郷温泉を保苦 し. ｢美作一国錬｣には病気になった松平長成が元禄3

(169O年 )8月に陽治に訪れ,20日間樫の療養の_た快癒 して帰城 したとある｡

このように,江戸時代に於いては藩主の度盛を受け,身分階級ごとの浴細をもった他方的性格の赫

い山間のむ精機として徐々に発展してきたOまた.F一騎作並｣によれば.文化年間 (1815年頃 )堤
郷 88軒のうち内紛株本百姓 79軒,借畠著 9僻とあり,郡蒋鮎的作格も'ffびていた｡このことは明

治に入 っても変わらず.瀞及び源泉は大字沿称の共有財産であったようであり.明治 21年(1888

午 )の ｢隻温泉株式会社｣殻正にあたっては助郷 1i0戸の全てが 1抹 (20円 )ずつの株主になっ

ている｡この法人は,当時保健滞在が叫ばれるようになったことを背反に,蔚泉の管理を目的として

設立したものであるが.明治 37年 (1904年 )からは大衆俗物を経営し,あわせて温泉の販売を行

っている｡しかし,夜は部落の巻が炎同浴勘として利用 していた.
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『勝EE]那誌 』によれば,明治末頃の年間入湯客は 5万人となっている｡大正 3年 (1914年 )に出

された ｢繁之湯温泉沿革之概要｣という案内歯には,大正期になって東京衛生試換所に陽の分析をし

たとあり,陽治場 としての宣伝に努めた様子が うかがえる｡そして昭和 6年 (1931年 )の鉄道省発

行の温泉案内には,湯原 ,奥津がそれぞれ 2軒の旅館 しか記載されていないのに対 し,渉郷では 12

軒の旅館名が見られ,美作東部,備前,感磨西部唯-の温泉地であり,顧客圏がその全威に広がった

ものと考えられる｡

昭和 8年 (1933年),姫新線林野駅開業以降,梅送の主役は面板舟から鉄道へと変わ り,倉敷 (

林野 )は褒退 し始めるが,瞭捨場である薗鰍 ことり鉄道の朗適は晦客闇の拡大をもたらし,鮎西方面

からの客が増えるのであるO 第二次大戦中は,日本原剖習腸や岡山の連隊と幽達 し,陸軍病院保養所

に指定され,旅館が病棟として使われたが,安定 した入歯客があった｡また.終戦直後は引換者など

の皮膚病居着が多数煎妻に訪れた｡

(2) 観光地 としての船郷温泉の発達過程

以郷は第二次大戦が終わる頃まで湧出柑 ま少なく.源泉 (共同浴場 )である鴬温泉株式会社を中心

に,10軒はどの旅館があったが,浴場を備えるものはなく宿泊施設 としての機能を有するだけであ

ったO このため働治場としての性格が強かったが,各旅館に醗酵するだけの折を求めて,昭和 26年

にボーリングが行われた結果 4902/分の熱泉が踊り出された｡しか し,この時点では配掛 ま行わ

れず,代わ りに昭和 30年に共同浴場が新設されただけであった｡

湯郷が観光地として発達する重積になったのは,昭和 37年に岡山県下で閲臆された国民体育大会

であった｡!'.li族も迎えるということで増改築を行い,近代化に努めた旅館もあり,観客の受け入れ体

制がこの時点で一応確TT_したといえる｡翌 38年には再度ボ ーリソグが行われ,湧出tTii5402/分 .

泉温 4 2･- 4 3度 となり,昭和 39年から配吸が始まるのである｡泉源の乱開発を避けるために,隻

温泉株式会社による集中管理方式がとられた｡この前年の 37年 7月には,林野 ･駐郷地区が吉野川

の大洪水で浴場浸水等の水害にみまわれているが,このことも風浪雌の近代化を進める一因となった｡

この後,昭和 39年より配湯を受けた8軒の旅館により ｢八掛金｣がつくられ ,この組織が当Bli区の

クーダーシップをとることとなった｡また ,4 1年にはボーイスカウトの世界 ･)ヤソポ リー大会が日

本原で開催され,その宿泊地として利用された｡この昭和 39年以降は,.r:古度経済成長親の レ.)ヤー

ブームと交通上の正地条件の良さと相まって,阪神の奥座敷と称される温泉観光地としての機能を強

めていった｡

恋温泉浴客数の推移をみると,昭和 30年代後半からの苗床経済成長初周に 20万人を越える浴客

があり, 37年には23万人とそのピークを迎えたが,その後次第に減 り,旅館に対する配線を開始

した翌年の4 0年には '20万人をわ った｡しかし.大阪万国博覧会で甑客を岨西方面に替われた 45

年を除き,48年までは 19万人台を堅持 して推移 した0 48年末の石油危機による任所宿動の停滞

により,49年には-拠に 16万人台まで落ち込んだ｡その後,50年代に入ると,温泉の性格が完

全に観光,保養,娯楽といったレジャー化 し,群喪という面が縛れ,徐々に浴客も減り,56年には
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少みられたものの, 50年 10月の中国縦貨自動市道吹田-落合間が開通 したことを受け,着実な伸

ぴを続けている｡これを,観光客数の

推移でみても･入瀞客数より人数的に (

は多いが,ほぼ同様の憤向をもって推

移 している0 4 7年を 100とする指

数でみると,新幹線岡山開通の 47年

には著 しい伸びをみせ ,石油危機の彩

管で49,50年は低い値を示 してい

るが,中国縦貫自動申道開泡の翌年の

51年には大きくもち直 し,その後も

順調に伸びている｡

この増加の原因としては ,砧鹿経済

成長によるレジャーブームのほかに.

立地条件のよいこと及び観光産業の充

実が挙げられている｡沿郷は,岡山,

倉敷,津山の観光田内では抜群の賀適

正地条件を備えた温泉地で,中国縦貿

自動串道夷Ⅰ.Cから4kx,姫新線林

野駅から2khIであり,岡LLト県円の温泉

地としては他を大きく引き離 している｡

この恵まれた立地条件により,齢拾境

から観光の宿泊拠点としての温泉観光

境港-の脱皮を果たしたわけである｡

万人)604020

4.5 50 55年

図 2-21 助郷温泉観光客数の推移

図 2- 22 観光客数 (昭和 47年を 100とする指数 )
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また,中国縦貫自動車道の建設に銀行 して,周辺のju威朗発も行われたが,中でも3',レフ場の存在が

大 きいO湯郡から中で30分程度のエ リ7円に 7ヶ所のゴJレフ甥が あり,ゴ,L,フ域との串的によりゴ

･レフ付 きの宿泊コ-ス (割引料金になっている )を設け,祉用族等 を吸収 している｡従 って宿泊客の

中には3'Jレフのみを目的 としている恵も少なくなく.ゴJL,フ場の影響は極めて大きいといえる｡この

ほか,観光幽陶 ,7ィ- ル ドアス L,チノク,テニスコート,プールなどのレクt)ェーショソ施設も僻_

い ,温泉闇光地のもつ歓楽的要素 (この存在に負 うところも大である)に加え保養地的要素も有 して

いる｡

観光地を特徴付けるものとして利用者の季節的特性があるO昭和 44年と56年の月別入射客数を

みてみると, 4 4年では冬場と8月がピークになってお り, 5月 6月は拠めて少ない｡これは,冬場

と8月が農閑期であ り,反対に鎧繁用が少な くなっていることから.輸韮目的の入場客が多かったと

考 えられる｡それに対 して 56年では,全体的に平均 して利用されてお り,5月 , 11月の行楽 ,魁

安旅行シーズソ及び移動月の 3月が

そのピークにな っている｡これは ,

助郷が拙養型温泉から,保養的機能

を備えた歓楽的温泉観光地-と変化

したことを表 しているO

昭和 57年 5月 14日(金)- 16

日(日 )の岡山県観光客動使調査で

得られた資料によると,この 3日間

の出郷温泉入込客数 3,904人の うち,

47.2秀が自家用串 ,40.6 雅が観

光バスを利用 しており,この両者で

9割近 くを占める｡これは勿論モー

タリゼーシ ョソの進展によるもので

中国縦日自動車道開通の彩管が梅め

て大きいといえる｡それに対 し,秩

642 昭h-5-6年 ' U 一 ､

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112月

図 2- 23 粉郷氾泉月別入幽界数削合
通を利用する者はかなり少なく8_6

年を占めるにすぎないが ,それでも 3日間で 336人 , 1日平均 118人が鉄道を利用 して訪れてい

るD次に.観光/lス利用客と自家用申利fll客の地域別入込客数 をみると.観光/.'ス利用客では大阪が

巌も多く ユ74飾,次いで三五 ,東京 .愛知 ,香川の順で多 く,特に粟海地方の判合が痛くなってい

るO反対に,県内はほとんどなく.広島を除く中国 3県及び九州は皆練になっている.また.白家用

Fli利用客については,大 阪が 2 58弟.長押が 24 7年とこの 2府少Jiで過半数を占めている｡次いで,

県円,広島が多 く,近隣の府県の割合が商いQ観光′ミス利用客と自家用単利咽客を合わせた数でみる

と.大 阪 .兵距 .県内,広丘の順に多いが.地方別では近攻が 4割を占め市場の大きさを示 しているO

次いで中国itb方が 25年となっているが.3位には庶悔此方が舌頭し,朗菜も相当敬 あることから.
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市場は東-伸びていっている反面,中国挺日自動qi道の全線開通がまだでもあり.西日本からの客数

が少ない｡

表 2- I5 紛堆温泉利用梯朗別入込客数

実 数 構 成 比

県円観光バス 21 0.5

県外観光バス 1,569 40.1

列 車 336 8.6

自 家 用 車 1,843 47.之

タ ク シ - 16 a.LI

定 収 バ ス 118 3.0

そ の 他 1 0.2

この調査は 3日間の袋計であるが,関係

名の話から年間を通 じてはぼ同様の憤向に

あるとみられる｡もともと′/阪神の奥座敷 〝

と称されるほどの温泉観光地であり.地理

的位匿関係からも阪神鹿を大きな市場とし,

そこから岡山県北に来る観光客の宿泊拠点

として機能しているO加えて,旅館業者に

よる中部圏への開拓が成功 し,特に愛知 .

三重.滋賀などからの噸客が増加している

ため.噸客任那ま東-拡 大している｡これら

の動きは,中国縦貫自動串道に負うところ

表 2- 16 出郷温泉地威別入込客数 昭和 57年 5月 14日- 16日の礎計

(上段 :実数(心 下段 :構成出歩))
中 国 四 国 近 攻

県 広 山 鳥 良 香 そ 戻 阪 戻 奈和 敬円 良 【コ 敬 根 川 の他 雄 節 敬良 山 貿

瀧光,(ス 21 170 181_ 89 77 276 48 85
1.3 10.7 ll.4 5ー6 4.8 17.4 3.0 5.3

自家用事 351 171 71 70 53 16 456 475 51 14 4
19,0 9.3 4.5 4.5 乙9 1.0 24.7 25_8 7.8 0.8 0.2

合 計 372 341 71 70 234 105 533 751 51 62 8910.8 9.9 2.1 2,1 6.8 3.1 15.5 21.9 1.5 1.8 2.6

九 州 東 海 開 架 その他 合 計

愛知 静 岐岡 早 蛋 (莱戻)

観光ノミス 181 55 212 195 lt590
ll.4t 3.5 13.3 12,3 100,0

自家用事 9 58 3 1 36 2 1.843
0.5 3.1 0.'2 0.02_0 0.1 101_3

合 計 9 239 58 213 231 2 3.4330.3 7.0 1.2 6.2 6.7 0,0 99.5
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が大きいが ,更に 54年 10月に落合-千代田間が開通 したことにより,広島.ta根からのfi客も増

えている.これら利用客は,逗留旅館滞在者を除いて大半が 1泊であ り,温泉自体は保葺程度にしか

利川されていない｡また,入込客のうち約半数は日付り客で,大衆浴場である老温泉の利用及び食事

と入浴だけで帰る者などがある｡これらは,老人会 .婦人会などのEZl体に多 く,蒜山,大山等の地終

目的地-ロ く途中でたち寄るという,いわば中継雌点として利用 しているのである.この理由は.控

切バスによる観光の場合.時間距離として3肘潤 からLl時間の地点が対象地として適当であり,大阪

方面からだと2時間もあれば以郷に到ることができるため,この方面からは同 じ温泉jtBでも鮎原温泉

が選ばれることになるためであるoしか し,名古巨からは3時間半で到達でき.先述のように東海地

方からの観光/(ス利用客が増えていることと,阪神闇からのゴ′レフ客 .レンヤ-客が増えているため.

全体の利用客数 (入歯客 )は潜突な伸びを示 している｡

(3) 温泉境港と旅館築

沿郷温泉袋港は,億室山の鮭から吉野川堤防までの間 ,東西約 300m.南北約 500mの中に形

成された集村であるが,現在では北西及び南西に向かって広がりつつある.偏重山の山腹には薬師如

釆のある長興寺を始め,沿神社 ,稲荷

大神があるほか ,墓地が随所にある｡

長姉寺を下 った地点から北及び粟に向

かって旧道が密襲市街の中央を賢いて

いるが.幅員が狭 く,串 1台が通れる

柁皮のものである｡雷耳を市街の中には

小径が不規則に走っているが.歩道と

しての性格が強い｡また,これら小径

に囲まれた区画には所々に畑が残 って

いるO旧道に沿って旅館及び土産物屋,

遊娯楽施設 .商店等が正ち並んでいる.

また主な施設としては.郵便I.J,派出
写 2-2 長 唄 寺

所 ,美作文化 セソタ-,町営駐中協,診療所などがあり.林野に次ぐ蹄市機能の馬さを有 しているo

これら温泉集落を形成するものの中で,中心的鯛 jを果た しているのが旅館であることは嘗 うまで

もないo爵郷地区の旅館は中心部にある泉源から配垢を受けているが.2軒は宿泊施設のみを有する

逗留旅館で毛温泉株式会社が経営する頒蓑坊へ通う鉛粉客を対象としている｡この毅治客は普通 1-

2週間樫通 うのであるが.良い人では 1ケ月以上滞在する人もある｡魅郷温泉は附 ヒ水式臭を持つ含

血化土類食塩泉で,リューマチ性疾臥 感動舘野等 ,創傷などに効能があるとされているOまた.旅

缶とは別に大衆浴場の発出封があるが, 57年 10月 1日に新しく気泡超脱波風呂などの近代温泉療

法の設備を備え,新装オーブソした｡

助郷地区の旅館はまず泉源の近 く.即ち共同浴場の近くの旧道沿いに設けられ,現在営業 している
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旅館のうち2軒が明治期に .2軒が

大正期に開業 している｡戦後L/)ヤ

ー7'-ムの鮭呼で旅館の数も増え,

現在営業 している旅館の うち5軒が m

昭和20年代に･9軒が 30年代に ■ 鵬 ■

開業 しているoこれらも主 として･ P

泉源の近 くに江雌 しているが,40

年代に開業 したものは新道 (国道 3

74号緑 )沿いに江地 し,ホテ′レ形

態の大規模なものが多い0 50年代

に入ると塩垂山を西に越え†こ中山地

区に立地するようになったO

土産物屋は現在 5軒あり,′/場も

や〝 .〝 くるみ万頭〝, 〝石の肇 〝 ,

′′実作路〟など地元の薬子も売って

いるが,県外 からの客が多いことを

反映して′′吉備団子〟や′ノ備前焼′′

といった岡山を代表する土産品も並

べられている｡しかし,旅館内に 土

産品販売コーナーを設ける旅館が多

く.最近は売 り上げが下降気味であ

るという｡

5 湯郷の人 口

写 2- 3 泉 源

■ヽ

写 2-4 療 養 場

湯郷の人口は.湯郷地区だけのものとしてはわかるものが少ないが.r蘭作誌 Jによれば文化年間
( 18 15年頃 )に戸数 88軒 .人数 309人,うち-93157人 .女 1512人となっている｡また ,

r勝田那誌 』によれば明治末頃戸数 1-20,人u ョ 50人とある｡ここ数年間の人口及び世JrlJ数の推

移は菱に示す通 りであるが,人Lj,牡帯数 ともに 57年が最も多 く,それぞれ 1,664人 .605世

帯となっているが,その後少 し減 っている｡人口の動きは,実作町全体の増減とほぼ同様の傾向であ

るが,林野地区の減少率よF)低 く.55年以降概ね 1,640人程度を維持 しているO駐韓数の動きは,

実作町全体が転入者の増加等により増加を続けているのに比 し,若干の後退をみせている｡男女別構

成は,男 758人 (463年),女8 78人 (537年 )であり女子が 上 回 っているが , これは美

作町全体の構成比男 47･5年,女 52.5年をやや上回る女子比率であるo ここにも温泉質港として

の当地区の特徴があるわけであるO年齢別人口構成ではかなり偏 りがみられ,農村地区に於ける人口

流出の鯵響を受け 20代が玩掛 こ少ない他 ,1- 9歳の女子が特に少なく,また, 40- 60の女子

一一づ6-
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表 2- 17 人ロ .世帯数の推移

上段 :人口 (人) 下段 :世帯数 (世帯 )

午 (昭和 ) 47 54 55 56 57 58 59

月 Ejl 1.1 一.1 4.1 1.1 1.1 1.1

湯 郷地 区 1,532 1,612 1,633 1,640 1,664 I,641 1.636
567 576 592 605 597 578

林 野地 区 1,379 1.155 1.155 1.236 1,221 1,206 1.094
356 365 395 400 401 395

夷 作 町 14.202 14.322 14.314 14.572 14.601 14,558 14.532

(美作町資料より)
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図 2--26 紛郷地区人口構造 (昭和 59年 1月 1日現在 )

が多いのが目江つ｡平均年齢では温泉袋港で商業機服が発達 していることから,町平均の 39.8歳を

やや下回る38.2歳となっている ｡

(岸本 高槻 )
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第 5 章 古 代 の 美 作 町

1 原始 ･古代 の美 作町

(1) 狩猟と採集の時代

今から約1万年以上前,人々は洞窟や岩陰を住居とし,石器を使い狩猟をして荘らしていた｡美作

地方に人々が生活するようになるのも,この頃である｡この時代は,まだ土器を使用 していなかった

ため･｢先土器時代｣と呼ばれる｡美作地方の先土器時代の遺跡として･津山市河辺の天神原追跡①

(図3- 1参照)や久米町の領紬 跡② などがあげられる｡
約 1万年前になると,人々は,はじめて土韓を作るようになった｡この時代を縄文時代 という (紀

元前8,000年-紀元前 300年)｡人々は弓矢などの発明により,鹿や猪や鳥類などの小動物を捕獲

し,釣針や銘を使って漁掛こも従事した.やがて,木材の伐採などに磨製石器を使用するようになり,

竪穴式住居に住むようになるo美作地方における丸文時代の迫跡としては,落合町赤野冶跡,◎ 西原

遺跡,須内通跡,久米町宮尾遺跡などがあるO美作町内においては,楢原上の狙谷遺跡や山口,山外

野から縄文時代の石器 ,土器が採典されている｡(美作地方の主な先土器 .縄文時代の遺跡分布につい

ては図3-1参照)0

(2) 弥生時代 (紀元前3世紀～後3世紀)

世界的な気候の寒冷化のため.植生 ･動物相は変化し,必然的に獲得できる食粒は少なくなり,狩

猟採集の縄文社会も行き詰まりを迎えた｡そのため人々は新 しい食糧調達手段を考え出さねばならな

くなり,そこに稲作が導入されたのである｡弥生時代も初めの頃は,低湿地に水田が作られた｡美作

地方では,宮川の氾濫によってできた湿地帯を利用 した坪山市山北一丁田遺跡や ,落合町西原過跡な

どがある｡そのような土地に作 られた水田は,開発のための大規模な工事や特別な確概設備も要 しな

い代わりに,生産性は低かった｡

弥生時代も中期になると,人口の増大に伴い,遺跡の数 も哨加する｡津山市の岡地跡,下横野畝追跡,

大崎中原西迫&@や･美作町内では楢原の狼谷漣B#@ などが代表例であるo狼谷迫跡は･狼谷水系を
中心として,東西の山坂がせまり,一種の扇状地をつくる地点に位正しており,弥生時代中期の住居

祉2が確認されており,弥生土器や石器などが出j:している (図3- 2参照)o

また,美作町片山の底丘陵には,中期の土器敵布地があり,北山古墳群 (後述/'の?.号項,4号現

下にも中期の遺跡 (住居祉)があった(図3-3参照 )o㊨
弥生時代中期末～後期になると,鉄製良具の普及等r.より,大観頃な耕地開発が可能になってくるO

耕地紺発を進める過程で耕地の占拠や水路の確保をめぐって世帯共同休 (血縁関係によって強く結び

ついた2,3の家族により構成されていた生産中位)間の凝触が頻繁になった｡更に河川の氾濫に対

しては共通の利雷を持っから,これに対拠する協業を拡大 していき,水利を同じくする地縁的結合が

なされていった｡これが虚菜共同体である｡

美作町においては,この様な ｢農業共同体｣が梶並川の流れる豊国原や楢原の平野に形成されてい

ただろうo後期の迫跡として大字北山の錐丑山遭跡があるO⑦ これなどは豊国原の平野を生産基盤と
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- 高 木 遺 跡

2 狼 谷 遺 跡

3 北 山 古 墳 群

4 上 相 遺 跡

5 小 中 古 墳 群

6 小 中 遺 跡

7 平 遺 跡

8 梶 原 遺 跡

9 天 神 原 遺 跡

o 押 入 飯 綱 神 社

ー 古 墳 群

〓 押 入 西 遺 跡

12 野 介 代 遺 跡

13 志 戸 部 調 査 区

14 唱 古 墳 群

15 美 作 邑 府 跡
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I.黄 黒 色 土 3.侠 弟 色 土 5.時 黒 色 土

2.黒 色 土 4.時 灰 色 土

図3-2 2号住居祉平面 ･断面実測図

(岡山県教育委員会r岡山県埋蔵文化財発掘調査報告7』より)
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図3-3 2号項々丘下住居祉実測図

(岡山県教育委員会r岡山県埋蔵文化財発掘調査報告4』より)
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していただろう｡

弥生時代も終 りの頃になると水利 と土地 ,鉄原科や塩の粒得をめぐって他の農業共同体との利笥対

立が発生し,各段薬共同体間に優劣の差が生 じてくるようになり,有力なK･団の権力者は次第に強力

な権力者となっていった｡その様な権力者は共同体の行事を行う際の指導者であり,虚業共同体間の

観閲の際には指揮を行い,祭 りの際には,司祭者の役目も果したと考えられる｡すなわち,｢権力者｣
と共同体-の ｢奉仕者｣という二面性を持 ち合わせる様になり,耕作技術の向上によって生み出され

た余剰生産物を自分の下に集め,ついには民衆の上に君臨する ｢支配者｣化 していくのであるC波は

より広域な統合 ,劣弱な良薬共同体の従属化を進め,弥生時代の終 り頃には,｢地域的政治実用｣を
形成 したO地域的政治鵠団とは,山丘によって自然的に区画され,一つの完結 した水系としてとらえ

る事のできる単位地域内を言うのだが,⑧ 美作町は,梶並川の流れる楢原の平野を中心とLT二自己完

結的な地域としてとらえるflL1-ができる(図3-4･表 3-1参照 )O

(3) 古墳時代

弥生時代以来,TJを蓄額 し,民衆の上に君臨した支配者の去 として, 4世紀になると ｢古墳｣が築

造される様になる｡首長の墓として採用されたのは ｢前方後門(方)墳｣であった｡それらは,施根上

や山頂の見晴らしの良い所に立地 し,自らの生産基盤を見おろす事ができた｡ここ美作町においては

次の様な前半期♂ 長基がある (表 3~2参照)o

表3- 1 分布図対照表

番号 冶 跡 名 備 考

1 金焼 山古墳群 a......金焼 山古切

2 散 布地

3 経 塚 古墳 群 a.-...上腔 塚古 墳

4 散布地

5 楢原 廃寺 跡

6 古 墳

7 敵布地 a-...楢 原大塚

8 狼谷 遺跡

9 古 堵

lO 坂本塚古 墳群

ll 古 墳

12 古 現

13 寺 山古墳

14 寺 山東北 古 墳群

15 楢原 上市 墳群

16 古墳群

17 上向 山古墳

(岡山県教育委員会｢岡山県埋蔵文イヒ財発掘調査報告 7-Jより)
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図3-4 狼谷迫跡周辺図

(岡山県教育委員会r岡山県埋蔵文化財発据調査報告7』より)
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当時,美作町の中心は,梶並川を中心とし東に広がる楢原地区,西に広がる豊国原の平野部であっ

たと推定されるoこの楢原,塑同原平野縁辺丘陵上F=5基の前半期首長基が存在するのであるO平均

して全長30m髄 の前方後円墳のなかに前方後方墳である寺山古墳が54mと傑出 した規模を持っ

て存在する車は古墳時代前期における一つの地域触力の在り方を示 している｡西川宏氏の『吉備の国』

によると,美作地方の前半期首良基は初期においで前方後方墳がかなり多いとなっている｡その点,

寺山古墳もこの伝統を受け継いで ｢前方後方｣という墳形を採用 したのかもしれない｡そして.この

実作町における5世紀の首長蓋系列として,緑野頗-寺山古墳一金暁山古墳というつながりを考える

事ができ,6世紀になると首長去の数は減少する (表3-2参照 )｡6世紀の首長盛としては上相の

鍛冶屋浴古墳,上相中塚,東塚,明兄の西山 1号切.2号切らがある｡前半期首長誌は主に楢原平野

の生産力を背出として平野を見下す丘陵上に位監したが,6世紀になると5基の首長基のうち3基は

上相地区に存在する｡なぜ,この地区に集中しているのだろうか｡その背景として ｢鉄生産｣がクロ

ーズアップされるのである｡上相中塚,鬼塚から西-約 215kmの低丘陵上に上相迫跡があったo⑧ そ

の発掘調査報告によると古墳時代 (6世紀)の住居牡が2軒確認され,それぞれ住居内にカマドを構

築しており,住居虹から鉄淳が出土 した｡この種に住居比内で馳鉄関係の遺物を出土する離実は,な

んらかの形で鉄生産に従事 していた番を示すものであろう(図31 5参照)｡また ｢鍛治5,浴｣とい

う地名が残っている串吃などからこのあた｡で当時 ･本格的な製鉄が行われていたと考えられるので

あるoそして,｢上相,中尾一帯地域を支配 したと考えられる小形前方後円墳群 (鍛冶屋浴古墳,上

相中塚･上相鬼塚)はこれらの製鉄集団によって造営きれたもの｣⑲ と考える串ができるo

さて,この様な首長基が弟かれる一万,6世紀になると各地の山野に径 10177前後の小円項が爆発

的な勢いで解かれる様になる｡そして,それらは狭い範囲に密集する場合が多く,-掛 こ｢群集胤

と呼ばれ,古墳時代後半期の大きな特徴とされる｡発作町も例外ではないoこの後半期群無項は小さ

な谷水田のみられるところでは,たいてい存在 しているo海田,安U,朽木,山口など町内いたる所

で膚忽されているOこの群集頃の内部主体は ｢板穴式石室｣が主で ある｡しかし,なかには,土中に直

接箱形木棺をおさめた 休 棺直利 削 あるoそのような例として,北山細 群⑪があげられるoこ
の古墳群は,豊国原を東に望み,北東に延びる襟首約 100mの低丘陵上に阻設する｡ 1号～ 4号項

より成り,特に最大規模の1号墳 (門札 径 19nl)からは,直刀,玉類,鉄鉱,刀子,鉄錐が出土

している(築造時期は61Lr紀前半と推定される｡ )(図3-6参照 )｡この他.湘席報告のある古墳

として%L郷の池南 1号古墳があげられる｡⑩地膚1号卿 i,径 12m･高さ1･6′nの円墳であり･鉄錐･

鉄斧,鉄則,鉄鎖などが出土しており.披邦書が副押し得る鉄製血工具を所有 していた事を示してい

るのである｡

これら古墳の鵬 的増加現象は何を裳わしているのであろうか.それは,古墳の築造が首長層だけ

ではなく,これまで首長の支配下にあった階級の間にまで広まった事を表わしているのである.その

背後には,池南1号項に別辞されていた様な新 しい鉄製盈工具や技術による生産力の向上があり,そ

の中で有力な古代家族⑩が台頭 してきた群が考えられるのであるO

実作町において7世紀になると,新たに古萌を車道するIiFは怖,になる｡専らこれまでに築かれた石
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上 相 追 跡

El】=

J

図3-5 2号住居地平面図

(岡山舶教育委員会r岡山県埋蔵文化財発拘調査報告 3｣より )
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図3-6 1号墳墳丘実測図

(岡山県教育委員会r岡畑 鼻息文化財発掘調査報告4｣より)
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室内に追葬という形をとるのであるが, 7世紀中頃にはそれも一般的には解絶 してしまう｡古墳消滅

の奥歯 として,仏教思想の普及 (死後の世界に対する観念が変化)があげられるが,更に大きな契機

として,古代律令国家による収奪強化が挙げられよう｡民衆は,国家権力の鮭偏の進行のもと,一人

一人が戸特に登録され,班田肢民として,租税,兵役の姐 に苦 しめられるようになるのである0

-万,首長層は7世紀になると国造制に編成されるなかで,古墳に代って寺院の鯉立をはじめるの

である｡

症)㊨ 『岡山県埋蔵文化財発胸調査報酎 7)』1975年｡ナイフ形石淋一片がrLL'･⊥しているo

⑦ 同 上 (8)0

① 赤野延跡 同 上 (3)｡

西原殻跡 同 上 (6)｡

宮尾追跡 同 上 (4) 1973年O

① 『坪山市史』第 1巻 1972年｡

① 『岡山県埋蔵文化財発掘調査報告(7)』1975年｡

⑥ 同 上 (4) 1973年｡

⑦ 古墳時代のうち3世紀末～ 5世紀後半までを的半期 ,描穴式石室頃が一般に背及する6世紀

～ 7世紀までを後半期とする｡

① 『岡山県埋蔵文化財発振調査報告(3)』｢上相迫跡｣｡
⑨ 美作町内で鉄生産が行われていた事を推乱させる様な地名として前記の鍛治星浴や金床 .金

焼山などがある｡

(lt) 『岡山県埋蔵文化財尭踊調査報告(3)』｢上相辿跡｣より抜粋 o

⑪ 同 上 (4) ｢北山古墳群｣｡,

由 今井尭 ｢実作における鉄製段=具の一致料｣.

『古代吉備』第2集 1958年｡

⑯ ｢家父長制世帯共同体｣ともいう｡
(# -& & )

2 律 令 制下 の美 作町

(1) 美作の国のおこり

美作地方は,かって吉備国と呼ばれた範囲に同 していた｡大化の改新を経て,7世紀後半には吉備

地方は備前 ･備中 ･備後に三分割された｡この時,美作一帯は備前の国の一部として支配されていた

のである｡㊨

そして,和銅 6 (713)年 4月に,備前の国から英多 ･大庭 ･久米 .勝田 ･苫田 ･詰n･の北部 6郡

が割かれ美作の国が成立するに至ったのである)̀分国の面接の理由としては,備前守盲済南興と備前

介上毛野堅身らの上申があげられる｡このことは平安末から鎌倉初期に編集された『色窮字源抄 』 (

『伊呂波字類抄 』)で次のように述べられている｡
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｢ママ1

耕 因 習八旧記云和同六年襲ITl那 依傭附 醐 南曲介堅身等郎 順 前六郡- 美作国云々但武
士記以上

毛野堅身便
(ママ1

為国主又戎古記云関 南曲者①
百済南典は,渡来人の系譜をひく者であったと考 えられ,分割は南典とその部下堅身によって推進 さ

れた｡が,こうした一国の分割が国司の惣意的上申のみで実現するはずもなく,分制の背後には,統

治者の政治的意図が存在していたと考えられる｡

分割理由の第- として考えられるのは,『加茂町史 JI (65頁)によると,分制前の術前国が規模

において大きすぎたということであるQ表 3-3より分割前の備前国が当時郷数で5番目,推定人口

で 2番目に位WLlしていたことがわかるoこれは寺内及びその府辺の国では考えられない大きさである

といえよう｡従って,中央政府は統治を完全なものにするため把握 しやすいように行政区画改変を行

ったのである｡同時期に丹検国 .大隅国新設等の大 的々改変が全国的な動きとして見られ (表 3-4)

栄作分国もこうした中央政府の行政区画施術の-Bとして現れたと解することができるだろう.

もう一つの理由としては,在地豪族の勢力抑圧を企図 したということがあげられるo当時吉備地方

では,吉備氏一族が強大な努力を誇っており出雲 と並んで大和朝廷に対立する-大強国であった｡ 5

世紀後半以降その勢力を背斜 こ中央政冊に対 してしばしば反乱を企てたため,政府は当地方における

在地勢力鎮圧を早急な課題と定めざるを得なかった｡こうした事情の下に美作分国が実施される｡平

野邦雄氏は.分国理由を ｢朝廷がjF,:傭中部 ･西部に娘をはっていた蛮族迎合 ,つまり吉備氏を削
氏(4)｣

するためであると指摘され,実作国は朝廷統治の足がか りであったといわれている.美作分軌 ま,行

政区改変という全国的動きとともに,以上のような特殊事情から成立 したのである｡

こうして分国の同年上毛野堅身が初代発作国司に任命され (ただし翌年には津守適温が美作守に任

じられている①)いよいよ本格的律令体制が当地方において行われるのであるo国司は･現在の津山

雌 社章朋 辺に掛 れていたと考えられる◎菜作国郎 おいて執政を行い,その下に各郡を治める
郡司が惹かれた｡今日の美作町は, 10世紀には英多坤の一部 ,広井郷の一部,楢原郷,林野郷,巨

費郷の一部･監似軌 香美郷の~乳 豊国軌 こ分かれていた｡① 従って,美作町においては英多郡 ･

勝田郡の郡司の統治を面接 うけていたわけであるが.その統治の失態については残念ながらほとんど

わかっていない｡

(2)律令政治の展朗

7世紀の中頃大化の改新によって成立 した中央政荷は,すべての土地 ･人民を天畠のもとに集中す

る公地公民軌を敷き.全国の農民を戸に緬成 した｡そして,戸掛 こ基づいてU分田を班絵 し,腔民の

年齢 ,性別に応 じて租 ･調･lrlj･経絡等を徴発するという統一的な税制を施行 したのである｡また,
その一方で官制機構の充実を図 り,中央,地方の薮族層を宮人として組織 し天皇中心の中央媒権体制

を急速に整えていった｡しかし,これらの制度も当初は未熟で,8世紀初頭の大宝砕令制度に至って

ようやく完成をみるのである｡

こうした政策の一環 として,班田収投の法に伴う粂理制が欺かれた｡これは日本最初 の統一的土地
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表 3- 3 国の分割と国の規模

国 名 郷数 人 口 ｢和名抄｣の 口 前 国 名 郷 歎 人 口 ｢和名抄｣ .の 田 積

山 城 78 99.600 町8,961 区 政 22 19,500 町3,960

大 和 89 130,300 17,905 仁 嵩 68 87.400 10,666

｢ 芸 冨 80 94.200 ll.338 35 49.950 4,756
24 26,70053,500 4,569 但 馬 59 95,600 7,555

摂 津 78 112.800 12,525 悶 幡 50 94.600 7.914

伊 賀 18 37.300 4,05ユ 伯 書 48 77,600 8,161

伊 勢 94 108,800 18.130 出 雲 78 82,100 9,435

尾 張 69 55.400 6,820 石 見 37 47.550 4,884

参 河 69 56,000 6.820 隠 岐 12 a.800 585

遠 江 96 90,800 13.611 播 磨 98 145.650 21,414

駿 河 59 75,500 9.063 L芸 fR: 64 98,450 11一021叩 婆 31 68.700 12.249 51 114,350 13,185

伊 豆 21 21.000 2,110 備 中 72 89,950 10,227

相 模 67 102,000 ll.236 備 後 65 72,900 9.301

武 蔵 119 130,900 35,574 安 芸 63 65,600 7,357

L ≡ 霊 32 40,200 4.335 周 防 45 58,950 7,83476 125.800 22,846 長 門 ilo 40,750 4.603

下 総 91 120.600 26,432 紀 伊 56 55,150 7.198

常 陸 153 216.900 40.092 淡 路 17 13.600 2,650

近 江 93 141.900 33.402 阿 波 46 66.950 3,414

美 濃 131 115,150 14.823 離 艦 90 106.200 18.647

飛 印 13 13,850 6,615 伊 子 72 101一100 13,501

信 汲 67 101.750 30,908 土 43 60,700 6,451

上 野 102 134,600 30,937 筑 前 102 89,150 18.500

下 野 70 99.850 30,155 筑 後 54 74.300 12,800

F 丁 子 188 186.000 51.440 盟 前 43 73.450 13.20071 80,300 26,エ09 盟 後 47 84,950 7,500

若 狭 21 28.600 3.077 肥 前 44 83,400 ユ3.900

lb: 蓋 55 179,900 25.832 肥 後 99 181】750 23.50030 ｢芙 芸 28 45.750 4,80026 53.750 8,205 37 24.750 4,800

越 中 42 82,300 17.909 薩 摩 35 22.950 4,800

症 )11沢田宙- 『奈良朝時代民政経済の数的研究 』により作成｡

2.L 印は団の分割を示す｡

(『加正町史』64貞より転載)
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糞 3-4 大宝元年以降q-,国の合併分圧

西 暦 年 号 記 串

712 和 銅 5 越後 を割き出羽を位 くo

713 〝 6 丹姫を捌き丹後を,備前を割き糞作を,日向を割き大隅を笹 くo

716 雷 亀 2 河内を割き和泉監 を酢く.大和を割き芳野監を耶 く (?).

718 丑 老 2 越前を割き誰登を.上絵 をrB]Jき安房 を鮭 く.

721 〝 5 信澱を割き諏訪を閃くo

724--.725 神 仙 初 石城,石背を廃 し陸奥に合併○

731 天 平 3 諏訪を廃 し官濃に合併｡

740 〝 12 和泉藍を洞内に,芳野藍を大和に合併o

741 〝 13 安野を上総に,gE豊を越中に合併O

743 〝 15 匠渡を越後に合併o

752 天平勝宝 4 匠渡を越後より分'LnJ.旧和泉監を和泉 として分狩o

823 弘 仁 14 越前を訊きJjp嬰を分Eio

注 ) r久世町史j139面 より転職｡

衷 3-5 和名抄に見られる美作国の郡郷

那 印

英 多 英 多 間 武 吉 原 大 野
粟 井 広 井 楢 原 林 野

(英田) 讃 甘 大 原 巨 勢 川 会

勝 田 堺 田 疎 開 T駐 勘 唖 月
香 美 吉 野 広 岡 豊 国

新 野鷹 取 加 売和 気 広 野 河 辺

苫 東 苫 田 海 野 綾 部 美 和

(苫田) Erl fD 貿 茂 林 国 苗 k11

苫 西 田 中 田 田 邑 布 原

(苫田) 舵 大 野 香 美 (吉)

久 米 大 井 倭 文 錦 峨 長 岡
怨 焚 弓 削 久 米

大 庭 大 庭 更 科ー 河 内 久 世

(巽匪) 田 原 市 勢

其 島 罪 島 垂 水 鹿 田 大 井

弊 原 柴 甘 軽 部 l月 田

(『坪山市史 止弟一巻原始古代より転載)
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制度で ,1辺 6町の方形に土地を区分 し,縦の列を集,横の列を里と呼び,そうしてできた一区画 1

町四方の36の坪に分けるというものである｡美作町においては,この条里制の地価が豊国原から北

山にかけての平野部に一部残っているOしかし,そのほとんどは近年行われた土地盤億の際に消失 し

てしまっているO

表 3- 6 『延書式 』にみえる美作国の規定

税 目 品 目 及 び 教 丑 所 管

正 税 稲 30万乗 主 税

租 公 僻 〝 30万東 ′′〟′′′′〟〟′′′′主 計

国分寺 料 〝 4万乗

税 文殊 会 料 〝 2千束

雑 修理地溝科 〝 3万束 J

遺 構 料 〟 1千乗

救 急 料 // 8万架

稲 梓 囚 料 〝 1万乗

施燕 院 科 〝 1千束

nf 棉 .栄 .白木韓碓 9合

詞中 男 作 物 絹 .蘇 .秩 .自約 10疋 .排烏25疋 .緋綿 30絢 .緑 ■主 計′′典薬棄

棉 5絢 .擦称5絢 .良林 5抱 .黄緑 20絢 .操綿 20絢

･練練 200絢

舵 .育 .普 .黒幕 .鞄覇子 .胡麻油 .根俄油

年 料 雑 薬 41磁

年 料 舶鮎 内膳司

年 料 別 貢 雑 物 準 60管 .紙麻 70斤 民 部

lri 進 菓 子 抱粟 7斗 .甘葛冊 大 勝

頁 辞 11壷 (千,午年のみ) 民 部

年 料 供 進 梅子 4合 内蔵寮

例 主謀 御 雪空 甘鶴解 .梅葉子 .胎年魚 宮 内

注) r久世町史 ｣139頁より転軌｡
表3-6は,美作国における当時の-EiJ納品をまとめたものである｡ここで気づくことは,郷土の産

物を徴収 した調の項目に,鉄 ･鍬が入っていることである｡古来より吉備地方は r黄金吹く｣と形容

されるように鉄の生産地として有名であったOこれは当時の汽科からもTii付される｡『日本盟異記 』

によれば ｢美作の国英多の郡の部内に,宮の軟を取る山｣すなわち官営の鉄山があり,国司が役夫10

人を召しあげて鉄を梱 り取らせたと記 している｡⑧ また･『続日本紀』の神鮎 5 (728)年 4月の

条に

美作国冒す,部内の大庭 ･真良二郡,一年の内輪ナ所の甜米八百六十かなり,山川遼遠にして,運

輸大に凍み,人馬故に疲れて損だ極て多 し,望みpI了ふ,米を輪す所の罷きを,綿 ･鉄の軽きに換
む⑨

という記事が見られ,この陳情は中央政府の許しを得ることになるOこれから,.禍に加えてJ.は でも
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鉄で納められたことが窺い知 られ,その背景に現地の飾生産が著 しく盛んになった事実が認められるO

美作町においても鉄生産の名残 りである鉄淳が数多 く散布 しており,当地で鉄生産が行われていた

ことが推察できるOもちろん,そのすべてが当時に遡るものではないが,楢原の寺山古墳の副葬品に

鉄製汲工具が見 られることやあ 位田地南 1号墳よ｡鉄鎌 .鉄剣頬が出土 したことから6世紀ごろから⑪
鉄生産がすでに盛んであったと考 えられるのである.当町内には,金焼山 ･鍛治硲 ･金尿といった鉄

生産に縁のある地名が多いが,これもその裏付の一つとなるだろう｡

律令制下の民衆は,新 しい削度に従って班田段民として支配され,表 3-6に見 られるような多大

な納税に終始悩まされ続ける｡律令制の財政基盤が恩業にある以上,その政治機構の存椀のため勢い

農民良坦は苛烈にならざるを得ないのであるCこうした納税 良担に追い討ちをかけるように溌度も飢

随が難い,ますます良民は食うや食わずの生活を余儀なくされたのである｡美作においても飢健はか

なり深刻であったようで,天平 19 (747年)の美作国の飢既に対 して賑仇がなされたことを最初

に以後十軟度の賑給を中央政府が施さざるを得なかったことがわかるへ両天禄元 (9 70)年の記事⑬
を最後に飢膝と脹絵の記事は蚤を消すが,これは飢肺がなくなったからではなく,逆に恒常化 してい

ったことを衰 しているQ

表 3- 7 古代美作国の災害と賑給記事

年 代 記 軒 (契作略史) 出 典

茸老 6, 8.14 (722) 免=京敢七道今年田租_,今夏雨ナク,苗稼発ラガルヲ以テナリ 続 日本紀,大 日本史

天平 19. 2.22 (747) 磯 ,膿血 続日本紀,大日本史

蛋 8. 4. 4 (764) 鰭,賑給 続日本紀,大日本史

需 1. 2- 4 (765) 級,賑帆 続日本紀,大日本史
延贋 8. 7.25 (789) 儀 ,賑給 続日本紀,大日本史

p 9. 3.15 (790) 磯,脹給 続日本紀,大日本史

〝 9. 4.29 ( 〟 ) 飽 .賑給 抗日本紀,大日本史

〝 18. 6. 5 (799) 負-去年田租-,美作 .備前尊,凶軟 ヲ以テナリ 大日本史,日本逸史

〝 2】. 8. 3 (802) 免- 良税-,美作 .播磨 .備中等, El本後紀 ,梼衆国史
損田ノ農民良税アリ,之 ヲ免サル 日本逸史

弘仁 1. 1.28 (810) 飽 ,迫レ便 ,脇-賑給- 日本後紀,日本紀略日本逸史

〝 1. 6.20 ( 〟 ) 鰭 ,出 L,便,腸-賑給- 日本後紀 ,大日本史日本逸史

〝 1.ll.28 ( 〟 ) 免二田租-,大背会二物 ヲ献スルヲ 日本後紀 ,源泉国史
以テナ リ 日本逸史

承和 4. 3.10 (837) 鰭,賜-贋給- 統日本後紀,大日本史

斉衝 3.12.28 (856) 献二白鹿-.当年ノ絡役 ,二十日ヲ復シ,瑞祥出ル所苫田郡ノ調ヲ免ズ 文衝突韓 ,大日本史

貞観 8閏 3.14 (866) 磯疫,賜=賑bh- 三代実宙,大日本史

症 ) 『加茂町史』本編 135頁より転亨拭｡
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律令政治が展開 していったのと時期を同 じくして7世紀後半以降国内に仏教が急速に広まり全国各

地で官寺の建立が盛んに行われた｡奈良時代における仏教は,鎮整国家をその旨とし,仏の法力によ

って国を治めていこうという国家仏教であり,寺院建立は国家都築の根幹をなすものとして推進 され

たのである｡しかし,その抱櫛な仏教建車は,すべて農民の労働によるものであることに注目しなけ

ればならない｡莫作を例にとれば『選果大寺司牒 』に東大寺造営のために美作国から引材役夫を歓 し

たという記事が見られる?@.このように･農民は寺軌緒 にあたって何らかの型で労働力の供出を費求
されたのであるO寺院髭道は,Jn民をますます窮乏させていったのである｡

こうした仏教の隆盛の中で,豪族の中には自ら私寺を建立する者が現われた｡美作町内にもこうし

た寺院虻がいくつか残っている｡その代表的なものが,楢原中にある楢原廃寺祉 (城南寺祉)である.

吉井川の-支流梶並川の左岸丘陵上に位ETEする当寺虻は ,尭掘により二つの建物の基姫 と大溝を検出

し,同時に同区域から瓦窯祉 をも検出 した｡これによって当地に白鳳から平安末期にかけてかなり大

きい寺が存在していたことが明らかになった｡ここからは,白鳳期から奈良前期 と考えられる投薬七

弁蓮華文の軒丸瓦をはじめとして,軒平瓦,面戸瓦事が軌点出土 しているO⑮

この他には,間山腐寺虻があるOここからは平安期のものと思われる瓦が検出される｡この寺を後

年移築 したのが今日の林野安奪寺であるといわれている｡⑯ また,濠郷地の内からも奈良上期末頃の

視索六弁の軒丸瓦が出土 してお り･⑩ ここにも寺暁及U瓦窯があったものと思われる｡

このような寺院祉及び古瓦出土地は･糞作のみで20ヶ所以上に上 り･⑲ そのほとんどは私寺関係

であると考えられる｡国家仏教たる奈良期にあって.この私寺濫造はいかなる理由によるものであろ

うか｡一つの理由として,地方豪族の新 しい文化 ･豪亜-のあこがれ,あるいは中央-の追従の結果

として私寺濫造が行われ,それによって自己の権威づけを図ったことが考えられる｡これは確かに一

つの要田ではあるが,それのみで伝統のない大工事を行ったのだろうか｡古寺には膨大な労働力を必

要 としたのである｡私寺建立には,もっと盃大かつ直接的要因があったのではあるまいかo

律令制の根本精神は,｢公地公民｣である土地 ･人民の私的支配を廃 し,従来の豪族屑を抑え,天
皇中心の中突堤権体制を企回 したことは前に述べた通りである｡この律令右雌 備期に私寺道立が急増

する｡これは,寺社の有 した権益に豪族周が注目したからに他ならない｡つまり,当時の寺社は位田 ,

職[日,寺田といった形で土地 ,人民の所有を認められてお り,公地公民制下における例外的存在だっ

たわけである｡従って,支配換細の末輔に組み入れられつつあった豪族は,従来自分運の支軌 こあっ

た経済基盤が公収されるのを避けるために,土地 .人民所有の認められている寺にふ りかえるという

方法を用いたものと思われる｡⑩ 私寺建立は,自分の財産を新体制下で従来通 ｡保っ方策であったの
である｡

寺院建築の道営が盛んになるのに伴い.碓爽円瓦の詣要が高まって各地で窯業が発達 したo特に美

作の地は,陶棺 ･埴輪の出土数を見ても古米から弄れた罪業妓術を持 っていたものと推測される｡発

作町輿大谷八子谷の窯跡かEJま,平安時代の須恵韓とともに寺院の軒丸瓦 ･平瓦が出土 しているOここ

で出土 した丸瓦は美作国分寺出土のものに酷似 してお り,あるいはその一部はここで焼かれたのかも

しれない.また,同中山塚ケdLの西で平安期の窯跡が義兄されてお り,ここからは杯 ･鉢 .琵型土器
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が検出されている｡⑳

(3) 律令制の動揺

律令制度下lこおLてA-1民は,苛酷な納税,労役戒務を良わされ段々と窮乏していったoこうした過･r･:

な良担から逃れるため,偽轍を行 う者や本輪地を離れて浮汲,逃亡する者が続出 した｡その一方で,

農村荒廃,律令政治の動揺の間隙をぬって地方の有力豪族が台頭 してくるのである｡彼らは天平 15

(7 43)年に発布された ｢墾田永世私財法｣に拠って土地を開墾 し,その特権をもって徐々に力を

つけていったのである｡

このような地方豪族のうち,美作町に縁を持っ者としては財田氏があげられるだろう｡この頃の具

体的例証として『文徳天皇実録 』に次のような記事が載っている｡

毒祥三年美作国介従五位下藤原朝臣貞道等夷称所管英多郡大折財田祖麻呂於部下川会郷英多河石上

こ芸冒警語 義祥3(85o)年に美作国司藤原貞道によって朝廷に自他が献上された｡それによ

れば,この白勉は英多郡川会郷英多河で郡の大領財田祖麻呂がとらえたものであるという｡朝廷では

自他を瑞祥として珍重 し,そのために英多郡はその年の価を免除され .また功のあった財田阻麻昌は

従八位上から従六位上に叙せられているO

また,それより先押慧資質2(768)年には

乙丑授美作国外正八位上財田直常人外従五位下以貢献也

とあり,財田常人に叙位が行われたことを示 している｡これらの番例から財田氏という豪族が美IIF国

特に英多郡に大嶺として君臨 し,かなりの勢力を誇っていたことが伺い知れるであろう｡

財田氏の系譜を紐解いてみると,その祖はあの大吉備梓彦命へと行き当たる｡それから13代の孫

伊加志が,田中から勾玉を得て天皇に献上 したことから,財田真人姓を賜ったという｡さらに7代後

の財田英人若建玉は,大化2(646)年吉備坪の県郡の大前となり,命を襲って阿賀多の生木原清

水丘に移 ったのである｡阿賀多とは,英多郡のことである｡これ以後,財田氏は世襲的に美作国権介

あるいは英多郡大韻となり,その上常に天石門別神社の神官をも〕在ねて祭政ともに牛耳っていたこと

がうかがわれる｡⑳

自分の祖先 を神に結びつけるのは上古からの慣習としても,それ以後の英多郡大額を世軸的に引継

いで繁栄 していたという叙述は注目に値する｡いずれにせよ,英多郡にかなりの勢力を持った吉備氏

の流れを汲む一族が存在したことだけは明らかなようである｡

では,その那衛はどこにあったのであろうか｡美作町山口神社の社伝によると,和同分国後.この

社を大館財田真人が率紀 し,英田郡の郡家をこの郷に疋き郡司が郡政を行ったという｡これから山口

部衝があったとする説がある.㊨

他に『東作誌』について次のような叙述がある｡

『和名抄』に別府の名所見なし広井庄とある,即ち平野別府の古名なり

古券 (時代不知 )英田六郷進上の伴に ｢平野別府千皿一瓶安田国末｣と見えたり,別府とは国の外

の府なり･国府は一国一所なれば其外の府を云ふ也㊨
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これによれば,平野別府を国府以外の官衝,つまり郡衝 としてとらえらるような解釈が可能である.

では,平野別府の位置ということであるが,これは『荘園志料 』中の記載によって知ることができる｡

平野別府 今郡中平野下福原二村を,平野別府と云ふ

徴証 笠廃寺旧記日,英田郡平野別府

三悪安田国5F@
これより,現在の美作町平福あたりに郡衝が存在 していた可能性が強いと思われる.が,どの説をと

るにせよ美作町内に郡街が存在した可能性が非常に強いのである｡

美作町楢原付近地域は,水利を自己完結的に県有 し得 るという地形的条件により優勢柴田の首長の

指導下に地域全体がまとま｡を見せていたと思われるO@ これは楢原付近の多 くの首長基の存在によ

り明らかである.こうした伝統的地方勢力が.後の財田氏となりこの付近一帯を支配 していたと考え

られる｡

こうした地方豪族の台頭が ,農民の浮浪 ･逃亡の増加 とあいまって,律令制の動静 こ拍車をかけた

ことはいうまでもないo律令制の動席が段 大々きくなっていくのと呼応するかのように .10世紀半

ばすぎから本格的荘園ともいうべき寄進地系荘園が数多 く形成 されていくD美作町においても平安期

から鎌凸初期にかけて,こういった荘園がいくつか成立 している｡例えば,六勝寺の一つである単勝

寺領 として成立 した林野保 ･英田保や六条院筋であった田殿がそれであるが,⑳ これらの荘園につい

ては中世の項に誹ることにする｡

表 3-9 美作国朗係の瑞兆記事

西暦年 年 月 日 記 事 捷者又は葉上者 出 典

731 天 平 3 木遵埋 発作橡正六位上,愚答神主広人 抗 日本紀,大日本史768 紳鯉紫雲 2.ll.2 白 鼠 絞 日本兵己

792 延 暦11.3.21 日 経 日後紀 ,頻緊国史

雄著 二相五首東ヲ賜70牡者二相四百束 ヲ脇フ○ 大 日本史,日本通史

802 〝 21_正.18 白 魔 日本紀略 ,大日本史日本逸史

803 〝 22.正.2 白 魔 日本後紀 ,規繋国史大日本史

814 弘 仁 5.7.晦 日 雀 日本後紀,頬窮国史大日本史,日本逸史文徳実録 .大日本史

850850 # # 3.6,ll〝 3,9.14 日 払白 鹿 頬舌兵争郡大箭外従八位上財田祖麻呂東上

美作介従五位下藤原貞道u凪を献じたため,葵多郁今年捕ヲ免ジ.財田祖麻呂ヲ従六位上 ニ叙絡役二十日ヲ復スo苫四郎 ノ調 ヲ免スo苫田部司竣臣全継ニ正六位 ヲ授リ,例こ申ジ丁物 ヲ賜フ∩ 文徳実録 ,大日本史

症) 『久世町史 』175-頁より転載｡
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図3-9 美作地方の古代荘園分布図

注) r津山市史J帝-巻原始 ･古代 132頁より転戦｡

平安期になると,仏教も奈良時代の鏡野国家をうたった国家仏教から個人の幸せを願 う天台,真言

の二宗が中心となったC美作町では,弘法大師と行基の伝東を持っ寛ぎ系統の宗泥が強 く,真言宗の

寺院が多い｡⑳ こうLT=寺院の一つである安寒寺には恵心僧都作といわれる十一面観音像が納められ

ており,往時の文化が月別まれる｡

また,この時朋末法思想の彫礎から.各地で腫塚が盛んに造られるCこれは,写経を揮箱や揮筒に

おさめて,鏡 ･刀千 ･台子 ･貨幣等 と一緒に地中に埋納するもので,その目的は末法の世まで経典を

保存することにあったというOこの意味から,まさに弥勧出世を頭に泣いた弥勧信仰の所産であると

いうことがいえよう｡亀 実作町においても,他地域同様揮塚が数多く見 られる｡その中でも間山出土

の瓦煙が有名である｡また,鳥取県倉吉市から ｢実作勝北高福寺,法界平等利益｣という銘文のある

延久3【1071)年の瓦経が発見されているo㊧ 了勝北筒福寺｣というのは･美作町間山を指すも

のと思われる｡

平安中期以降 ,ますます腰民の窮乏はすすみ,地方で台頭 してきた家族層は自らの権益を守るため

に独自に武装 して,新たに武士階級を形成するに至る｡平安時代.美作地方に成立 した武士団の一つ

に菅家党があるが,これはJIE-原道真の血をひく有元価匠を祖 とする武士団であったといわれている.

こうした草創期の土豪 ･武土層は中央の於族の子孫を ｢放球｣として尊蛋 し,これとの結び付きによ

って勢力拡充を図る憤向があった｡この点は鎌倉揮府創造を行った源家武土田と同じ性格であったと

いえよう｡こうした武士団の軌 ､といえる源平合軟の中で.封族は完全に投落し,いよいよ武家の時

-92-



代へと移っていくのである｡

tF.)① 『坪山市史』第一巻原始 ･古代73頁 O

① 『加茂町史』本編65-66頁 ｡

⑨ 同 上 63頁～65頁｡

④ 平野邦雄『和気帯麻呂』O

⑤ 美作初代国司には二説ある｡一つは『続日本紀 1の和銅7(714)年の記執 こ

従五位下津守逆通,為美作守

とあることから津守連通を初代 とする説と,上申した上毛野堅身がそのまま国司となったという説

である.これは『色葉字塀抄 』の解釈の違いからくるものであるが,筆者は分国後国司空白期間が

あったとする前者に不自然さを感 じるゆえ後者の判断をとった0

① 岡山県教育委員会『中国縦質自動車道建設に伴 う尭相調責 』3から従来より実作国府虻 といわれ

ていた総社地区から桂穴状冶群が発見され,瓦,木簡等が数多く出土 していることがわかる｡

⑦ 『美作町史中間報告 』23頁 ｡

⑧ 『国史大系 日本'&'異記 』｡

同じ記番が『今昔物語』中にも見られる｡

⑨ 『国史大系 続日本紀 』｡

⑩ 『美作町史中間報告』12頁 o

⑪ 今井尭 ｢美作における鉄製段工具の一環料｣ (r古代吉備 』第2集,1958年 )C

㊧ 『国史大系 続日本紀 』｡

⑩ 『坪山市史』第一巻原始 ･古代 114頁 ｡

⑭ 同112頁 C

⑮ 岡山県教育委員会 ･岡山県文化財保背協会 『楢慣廃寺跡緊急発掘調査概報』1976年 ,

9-18頁 ｡

⑯ 椎口松鈴 『英田郡史考』20頁 ｡

⑰ 場郷高専学校郷土史研究会 ｢湯郷地の円から布目瓦がでた｣(『私たちの考古学 』1,1954年 )0

⑲ 西川宏編 ｢吉備地方古瓦発見地名表 (備前 ･美作)｣(r古代吉備｣第2集,1958)によると
美作では21ヶ所を指摘 している｡

亀 近頗幾郎 ･上田正昭崩F古代の日本 』4中図 ･四国 ｡

⑳ 『津山市史』第一巻原始 ･古代 155貢 ｡

㊨ 『国史大系 日本文徳天皇突録 』｡
㊨ 『続日本紀 』後編 ｡

⑳ ｢書僻臣財田氏系図｣ (樵口松鈴 『英田郡史考 』15- 17頁 )0

㊨ 『英田郡誌』0
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㊨ 『東作誌 』｡

㊨ ｢荘園志科｣(『加茂町史』本臥 84頁 )o

㊨ 『岡山県の歴史』44頁 o

㊨ 『津山市史』第-巻原始 ･古代135-6頁｡

㊥ r英田郡誌 』｡

⑳ 蔵田蔵 ｢長塚の語間腐｣(『日本考古学大系 』4･150頁 )o

⑳ 間壁忠彦 ･間壁直子 ｢節文よ｡見た瓦経塚虐常の悪軌 (『岡山史削 #15号･1965年 )o

(穏和 雅人 )
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第4章 中世 の 美 作 町

1 中世の美 作町 の概観

(1) 国人後藤氏の宿良と三星城合戦

中世の美作町における国人 ･守護の動向を在地領主として三塁城 (美作町明見)を本拠に活躍した

後藤氏の動きを中心に追っていこう｡｢美作太平記｣にj:ると後藤氏は藤原家の始租大府冠藤原鎌足
の血をひき,藤原四家の一人北家房前の子孫である9後藤氏がこの他に勢力を伸長するきっかけは,

観応 2年(1351)後藤日向守蔚基が,時の垂町井府将軍足利尊氏より美作国勝田部の内南分の地

頭職を賜ったことに始まるo⑧ この地額嚇掛的 理由を示す史料 ま現存しないが,当時の社会的動向

から推察してみるに.元弘3年 (1333)鎌tl等府の威t.っづく唖武の新政,延元元年 (1336)塞

町#府の関取 そして南北朝の争乱といった動乱掛 こ後藤氏が何らかの役割を果たし,その恩許として

地頭職を獲得したのであろう. こ こで考慮しなければILらないのが鎌倉時代における後藤氏の位匠づ

けである｡前掲の ｢美作太平記｣の記述中に地頭瓜を獲得した厨基より8代前の後藤基綱は北条家に

仕え,6人の評定衆の一人として,武家時代を通じて武家法の範ときれた御成敗式目の福井にあたっ

たとある｡つまり後藤氏は鎌倉時代から有力御家人の一族として中央政界で活躍し,評定衆の一人に

任じられるほど時の権力者の信任を得ていたのである｡このように有力御家人として勢力の伸長を図

ら,鎌倉等府滅亡から建武の新政そして南北朝の争乱へと続く約 10年の闇に 何らかの役割を果T:

すT='けの下地を築いていたと考えられる.

ところで,後藤氏が樺得した地頭府は本来中世地頭としての取務と,それに付防した諸権利を指す

ものであり,その内容は荘園 ･公債の下地の下級管理権 ･租税徴収権 ･検断権ならびに加徴米取得梅

を指すものであった｡しかし鎌倉時代後半から南北朝の動乱を通じて取は本来の職務概念にとどまら

ないで,私的な世襲される権利としての性格を強く帯び始め財産祝されていたのである

この職の性格の変化に伴い,地頭脇を得た地頭の荘園i2略が始まる｡このJ]紺Uとして英多保で起こ

った連勝寺訴訟印件〔興国6年 ･康永4年 (1345)〕をs)げることができるが,詳細は ｢(2),美

作町の荘園②英多保｣に誤る｡特に鎌倉時代後期以降全国的に地頭による荘園侵略,私慣化が進み,

このih一件のような地頭による年貢対拝とそれに対する荘園領主他の訴訟が額発する｡

後藤氏も地頭職を獲得するや他の在地帝王同様.庄園の私簡化を進め,土着勢力として有力化し三

星城を拠点にこの地を代表する在地領主に成長する｡この勢力伸長を規定づけるものとして14世紀

以降の農村の動きの活発化ということが指摘されるが,艮票経営の安定化 ･塊約化による土地生産力

の向上,荘園領主に対する様々の鼠争の展開により農村内部に剰余部分保節t;i)条件が生み出され,し

だいに良民の土地所有が荘園領主権力によって制約される関係を急速に弱めていく｡それにつれて小

坂主階級,あるいは更にその上の国人衝王ナこちが典団的に結合し,自己の権力を独自に強化しはじめ

るという社会現象が生まれてくるo◎つまり在地徽王の勢力伸長は良民 ･地頭の荘園領主に対する蹄
争による荘園領主権力の在地支配の弱体化lこ乗じて生まれてきたものである｡こうした社会的動向は

美作の各地で窺われ,後藤氏も権力の分散 ･下降化を哉榛的に取 りこみ,次第に町域に勢力を伸長し
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ていっf:a

15世紀後半期以降,美作をめぐる山名氏と赤松氏の勢力争いが展開するが,後藤氏は両勢力の感

熱 こ伴いしばしば主君を替え,その庇番を受けながら勢力の保持伸長に努めている｡明和7年 (1498)

には,赤松氏の被官として後藤勝国は酉々降郡二宮村にあった山城,美和山城を兵120名を率いて

攻めたが,逆に城主立石ft泰の反掛 こ合い,笠松山(西北鱗部小田中村 )で田原四郎の弓矢に射たれ

戦死した｡ついで文fh2年(1502)勝国の子勝政は,金毒城 (勝南那行信村 )の城主博上行苛と

謀り,兵300余で小田中村に布陣,攻蝉し,遂に美和山城を落城させたoこの後赤松氏の臣浦上氏が

下魁上により備前 ･美作に勢力伸長し始めると,後藤氏はこの浦上氏になびくが,浦上家の内紛に際

しては浦ヒ村宗に屈し,美和山城攻防では行動を共にした楠上行重を金登城に攻め滅ぼしている｡ こ

のように美作国中争乱が絶えなかった時代が続いたのであるが,後藤氏は時の情勢に目を据え,新釈

の有力な守葬大名に被官化することでこの時代を生き抜き,こうした胡乱を通じて町域周辺に着実に

勢力を拡張していったのである｡ こうしてみると,15世紀後半以降は在地の国人等の動きの活発化

が引き起した争乱の時代であると言えるが, この時朋には在地の土哀勢力が伸長し,遂には守艶の領

主梅そのものまでも左右するほどに成長していたのであt),彼らの在地に根ざした自立的衝主化の動

き抜きではこの時代を語ることはできない｡

天文元年 (1532)出富国佐々木氏後衛の厄子氏が尼子経久に至り美作の地に進攻を始め,経久

の臣三好安芸守が美作の諸城を陥れた.それにより｢国中の郡主 ･郷主 ･名主の国人夫 本々館安堵し

て尼子伊隷守義久の放下と成っていくが･⑥三星城主後藤勝基は主君研上宗掛 こ擾甲を乞い,それが

叶わないと悟るや ｢三塁の城の後藤のみは,よく防概して終に尼子に降らす｣① とあるようによく防

戦し城を守り抜いているO このことは束作における三塁城の勢力兆盤がかなり強固なものであったこ

とを物語るものであると評価されているo①

しかし天文22年 (1553)頃には尼子氏の勢力が強大化し,毛利氏と対嶋するようになる｡ こ

れに対して備前の浦上宗境は美作の地を回復せんと尼子勢と戦ったが打破られ, これに従軍した後藤

防基も遂に尼子氏に降った｡ この時後藤勝基は敵対したにもかかわらず尼子晴久に摩過され,家作一

帯を守鮮する役目を与えられるが,このことは戦国大名の領国拡大の方法が在地勢力を認め,その利

益保礎と引きかえに味方につけることによったことを示すものであるo⑨したがって敵国大名と国人

との結びつきは弱いものであり,それ故,職国大名の勢力が衰退すると見抜くや国人の離反は必至で

あった｡後藤勝基の勘合もそうで,永禄元年 (1558)頃より尼子氏が鼓えを見せはじめると,潤

上宗最に通じて,尼子氏に反旗をひるがえし,梶鮎川を隔てた尼チ氏の韮臣川副久盛の守る倉敷城と

の攻防が始まる.永禄 5年 (i562)に始まった≡堅城と林野城の合軌 ま決定的な紡nが着かず小

せり合いが続くが,その間に威勢を伸長してきた毛利氏ほより三星城も攻鍵の対象とされるに及んで

いる｡後藤氏はこの稚喋から三屋城を守るが,永禄 9年 (1566)まで倉敷城との攻防は続き長期

戦が展開している｡しかしこの時毛利氏により尼子氏が城亡すると,爪敷城を守る土架たちは,後藤

氏に降り,ここにおいて,後藤氏は煎作の有力土豪を従え,有ノ｣在地餌主として支配権を確立したの

であるo こうして確g_した三星政柵の壊感伽が元払 ･天正初年にかけておとずれるcT:'がこうして確

正した支配権は必ずしも強固なものであったとはいえない｡つまり,前述したごとく,自分の麿下と
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なった将士に本領安堵を条件に味方に引き入れることによる支配権の確立であり,離反の危険性を多

分に含んだものであった｡したがって三塁政権は簡作土史の迎合政権であったと評価できようQ
⑲こ

うした後藤勝基を ｢美作太平記｣は｢三億兼備の良将｣⑪として捉えているが, この勝益の放盛朋も
良 くは続かず,やがて天正7年 (1579)には下軸上により浦上宗Btを倒した平壌多氏に攻撃され

(三星城合戦 )滅亡するQ

ではこの時期まで度 主々君を替えながら城戸の荒波を乗り越えてきた後藤氏がなぜ戦国朋末に至っ

て字帯多氏を相手に磯い滅びたのか,｢美作太平記｣は勝基 と鹿家の不和は和気部天神山城主延原弾

正Et光の好の辞動によるところが大きい点を指摘する｡勝基は英田都真木山長福寺が寺前外の地を掠

番しようとして山外野の郷士と争論が絶えなかったのを見かねて,遂に天正5年(1577)冬tt木山長

福寺を攻め降伏させた.その際天神山城主延原料正が英田部の河井圧へ間者を入れ侵略の計画がある

ことが,戦谷氏の注進によって露見し,乃木山を攻めた後藤輿は取って返し延原勢がこもる河井EE上

山城を攻略し50余人を討ち滅ぼしたo⑫ この英田部におけるききいな領土争いが･後鮎 滅亡の大
戦乱を惹起していくのである.延原氏はこの取掛 こよって勝基に対する怨みをつのらせ,使を頚木山

の衆徒に発して後藤氏を画家に詮訴するよう進めたが, この時は直家も勝基が自分の娘 野であること

を理由に許した｡しかし勢いにのっTこ勝基は勢力拡大を図り,久米の花房助兵衛の領地を侵した｡また

周匝の城主佐 都々民が想山の城主保志賀氏と語って延原勢を大敗させた｡こうした状況に至って字喜

多画家は勝基節伐の命を降したのであるo こうした状況からも当時の土安達が互いに簡地拡大に餌を

削り争論 ･合戦が行われたことがわかるが,延新野正の勢が周匝 ･柴山の連合勢に討たれたのも延原

氏が ｢盛挙毎に止みがたく｣といわれたほど執劫 に帯地拡大に努め英田郡内を侵略していったからで

ある｡

以上が三星城合城の値接の原因と考えられているが,こうした戦国大名の手による有力土穀層の討

伐はこの時期全国的に行われている｡そこで全国的な視野から三堅城合戦の原因を考察し,この合職

を歴史の流れの中に位位づけてみたい｡

第-の原因として以下のことが考えられる｡ この故国末期の大勢として,下鮎上により台敢した有

力な職国大名による領国支配強化が,梅田倍慮.僅臣秀吉の中央集権体制確QI,すなわち天下統一と

あいまって行われ,在地の国人はその軸国大名の鼓官とならねは生きのぴていくことができない時期

が到来していたのである.つまりこの時舶までは機国大名の侵入に敵対していた国人も,降伏し味方

になることによって,侵入が完了した段掛こILるとその大名から所領の安堵状が下付きれ,末端支配

の一端を担わせられる｡それは磯国大名が,多くの散に放り顔まれながら領国を一歩一歩建設してい

く段階では,こうした在他勢力を自らの庇護に紅くことによる領国拡大しか道は残されていなかった

からだOしかし戦国末掛 こなると,箭園の拡大にもLT=rいに限界が訪れ,戦国大名は街国拡大よりも

領国内部へ日を向け,債国支配の強化に努めるようになるOこの領国内の強闇な支配権の確立として,

国人連の離反の危険性を抑えるた糾こその支配擬を奪取したり,検地 ･戸口調香により土地人民の直

接支配を行うO このことは在地の土安にとっては息の根を止められることであったが彼らはその支配

に抵抗するか,被宮となって再編成されるかのどちらかを選択せねばならない立掛 こ追いやられたの

である｡三重城主後藤氏もこの立掛 こ追いこまれ,彼自身は画家の即であったが,反旗を翻す運命と
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なる｡

第二の原因として,後藤捗基の在地土蒙としての成長を考えねばならないOつまり三塁政権が東作

の土豪連の連合政権であり,勝基がその適合政権の長であったが故に,今まで戦国の荒渡をくぐり抜

けてきたごとく簡単には主君を替え得なかったのである｡連合政権の崩壊を防ぎ,東作土BEの利益を

守るために後藤氏は長として戦わざるをえなかったのである｡

第三の原因として, こうして成長してきT=後藤氏が画家に強戒を与えたことを考える必要があるO

つまり備前 ･備中を刺して美作へ目を向けた場合,直家にとってやはり後藤氏は障晋であり,後藤氏

の勢力が次第に伸長していくことは,美作における字画多氏の支配権の弱体化,ひいては筋国全体の

支配権の弱休化につながる｡文献には見られないが直家の嫡女を勝基と結婚させたのも明らかに征略

結婚であろうし,それほど面家は勝基の勢力伸長に脅威をいlfいていたのであろう｡それは自らがか

くして有力大名へと成長していった下魁上の世の中を身を持って体験しているからであり,延原弾正

の謙訴があったにせよ勝基の栄作における勢力拡大を懸念し,先手を打って勝基討伐の命を下したの

である｡

一方三屋政権内でも重臣の安藤氏,皆木氏は学者多氏と勢力争いをしていた毛利氏の家臣として優

遇されており,勝基を長と仰ぐ迎合政権内部で既に分裂が生じている｡

こうして天正7年 (1579)勝進と字音多面家が不和のまま三星城合戦が始まる｡商家は延麻弾

正出光を先陣の大将に命じ戦いを宣したO後藤勝基 も軍議を開き乗作の諸将を召集し戦機準備を命じ

るO｢美作太平記｣｢三皇軍伝記｣によると,難波氏,安求氏,福島氏 ･赤堀氏を中心に7.000余
名 もの軍勢が三豊城を中心に宇宙多勢をむかえ討つ体制を盤えた｡4月花尿助兵衛 ･延原弾正率いる

字音多勢によt)攻群が開始されるが,天然の要旨に囲まれた三屋城は容易に攻略は不可能で,逆に多

大の損害を被 り多数の軍勢 と兵税を失う｡延原弾正は画家に援軍を乞うとともに,帯掛 こより三塁勢

を困億 させようとした｡ この陰謀術熊の一つとして瀞郷の長光寺を利用した三星城内混乱帯がめぐら

されるが, この経過は ｢明見三塁群別 に詳しく窺われるo⑬それによると延原氏は長光寺の住職秀

寛院を利用し,三塁方の中心人物であり四天王と呼ばれた山本 ･安藤 ･難波 ･柳沢氏のうち,安雫相

馬 ･難波利助 ･桃沢太郎兵衛の3人に ｢我勢に頓バ5千石宛行｣う旨を認めた密香を送り寝返T)させ

ようとした｡三星城の推安藤相馬はこのことで逆臣の悪名を受け非菜の死を遂げるが, この雄将の死

は三星側の戦力弱体化へ つなが り,その後難波利介を中心によく峨うが天正7年 5月,城主後藤勝

基の自害により三星政権は威亡した｡

(2) 美作町の荘園

古代の律令制社会の原則は,班田制による土地の公的所有と公民としての人民支配に規定づけら

れる｡つまり律令体制とは皇族 ･i-T族 ･寺社等の支配層が国家を媒介にして,国家の基礎をなす公民

から,租 ･価 ･詞の形で収取した生産物や労働力の百己分 を受ける体制であった｡しかし10世紀以

降,調 ･庸 ･雑役の系統の人頭掛 ましだいに崩壊してゆき,租税の付加は,土地を媒介にして一反当

たりいくらという方法か倭 単位に1字別いくらという方法に切 り替えられてくるo⑯ ここにおいて律

令制支配の収取原理が大きく転換するのであるが, このことは8世紀以降の社会で根強く展開された

人民の馳争を背景とするOつまり人民は,偽蛤 ･逃亡･浮浪といった国家の労助力収奪を忌避する舶
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争を各地で繰 りひろげたのであり,このことが全国的な亡弊状況を生むOこうした状況のもとでは律

令体制に依存していた支配層は今まで通 りの配分を受けることが不可能 となり,彼らはそれを補うた

めに国家を媒介にしない土地 ･人民に直接支配を行い,支配層による私的大土地所有が展開していく｡

その後人民の附 と密接に開削 ながら,鮒 内部に在鯛 3:@0)萌芽的性格をもった中間的階層 も次

第に生まれてきて,古代専制国家を変質し,解体させていくのである｡

こうした状況は地域によって時期の差違はあるが全国的傾向であり,美作国も例外ではなく,荘園

制が進展し,各地で権門による大土地所有が行われた｡美作国における荘園の初見は佐良荘 (現在久

米都 )である｡ F親遍照発揮性笠築補閃抄｣によると天長 3年 (826),和気氏で世々佐良山を街

した個直盟が亡妹のためにこれを山城の神麓寺に寄進したとある｡また石清水八幡宮に寄進された荘

園として,保元3年 (1158)に美作周大吉荘 (現在勝田郡 ),梶並荘 (現在勝田郡, 幡 涼軒日

録』畏草2年 (1488)10月17日条に｢(前略 )石清水社領作州梶並庄補任出｡ (後略 )｣と

ある. ),伊志荘 (当時は美作国に顕したらしいが.後播州佐用部のうちとなるO )が F石清水八幡
しとり

宮文岱』に見えるOその他美作国には,河内荘 (現在真庭那 ),俵文荘 ･弓削荘 (現在久米郡 )の荘

園が成立するo⑯また美作町域内にも荘園の存在が確認され,以下町域内 ･周辺に存在していたと推

定される荘E削こついてみていきたい｡

① 林 野 保

保とは平安末期から中世末期まで存在した地方行政単位であり,郷や在と同次元の行政区域を示

すものである.しかし本来は,寺社本所領の荘園に対して,中央官庁鋸や国衝領を揺す呼称であった｡

が,後には有力寺社等の私領と化し,単なる名称の遭いで内容的には一般の荘園と差はなくなっていく｡

ところで林野保は現在の美作町林野付近の荘園と推定されているが,｢今郡中大原 ･友野 ･北原 ･

猪臥 ･平田 ･海内 ･荒木田 ･別府 ･三畠田 ･合致 ･三海田11ケ村と言うO｣とあり,⑫林野以東の

吉野川に沿った平野部から南の山間部にかけての地域であると考えられる｡林野保は 『和名称｣にそ

の郷名を残す林野郷の荘圃化したものであるが.その初見は F智幸鍵』文治3年 (1187)8月5

日条である｡

八月(中略 )〇八日丙子｡梶原平三景 ｡原宗四郎行能押筋於破勝尊勝寺寺慣之由O有寺

家訴之旨.被仰下2_闇｡就被尋両人.各献陳状｡以之可被付職串言々.

平泉時謹陳申

尊勝寺御領美作国林野英田保申

右下給候之折紙｡謹以令拝見候軌 先度被仰下之鮎 子細言｣j車 ｡衛輝黄以下雑軌 任先

例令弁勤侯也｡於代官改補侯者｡不可及寺家軒｡其故者｡先例限侯御年讃雑甲不敬傭怠者O

不可為訴欺o只為令停止早時沙汰.如此仮轍｡子細度々言上軍.05不能委細陳状｡謹陳申o

文治三年 八月五日 平 泉 時

ここに後述する英多保とともに林野保の名が見えるo文治3年は源頼朝が全国に守漢 ･地頭を設旺

した翌 年々にあたるが, この年の8月以前にこの他の荘園領主である簿勝寺は梶原展時の暴挙を訴状

をもって訴えたのであろう｡ここに掲げた陳状はその訴ほ対して景時が弁駁したものである｡
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ところで梶原居時は 『吾妻鏡』によると建久2年 (1191)12月以前に美作国の日代に任命さ

れたらしいが,⑲ これより以前,文治元年 (1185)頃は F玉剰 文治元年 10月1日粂 ･11月
22日条によると藤原実定が美作国の知行主であったことがわかる｡ところが同年12月6日の頼朝

啓状によって実定は越前国の知行を指定され,かわりに美作国の知行主には藤原実家が指名されるの

であるが,頼朝はこの前知行主実定に交渉して,同国の守護梶原崇時を日代に起用させたのであるQ⑲

これは守護が国司の任務を引請けた典型的群別であるが,武家政権が諸国の国衝の機能を合法的に手

に入れ･⑳国々の支配の強化をめざしたものと考えられるoこうして日代に任由きれた景時は代官を

派過して年貢雑事背進の任にあたらせるのであるが,この代官設置をめぐって罰時と尊勝寺との間に

争いが起こったのである｡

また林野保は 臥 来院文割 ㊥にも見えるo

且 )国告 鮎 一分地頭江見新口 倍茂拙 家軌 年齢m 有繰れ 所労危急云々,磨 畠,

育- 加検見職起暫 )平鹿召甲 - 仇執- 件
元草二年三月九日 左近将監

陸奥基経貞

)

)

押

押

花

花

(
､､ノ"(

安東二郎兵衛入道殿

渋谷平六殿

これは林野保の一分地頭江見新ロ コ 倍茂が老齢と病濠のため出家を願い出たのに対し,元草2年

(1322)六波羅探題が,安東二郎兵衛入道と渋谷平六に様態を注進するよう命じたものである0

この ｢一分地頭｣という記職からもわかるように,林野保内にはこの当時二人以上の地頭がいたもの

と考えられるO この鄭 こは既に地頭鰍 ま財産祝されていて,それが一族の闇に分割相続きれ,多くの

地頭職に分裂し,そこに一分地頭略/iるものが生じた｡

ま7こ14世紀の建武の新政が行われた頃の史料に_も林野保は見えるが,中央には雑訴決断所が設藍

きれ讐土地の訴訟処理にあたってい,=が,柵 保もその対象となる｡建武元年 (1334)渋谷虻

は林野保内の平野村を安堵されたのであるが,翌年京三は,四郎左衛門尉の色田温坊を雑訴決断所に

訴え裁断を仰ぐ｡ これに対して決断所は四郎左衛門尉の押領の停止を僕をもって命じたのである｡

これ以後林野保は r室町家内詔案』の永事3年 (1431)の灸に,F北野社文沓EIの文明5年

(1473)2月の条に見えるが,文明5年には京都の北野社領となっているC

以上文献を中心に現在の町域の南東部分を占めたと考えられる林野保について見てきたが,保内の

様子など詳しいことはわからないOただ鎌倉時代には291勝等錆として度 訴々訟が起きたこと,また後

期には保内の地頭職は江見氏 ･安藤氏 ･渋谷氏といった在地の有力者により分割され保有されていた

こと等が理解されよう｡こうして林野保という名称は中'JLt末まで続いており,天正年間の地方文』に

もその名が度々見られるo⑳

(彰 英 多 保

英多保も林野保と同様に 拝口名抄Jにその郷名が見られ,芙多郷の荘園化したものと推定される｡

『栄作蕗Jによれば,｢今郡中山外野 ･山口･原 ･川北 ･南海 ･峠六村を英田保と言ふ｡｣とあり,
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現在の美作町 ･作東町にまたがる地域であると考えられる｡荘園領主は京都の六勝寺の一つ尊勝寺で

あり,英多保の初見は前述した 陪 賓鍵｣文治3年8月 5日条である｡ この英多保を考える上で最 も
星雲なのは,南北朝時代の尊勝寺訴訟事件と呼ばれる保の年貢をめぐる地頭安顕千代一丸と尊勝寺の

争いである｡

｡ 二十七日,書面乳 鯛 等法華鯛 美作英多帥 北雑馨ノ折を裁シ,同所地頭安東千代一丸ヲ
シテ,其抑留セル康永元年分ノ年日ヲ妨訴セシム

〔東作誌〕ニ十九

足利直義下知状等笠震著要望宗吾

尊勝寺法華堂慣美作国英多保河北雑草艮成申年賢til

右地頭安東千代一丸 - 元年分二冶^Eは .封雛 由依訴申,即 僻 正忠入道縦断 ,
度々錐尊下,無音之刻被渡資迎之臥 去年五月十八日露加催足乞,如守番人佐々木美作前司秀

鯛 進代珊 - 月廿硝 文者,任被仰下之旨,帆 - 代一丸,散状云々,蓋雷… 鮎̀

之乱 可原裁許之旨,雑草所由有井軌 然別於彼年賢者,任員数可弁瓜之状,下知如件,

康永四年四月二十七日

佐兵衛骨原朝臣 (花押 )

○ 直義,尊勝寺法華堂領美作英多保河北雑草 ノ訴 ヲ裁シ.同所地頭安東千代一丸ヲシテ,康永

二年以来抑留ノ年貢ヲ妨済セシム

〔岩田佐平所蔵文怨〕 ○越中

尊勝寺法華堂領美作国英多保河北雑草良成申年吉事

右地頭安東千代一九分,毎年二拾八fr文,

厨永二年以来封掃之由依訴申,仰守哲人佐々木美作前司秀貞,今年三月廿六日以後,両度封下

訴状之威,如男貞執進代官高蕃八月十三日苅文者,任被仰下之旨,碓加催促不及散状云々,

悪露Z,以難渋223,可原抑 之由,雑術 中- 其調,然別於彼- 乱 任員数可抑 之状,

下知如件

貞和元年十二月十七日

左兵細 島綿 )(花押 )㊨

この下知状によって足利直義は安東千代一丸の年貢対拝を非法として,抑留年貢の弁債を命じてい

る.領家の尊勝寺は六勝寺 (平安時代後期に京都市左-*区の岡崎公園一帯に法勝寺をはじめとする

｢勝｣という字のついた大寺が皇室によって建iIされた｡この六つの大尋は盛会時代になって六勝寺

と総称されるようになる)の一寺であったO文献によると康和2年 (1100)に造営に若手,同4

年 (I102)に中心伽藍 が落慶供養 されている｡⑳ところでこの荘園領主尊勝寺は英多保の管理を

雑笹良成にあたらせていたが,保の年頁の帯負をしていた地頭安額千代一丸は顕永IjE;年 (1342)

分の年召28貫文 を対拝した｡この年百対梓を良成は室町Jhf跡 こ訴え裁断を仰いだのであるO幕府

は奉行入門試弊正忠人石渡弟 〔暦応 3年 (1340)～良和2年 (1346)在略 〕をして,弔の真
相を机明しようとしたが,千代一丸はこれを無祝し,ついで美作国守懲佐々木罪点 〔自和元年 01345)
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～文相元年 (1351)在職〕の代官有事の札門に対しても返答申を指し出さなかった｡そこで引付

万を担当していた足利直義は良成の訴を認め,対拝年苛の弁償を千代一丸に命じたのである｡一般に,

直義が分掌する裁判権を中心とする統治的諸権限は,支配領域内の紛争を調停し,秩序の維持をめざ

すものであったから,在地領主層の荘園侵略に対する荘園領主側の許を調停する場合,荘園箭主の要

求を承諾するということが多く,結果として,直新 の施策は在地領主層の期待を蛮切るものとなっ

ている｡そして直義は在地領主層による寺社本所額の押領に対 して擬格な調法を発布し,観応2年

(1351)には,幕命違犯者に対して,所領半分の没収と所轄なきものの還流を定めている.⑳尊

勝寺訴訟事件はこうした時期に起きたものである.そして尊勝寺雑草の訴は認められ,在地領主安常

千代一丸は敗訴し,年頁の弁償をせまられた｡

ところでこの地頭安東千代一丸は比丘ケ城と呼ばれる山口村の山城を居城とLn､たor栄作誌｣によ

れば,｢山の高さ直立にして二十間許城跡山の畝にて城平松林あり｣とあり. この地においてはかな
り有力な在地領主であったと推定される｡後,後藤氏の有力家臣となる安寮相馬は千代一丸の子孫で

ある｡

ところで14世紀中顎のこの単勝寺訴訟節件からは,在地の地頭のあくなき荘園侵略が窺われる.

つまりこのころには既にこの地は地頭請所となっているが.その背馳 こは地頭の水損･風損 ･辛抱等

を表面上の理由とする年頁抑留が,幕府の厳制にもかかわらず,年を追ってはなはT='しくなったこと

があげられる｡そして現地における地頭の支配権が強化されるにつれて,荘園領主はその度に地頭と

紛争を起こし･幕府に訴える̂澤のわずらわしさを経験しなければならなかったo㊥そこで荘園箭主は

こうした紛争から免れるために,地頭と契約して,年々の豊凶の如何にかかわらず,毎年一定額の年

貢を地頭に詞負わせる方法をとったのである｡史料としては残っていないが,こうした過程を経てこ

の地に安東千代一丸の地頭譜所が成立したものであろう｡ところがこの訴訟串件のように,地頭は有

力な在地領主となり,その武力を侍んで年貢を抑留 ･対拝し,しかも荘園領主の命に従わなかったの

で詰所の紛争は絶えなかった｡地頭に一定年貢の進済をもとめた荘園領主の期待は全く実現せず,地

頭は荘園領主との契約を褒ぎっ1=のである｡訴訟T17件の後和与が成り立っても,それはおそらく一時

的なものであったであろう.その後も地頭は荘閲侵略を続けることにより勢力を伸長し在地領主とし

て次第に成長していったのである｡

ところで英多保に関する室町時代後期の史料に次のようなものがある｡

○ 鹿苑院領作州英多楢原之軌 以前以理不番乏儀.諸奉行意見有Jz｡寺奉行布施下野守不達0

日寺家所白華手打之儀也｡維然為上意上者o不及足悲｡英珠戯主知行O然共寺納無之上音o単

記改易之也0万-日安東右馬助方成魅之由白帆 御車讃者卒術不可被成o可被相尋寺家云 o々㊥

○ 廿二日(中略)浦上美作守明日下播州留別也｡時清作赴浴｡待帰面之｡贈以固相白雲頂常住

昭二1線｡又白虎苑院就英田楢原之義｡以納所紹帝都寺伸襟｡脚以二拒.皆面之｡作州所々寺領

又代官乳 於正室Jz下命藤左｡自然之義可有扶助之由白之｡就中沿切公文職軌 迎 頚々調法｡

令安堵可為素望之由語之｡作云o涯分可教範法云々⑳

これらの史料によれば,英多床は15世紀後朋には,京都の相国毒鹿苑院領 となっていたことがわ

かる｡ この頃になると,英多保の所務職をめぐって蔭海軒とこの地の国人安東右馬助との間に種々の
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交渉がみられ,浦上氏の介入も行われていた｡ この頃J:り後に三屋城主として粟作一帯に勢力を持つ

後藤氏と,在地有力土蒙との保をめぐる申状が多く見えるようになるo㊨

巧) 楢 原 保

梼原保も rW名抄｣にその郷名が見え,現在の美作町梼原付近に推定されている｡林野保が林野
を中心とする吉野川に沿った一梢に推淀されていろのに対して,楢原保は梶鮎川沿掛 こひらけた一帯

にあたる｡

ところで梼原録は室町時代は英多保とともに京都の鹿苑院領であっTこらしく英多保の頃に示したよ

うに晒 涼軒日録 Jにしばしば年日納入に馳する記一如 三見られる｡

(可 巨 勢 荘

F範作鹿Jによれば ｢部中下台数 ･海田 ･尾谷三村を汎称す｡｣とあり,現在の美作町南都の地
域であろう｡また F作般蓮｣によれば,｢細目本紀菰野紀日,天平神瀧2年丁丑太政官府英日,上略
又美作守従五位巨勢朝臣浄戒等解儲勝田都電関都百姓下略云々｣という記舶 らゝして,｢然れば巨勢
の荘の名は帝成の所知たるよりの名なるぺし.而るに却雌此髄に入って荘郷のことを乱すに.村老云

(しんせ )の荘なりと億ふに巨の字臣の字の立点を闘るのみ故に夢で巨勢の荘と心得るなるべし｣と

ある｡

① 塩 酸 郷

関]名抄Jにその名が見えるが,鎌er時代以来. この地の地頭に後藤一族が存在 していたが,塞

町時代に入り前節で述べたように後藤下野守義挙が推挙,補任されている｡永宰10年 (1438)

8月には,後藤氏の惣領良員が堀野郷の管理,一族の心構えについて匿文を記している｡それによる

と,神社仏閣の造営,営樽を義務づけることによって泰杷梅を把握すること,用水,吉野川の水利管

理,塩扮郷の温泉管理運営等について支配の塩梅を定め,在地衝主の統制を強化しようとしている｡

また一族の統制については惣領を中心とする一族の結束や,能力による惣硬磁の機得を規定する｡糾

この後,後藤一族はこの地を基盤に勢力を伸長し在地蔵主として成長していく0

この他町域には,北部に田殿荘が,南部から英田部にかけては渋谷氏が領した河会郷が,作東町に

は江見荘が,西部には公文荘が存在していた｡

旺)① 山勘新報出版部緬陣 備文庫｣ (昭和 55年 山取新聞社発行)巻一 ･二 ･四

② ｢美作太平記｣巻五

⑤ 永原慶二 阿 世成立期の社会と思想j (昭和52年 吉川弘文館 ) 12百

④ 同 上 22頁

① 陣 作町史樹耳中間報告昏』 (昭和40年 文作町教育委艮会以下 陣 闇報告功｣と略記する
① ｢爽rF太平記｣ 巻三

① 土肥経平 ｢備前軍記｣(r吉備群新築成J巷三 昭和45年 歴史図古社 )

㊥.◎ 陣 間頼告野｣ 8頁
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⑲ 前掲①に同じ 13頁

⑪ ｢美作太平記｣ 巻五

㊥ ｢美作太平記｣ 巷五 ｢三星野伝記｣ 巻- (r吉備群む lji成J巻三 昭和 45年 歴史
図.年社発行 )

⑱ ｢明見三屋軍記｣の ｢三星野伝記｣との史的比較は三郎に試みる0

⑩ 永原前掲'h 8頁

⑮ 稲垣春彦 問 園の世界J(昭和48年鋸巌大学出版会 ) 38良｡ こうした支配層は皇族 ･貴
族 ･寺社であt), これらは当時 ｢権門｣と抱称きれた｡

⑯ r岡山県の歴史｣ (昭和37年 日本文教出版株式会社 ) 114貞

⑳ 正木嘩推 陳 作誌｣

⑩ F寄港鏡j建久2年 12月粂
⑲ 石井進 F日本中世国家史の研死』 (昭和45年 岩波沓店) 軒四昏 ｢砕府と国衝の個別的関係｣
275頁

⑳ 津山市史福井委員会桓r津山市史J第二巻 中世 14頁

㊥ 朝河野- F入来文藩｣ (昭和 30年 日本学術振興会 ) 165百
⑳ 同 上 ｢岡本家文&｣

㊨ 矢吹金一郎 r美作古簡集註解J(昭和11年 封岳模心房 ) 巻之一英田郡

⑳ FX日本史料』 第六崩之九

⑳ 浪月毅 文化財レポート｢大勝寺の発掘｣(｢日本歴史｣ 377号 )
⑳ 佐藤和彦 F南北朝内乱史論』 (昭和 44年 東京大学出版会 ) 329貢

㊥ 安田元久 『地頭及び地頭領主制の研究.∃(昭和 36年 山It拙発社発行 ) 339百
⑳ F蔭涼軒日録J長事2年 9月15日条
⑳ 同 上｡ 長亭2年 9月22日東

⑳ 前掲⑳に同じ｡

⑪ 前掲⑳に同じ｡

(北山 浩二 )

2 ｢三星軍記｣について

この草においては,現在,英田那共作町三羅山に,城牡として残る三屋城についての記鮎を比較検

討し,考察を加えようと思う｡中心とする記軌 ま｢主星軍記｣である｡この史料 ま,今日まで読物と

してとらえられてきたものである｡ この読物として考えられていたものと,その他数多くの史料とを

比較することにより, ｢三屋軍記｣の性格を考え,同時に他の史料についても考えてみようと恩 うの

のであるC

参照する史料 としては･｢山陽美作国古城一巻｣｢備前軍記｣｢天神山記｣｢美作甲伝｣そして

る｡
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まず, この㌢吉備群増販成 』に述べられている解掛 こより,｢三星軍記｣以外の先にあげ!:記録に
ついての概容を述べようO｢山陽美作国古城 一巻｣は.正保二年,時の領主蒋美作守環継より,当
時のみ吏井上筑後守正治に握出された帳帝の中に配された古城虹についての記掛 こ,その土地の古老

から伝えられた伝説を加えまとめt.:ものであるが,その病者は未詳で3)るOしかし,#府に提出した

文滋を編集したということを考えれば,比較的これらの苛科を得るのにたやすい森氏の家臣か,もし

くは古老の譜を面接聞くのにたやすい直捜民政にあたっていた大庄屋などが手がけた物とも考えられ

る.いずれにしても,編集きれた年代によれは｢テル時,延亭元年八月吉祥日新葛｣とあり,遅くと

も延串以前には既に成立していたようであるo

また, この･1Ltにおいての三星城についての記述は.坪田和泉守商家が,小早川陸封.吉Jrr元春の扱

晋を計ったことから始り,三星城主後藤勝進の自習に至るまでの様子を述べているo

｢備前軍記｣は,五巻によって成り,著者は土肥轟平である｡ この訓 ま,毒舌元年赤松氏の滅亡よ

り,犀長八年池田氏の入城まで,160年の間に超った,備前E削こおいての敬の鎚を記したものであ

るが.それは赤松,山名,浦上,松田,草色多の興亡,小早lrTの治乱 それに加え備中,美作,尼子

毛利の戦いをも記しているoまた, この怨を編するにおいて利用した文献は,神社仏掛 こ保存されて

いた古文7itT!であり,そのため正確な記述のものであることは冒うまでもないであろう｡

この記録における三星城の記述は,第四巻の周匝城拝,作州債 岡用架等落城の堺,とならんで,作

州三星城攻拝落城後藤勝基自害の堺,としで-守をlLしているO こ こではこの帝を充分考察した上,

重要な比較の対象としてあつかってゆきたい｡

｢天神山記 ｣の内容は,浦上氏の天神山入城から始まり,浮田直家の肝計により天神山の落城まで

を記したものである.そして著者の藤一望について述べれば,天神山城主浦上宗寮を推称しており,

浮田.明石,延原を逆臣としているところをFLると,滞上氏の遡臣ではないかと考えられ,浦上家記,

宇宙多家記,中国太平記,陰徳太平記の記述に比べて娩曲している記述が3)ることも大いに考えられ

るのではないだろうか｡この母物においても,三星城についての記述はあるが, この題においては,

天神山城を落とした宇宙多氏が勢いに乗じて攻めたとしてある｡このような記述は,前記の著者とす

るなら,いた仕方ないことも患われる｡この世は,｢三塁軍記｣を考えてゆ〈上で.もう一つの視点
から参考にしてゆくつもりである｡

最後に,位も軍要な史料である｢三星軍伝記｣について述べよう｡この記録は,まさに.その名の

通t)三星城後藤氏の興亡について1.Jtかれているoそれには,美作国勝田郡三星城城主後藤氏と,字音

多氏との戦いから三塁城落城噸 末が著されている｡また,その中心である後藤氏の滅亡だけでなく,

同時期の東作地方の諸軌 及び,難波,安乳 相馬,植月,原田,有元等の束作の諸車の興亡をも伝

えている｡

｢三塁軍伝記｣の著者は,藤原姓某とT:'けその序文にあり,成立年代は貞李の始めと,されているQ

また, この顎の資料となったものは,｢後藤家の臣に宮原の姓江見幽斎と示ふ人ありて此軍を委しく
日記に残｣したものが使われ,それに加えて土地の古老から聞き集めた週間によって昏かれている｡

そのため比較的正確な ことを伝えていると考えられるのではないだろうか｡

この帝では,この｢三屋甲伝記｣を最 も玉要な史料として,先に述べたように｢三屋伝記｣の性格

-105-



巷明らかにしてゆきたい｡

｢三屋軍記｣は,その名の通 り三星城においての軌 ､と,その落城についてitきしるしたものであ

る.そひ戦いの発輔を.この;iIの中においては,当時,舶前国和気郡にあった天神山城城主浦上宗r講

の嫡男浦上松之丈を.その家老浮田直家が頚殺し,それを契機として,画家は天神山城を落とし,そ

の勢いに上じて美作の国々へ手をのはしたこととしている｡天神山城についての記述は ｢天神山記｣

と｢備前軍記 ｣にあるが,まず ｢天神山記｣に-'Ltかれている等を見てみると, ここでは｢三星軍記｣

と同じ.j己述がのっている｡

画家は,かねてより天神山城を落そうと考えていた｡そのために娘を1人T7日上輿次郎 (松之丈 )の

元へ仕わせていたDこの娘に命じて, これを背教し,また宗員がかつて拙い殺した軌 ヒ描宗の息子久

松 (宗俵の甥 )の名を仮り天神山城を攻撃したo以上のようなことが｢大神山記｣訂かれている天神

山城落城の契機である.

それでは｢備前軍記｣の万を見てみるとどうであろうか｡輔上宗虫を浮田宙家が攻めたその口実は,
やはり捕上久松であった｡しかし, ここでは,松之丈の宙鞄は述べられてはいない｡それではr三星

軍記』とは全く遜った記述がされているのだろうかと言えばそうでもない｡先の｢天神山記 ｣におい

ては硬喋にされている浦上宗祭の落ちのびていったことを,｢天神山記｣よりは,はっきりとおいて
いる｡しかし,｢備前弔記 ｣ほどの礎かさは持っていない.｢備前frl記 ｣は,前記したように土肥経
平の著したもので,かなり正確なものである｡｢三屋特記 ｣がはたしてどちらに近いものか,その後

の記述と,先にあげた史料 と比べながら,もう少し先へ進んでみよう｡

天神山城が落とされて直家の力が美作国へ伸びて来たことが知れわたると,三星城主後藤基元を始

め,戟掛,席巣,飯岡等小城みな迎合して,それに対抗しようとしたが,その計中を画家に見破られ,

周匝城.飯岡,Lt巣等,次々に正家に落とされていったのである.そして,ついにその矛先は,三宅

城へと向けられたの1fった｡

この三塁城をめぐっての敬いは,浮田軍,三星野とも苦しい戦いだったらしい. この倣いについて

の各記録は,それぞれが大きな食い違いもせず,その内容 も大同小異といったものである｡その中で

ち,さすがに｢三塁申伝記 ｣は詳細に記録している｡

しかし,話が進むその中で,展 も重安 な ,三塁城落城の大きな原因の一つで3)る ｢安東相馬の殺害｣

の内容においては,各々が著しく遜ってくるのであるO

まず,｢三星牢記｣からみると,今までの相方の力から見れば五分五分である｡三塁甲がこうまで
戦えるのは,その重臣である安臥 柳沢,姓波らの働きにあると考えた両家は,その地の長光寺を仲

介として,彼らの轟切 りを勧めた｡その条件として5000石の知行をIj ,･'Lるということも忘れては

いない｡そして,その条件を飲んだのが,安爽相馬であった｡他の二名にもそのIB状は届いており,

安東 も彼らには,自分の衷切りを打ち明けた｡しかし,彼らは,その芯状を城主勝元に差出し,安蘭

の苅切りを主人に知らせたのである.安蘇と長光寺の処分は,私にまかせてくれという者がでてきたO

それは,その話を聞いていた御台所であった｡そして ｢厄に安東を召して此間の軌 ､は,さぞやくた

びれ侯ハンと手づから英子をヨ=1,､るに相馬取テ相いただきする所を抜打二切玉ふ｣という処分をした

のである｡そして安束相馬の首は大手門にさらされた｡一万,度光寺の刑は,浮田勢へのみせしめと
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して,彼らに見える位鑑においてはりつけにした｡以上がr三屋牢記 jにおける ｢安東相馬鞭苫｣の

章である｡

｢備前軍記 ｣ではどうであろうかO ここでも女性が大きな働きをするC安頃相馬の藻切りが城中に

呼 として流れはじめたとき,勝元は,安に自ら一人が自番して,城を明け渡す覚悟を話したoそれを

聞いた襲とその侍女は ｢否にまかせ給-｣と言い ｢安東が反応をよく聞極めて,一夕頭分の侍へ料理

をふる舞ふペLとて,安寮相馬,敷波,価沢井長光等をも呼て｣もてなした｡その虚中に,侍女が相

馬に ｢奥方より下され侯｣と薬子を相馬に渡した｡相馬がそれを,席から退いて受取っていたところ

を ｢勝元が安物かげよりつと出て相馬が首を一刀に打落｣したのである｡そして翌朝その首を大手門

の外に掛けた｡これより反乱を考えていたものは,すべて改心し,浮EEl勢に対しての敬いぶりも勇し

いものになったという.しかし｢反忠の者のせし耶か,あやまわての出火か,本丸より｣火事があが

り, これを横に浮田勢の反畔が始まるのであるo

また,同じ事件でも｢天神山記 ｣では.同じく安帝相馬が長光等の申出に反応するのであるが,そ

の後が,｢三星軍記｣｢備前軍記｣と全く異ってくる｡ここでは,女性は全(舶係していない｡相馬
の喪切りに気づいた難波 ･柳沢の両人が.城主勝元にこれを伝えた.勝元は大変瑞き重臣たちを呼び

よせ ｢斯く譜代の家臣さへ二心有る位なれば,姓も此城特がたし,合搬及ならば多くの家来我が為に

討死せん申不便也.某自署致すべし｣と彼らに昏げ丁このであったoこれに対し,重臣たらは焚き｢相

馬捨値がたし｣と,安蘭相馬と戦った｡この騒ぎに乗C,て浮田勢は,本丸に火を掛け三尾城方を追い

つめてゆくのである｡

また,F山厨美作国古城 -巻｣では,本丸に火を掛lHこのは他ならぬ安東相馬であり彼の薮切り
は,一部成功しているのであるOここでは,あまtJlt少位の史料しかなくその後の安東のことは何一つ

触れていないので,ほんの参考として引用してみると,｢安東相馬立身の串に受乗り,御味方を申き
んと堅く約して,長光寺悦び走帰り,弾正(浮田の家来 )に委細を被し語りれは,大軍引率し,三星

の城へ押寄せ,火花を散らし職けるO軍半ばに安常相馬は後所 火々をかけ慈 きりす｡｣以上である｡

｢三星軍記｣｢備前軍記｣｢天神山記｣｢山肪美作古城 巻- ｣の四啓のうち,先の二審ははば同
内容のことを伝えていると考えてよいと思われろ｡ ｢三星軍記 ｣についてはあまり述べていない長光

寺の僧の処刑も｢備前軍記 ｣と同じものである｡ これに対して,大幅に内容が摩っているのがr天神

山記｣である｡ ここにおいてのみ,安東相馬は勝元の家臣に討たれる.

最後に,｢三塁軍伝記 ｣であるが,実は,この｢三屋甲伝記｣には,先の三世にない別の展開が見
出せるのである｡

長光寺からの密智が,安東,難波,山下,珊沢等へ渡 り,それに対して安東相馬ただ一人が何らか

の反応を示したことは,先の物と同じである｡それが勝元の耳に入ったのは,御台所附の玉野という

侍女からであった｡玉野が,安束と長光寺からの硬の話を聞いたのである.それを褒付けるかのよう

に,山下六左即 日が,自らの所へ も届いた密苛を勝元に差出したのであるOそれを知った勝元は ｢彼

等 (安東･難波等 )両家の者共敵と成は連も鵬 叶ふ間数.御宿ぐみ既に御覚悟｣を決めようとして

いた｡しかし家臣たらは ｢唯此は片時も早く安東を討果す計略こそ肝要｣とそれを諌めた｡そして.

例のように御台所の登場とい うわけ である｡そして相馬を呼びだし ｢相馬殿近頃御苦労｣と言葉を
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かけ,｢后は 野菓子盆を八分目に持出て,相馬が前に置少し跡へ寄るo相馬こは有姓と薬子台を放て

破く所を,御台所抜打に切給ふ｣という討取り方をしたのである｡ここまでは,｢三星野記｣｢備前

軍記 ｣の記述とほぼ同じである｡しかし,｢三星甲伝記 ｣には, この笥件の続きが,まだあるのであ

る｡今まで謀叛人として扱われていた安東相馬は,実は ｢此上なき大忠臣｣だったというのである｡

長光寺からの申出を受けたことにしていたのには理由があったというのT='o長光寺からの密封をそこ

に持ってゆけば,敵将と会見することができる｡そ こでその者を打てば,というつもりが安東相馬に

はあった,と,難波利助が言ったのであるO打ち落された相馬の首に代って,その巌ぎの中で殺 され

た他の者の首を大手門に掛け,｢安碑相馬之助企二逆心,Jz処,世仲郷左衛門親逆 も難 レ逓首を討て

差出すに依て･知レ断行ふ者也｣と･利助自らが但き･城内の者は,安東の忠義を患い,敵方は,つ

いに岡山への加勢を乞ふ こととなったのである｡

この ｢安東相馬殺害｣についての記述で,確かと言える点が 3つある｡辞卜 は,安東は,長光寺の

申出を,その内心の夷偽はともかくとして,一応は受けたということ｡第二に,その安東を討ったの

は女性であるということであるO この点において.多少の疑問は残るが,四Vlのうら三かまでがそう

記述しており,そしてすべてが御台所 とその侍女としている統一性をみてもそう考えざるを得ない｡

また,女性が男性を討ちとるということを具体的に考えてみても,心理的に無防備な男性を.城主

という心理的にも絶大な味方を持っている女性二人が討ち果すということは,そんなに無理なことと

も思われないだろう｡だから,いちがいに,女性には男性を殺すことはできないといえるわけにもい

かない｡かえって女性だからこそできた,ということも考えられる0)ではないだろうか｡節_=ここ,こ

の事件を契機として,職況が浮田側に優利になってきた,ということがある｡

その後の変化は,また後に述べるが,｢三屋甲記｣のその内容について, ここでふり返ってみたい

と思う｡

この ｢安東相馬殺害｣までを見てきたが,他の｢備前軍記｣r三星弔伝記 ｣と比べて大きなぷいは

なく,むしろこの中においては正確な記述が多いといってよいだろう｡ ｢三星軍伝記｣のこの章での

後半の部分の記述は除かれているが,前半においては,ほほ同内容 といってよいだろう｡

それではなぜ,｢三星野記｣｢備前軍記｣には,｢三塁甲伝記｣のような後半がないのだろうか｡

これは,あくまで推測の域を出ないものであるが,その麻袋する時点においての史料の違いしか考え

られないと恩う｡｢三屋軍記 ｣は何を史料としたか解らないが,後の二ritには,その点で大きな違い

がある｡前者と比べ,後者は,両棲その敬いに参加,つまり三塁城内に居た者の日記をその主な史料

と使っている｡そのため,三塁城内で起り,外部へ出ることのなかった記録出来串までも古くことが

できたのではないだろうか｡この｢三塁軍伝記 ｣T='けに記録された事を,｢三重軍紀｣｢矧狛軍記 ｣に

は乎かれていないところを見ると,この=富は,｢三屋弔伝記｣に,あまり依ってはいないということ

も考えられないだろうか｡それぞれが,｢三屋軍伝記 ｣以外の所で成立したと考えてはどうだろうか｡

｢備前軍記｣は,もちろん,｢三屋問記 ｣も,そのように考えてよいのではないか,と思うのである｡

｢安東相馬殺害｣の後,戦況は大きく変わっていったD両家価は,兵力を倍増し三屋城外に駐屯し,

散々これに悩まされたあげくに,三亀城は落城するのである｡

｢三星軍記｣では,｢一目見ゆる戦ひは,火花血しをの光｣るような激しい職をくり返し,そして
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ついに,｢歴第の役人小姓迄皆切腹シテ死なれたる勝元公城に火ヲ掛本丸の後の谷ヨリ中山通り長内

村にて御自省｣する結末をむかえた｡

｢備前軍記 ｣によれば,｢安東相馬穀苫｣後,｢よく龍城せLが.･･･本丸より煉出て十万に火粉飛
ちり｣ これに乗じて,浮田勢が攻込み ｢城中今は防職叶｣ くなり｢城主勝元城の一方を打破 り････入

田原の山鳩まで退Lが楢原が兵追かけくれは･･-勝元-新長田村迄退けるが,隠れ坂といふ所にて自

署して矢にけるO｣という最期であった.

｢天神山記｣では,その葵機を,先に述へた ｢安東相馬殺害｣により大きなウエイトが置かれてい

る｡浮田勢は.この混乱に上じて三尾城を攻めたのであるo そしてついに本丸に浮田勢は火を掛ける

ことに成功した｡その後は,｢備甜軍記 ｣にほは同 じであるoその記述をあげてみると,｢勝元今は

仕方なく釦等少々召連れ入田中山の方へ退き絵ふ｡寄手退駈け展観ふ｡長田村にて自害し絵ふC関れ

坂といふ｡｣とある｡

しかし｢三星野伝記 ｣によれば,それより言削ま遜ってきている.確かに ｢安簡相馬柑習｣からの敬

況は変ってきたが,もっと重大な餌が起ったとしてあるoすなわち浮田直家からの宙状が届き,それ

によれば,ついに秀吉と直家は手を結んで,勝元を討つことと決定したのである｡ これを聞くに及ん

で勝元は覚悟を決めた｡｢運つきて討死するは武士の道今更繁くべきにあらず｣と諸将に告げ,つい

に, r毛利家を頼み,岩尾山舛形而城の円へ開くか,当城にて討死するかの外なし｣とまで追いつめ

られたのであった｡そして勝元は,御台所と姫を京都にある毛利の館に逃し,自らはその後,本丸

(東丸か?)に火を放ち,矧 こて自署を遂げようとしたが,それでは ｢毛利家牛尾へ対し義理感鋪｣と

して,後藤家代々の仏のある大庵寺へ行き自害しよ うと したのである｡そして ｢後藤家重代の城を

捨て,西の谷より中山蕗へ落ち｣ていった.その途中 ｢山住の強硫｣と戦い,長門村で,追ってきた

浮田勢と戦い,大庵寺へたどり着き,そして,勝元は,｢諸士へ御3B貫あって,御心静に自署遂げさ

せ給う｣という般期を遂げたのである｡

やはり,他のどんな記録より｢三屋甲伝記 ｣は.詳細を語っている｡ ここで言えることは自ら火を

掛けたという記録と,敵の手によるか,もしくは第三者によって火を掛けられたとする二つに分けら

れることである｡ここでは他の者に火を掛けられたとするより,自らが火を放ったとする万を私はと

りたいO｢三屋等伝記｣に,その始終がより詳細に雷かれているからであるOそして,もう一方の説

には,それに対するだけの充分な記述 もなくすべて軟いの混乱に乗じてとだけしてあるという点でも,

私は｢三星碍伝記 ｣の記述をとりたい｡そうすると, ここの点だけを見ると,｢三畢軍記 ｣の記述も,

正しいといえる.自ら火を掛けたとしているのは,｢三星野記 ｣と｢三星野伝記｣のこつた-からであ
る｡

次に,勝元の日割 こついて考えれば,｢備前甲記｣と｢天神LLJ軍記 ｣では,入rtほ て逃げ,そこで
浮田革と軌 ､,そして長田村の隠れ坂という所で自害したと,T3かれているOまた,｢三塁軍記 ｣とr
｢三星甲伝記｣の記述はそれとは少し違った巧さ方をされている｡先にも述べたように,自ら城に火

を掛けた後,西の谷を滴りそして中山を通f)そして.長田村で自署したと,述べてあるO｢三星野伝

記 ｣では,それを長田村,大層寺としてある｡ ここでも,私は｢三星革伝記 ｣の記述を,先に述へた

のと同じ理由で正しいとしたい｡すると, ここでも｢三屋軍記｣の記述も正しいとなる｡
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以上, ｢浦上松之丈の毒殺｣, ｢安東相馬の殺害｣, ｢三屋城の落城と城主後藤勝元の自害｣と追

って,四哲を比較検討してきたがこれで,｢三塁軍記｣について述べることは多少の不安は覚えるが,

次のことがわかってきた｡

まず, ｢浦上松之丈｣の件, ｢安東相馬栂等｣の件の二つを考えてみるに,両方とも｢備前軍記 ｣

｢三星軍伝記｣に,近い性格があると考えられるoしかし,｢三屋軍伝記｣の後半に述べてあるよう

な,城内の情勢には近づけず,｢備前軍記 ｣のところまで,といった感は多分にあるといえよう｡ま

た,位後の｢三塁城落城と勝元の自害｣については｢備前軍記｣よりは,｢三塁軍伝記 ｣に近いとこ

ろを述べており,それは,多分に正確な要東が含まれていると考えられる｡ここでも,やはり.直家

からの番状に触れるほど城内の内部までは入っていないが,その他の記述は,驚くほど,｢三星弔伝

記 ｣に近いのである｡

以上のことから,単なる読み物 として3'-つた,｢三屋軍記 ｣は,それだけにとどまらず城の内情ま

でには手は及ばなかったとしても, ｢備前牢記｣に勝るとも劣らない的であったといえようO

(片岡 千住 )
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第 5章 近 世 の 美 作 町

1 慶長検地 と初期農村構造

(1) 乗作における太閤検地

天正 7年 (1579)5月,字音多勢との激職の兼,三星城は城円の些切りにより落城,領主後藤

勝基は長円村で自省 して.後藤氏は済亡 した｡これによって,これまで芋昏多氏に従わなかった土煮

勢力も,遂に字音多氏に鵬 したのであったbやがて天正 10年 (1582)には,秀家が豊臣秀吉か

ら美作国の国主 として認められ,同 12年 (158上玉)には.毛利勢も安芸に撤退 して,実作地方全

体を'_El超 したQここに及んで.宇宙多氏は支配体制を篠江するために,検地を実施したのであるo

近世封建社会は,主として検雌に上ってその制度的基礎が確立したのである｡土地調査は,律令制

以来さまざまな形でなされてきたが.村ごとに.しかも全国的にはば同一基準を以てする土雌調査は.

江戸時代の検地がはじめてであった.江戸時代の検地の面接の前提をなすものが,世にいう太閤検地

である｡

太閤検地では 尺 ･升を統一 し,尺については曲尺を用いて,曲尺 6尺 3寸を以て1間とし,升に

ついては京升に統一されたOこれによって各村の耕地を一筆ごとに測鼓 して,課税対象としての石高

を決定し,年貢の散娘を催実にしようとしたばかりではなく,排他一粒ごとにそれを耕作する百姓(

名討人 )を確定して,中世米の権利幽係が重複していたものを盤理 し,-雌一作人の原則を打ち江て

て,筒主が直接に農民を掌握 ･支配 しようとしたものであったOまた,名請人として検地帳に登録さ

れた百姓は.土jtBの耕作権を承認されるとともに.年胃納入の義務を負い,その土地に縛 りつけられ

て,貞l姓身分として薗IJEされてしまうことになった.

従って.太閤横地を徹底することは. ｢在雌小筒主の国人とか土菜といわれる勢力にとって,その

存在すら許されぬ致命的な影等力を持つものであり,土章勢力の強い美作他方にとっては.大きな志

味を持ってくるものである○①｣と,いえるO

さて,実作における太閤検矧 ま.文禄 3 I4年ごろ.宇昏多領内に行われたと考えられるo② 旧 r

勝田那割 ③ には ｢文禄3年 (1594)盤臣発育率行山口玄苛をしてil出を検qLiせ しむ･其法六尺

四方曲尺を以て一歩とし三百歩を一反とす (中昭 )山口玄蕃記録抄出｣ と記され,現棄作町域では,

豊国郷と塩歯郷の村々の石高が次のようになっている｡

郷名 村名 反 別 石 高

728反 726歩

471 526

40〔) 028

389 1と8

368 408

260 601

1111-

728石787合

く171 586

400 092

389 194

368 4 28

260 603



合計 2.618反 627歩 2,618石 689合

塩湯

湯郷 535反 304歩

中山 839 023

位田 443 927

長内 546 426

岩見田 369 8 11

阿蘇 644 602

×背野 165 2 12

×城田 252 707

×吉留 392 026

合計 4,189反 318歩

535石 3 12合

839 075

443 994

546 487

369 837

644 60 7

165 24 1

252 722

392 086

4.189石 361台

(×印は町威外 )

この他には ･今日美作地方においては,太閤検地を盛付ける検地史料は全く見当らないが,④ 宇宙

多の家老長船紀伊守貞行が推進役となって,直接秀吉の指図を受けながら.太閤検雌の政策の一環と

して･領国内の備前 ･美作の検地を実施したようであるO⑤ この検雌力鳩 前美作における唯一の正式

検地として,後の朱印高 ･拝領商を決定 しているといわれるo⑥

この検地は ｢備前 ･作州 ･播磨 ･備中迄領国不残新に検地を入れて,家中の領分を過半取あげ ,又

寺社領多 く止められ｣｢普代の諸士の拝他をも宜数分八割替て所告を申付｣そして ｢二十余万石を打

出｣ したo⑦ 検用後の宇宙多の知行高は 72万石余であるから･20余万石の打出 しは,実に検地前

の約 4割に相当するのである｡このため,家臣団の底抗 と対江が見られ,宇有多氏滅亡の遠因となっ

たのであったo⑨

太閤検地は,家臣EJlの対江を生み出すほど厳 しいものであったにもかかわ らず,宇宙多領の検月は ,

家臣ばかりではなく,在雌領主を中心とする強硬な皮抗にあって.十分にその意図をとげることがで

きなかったようであるo⑲ 彼 らの掛 ､底抗で,検地の原則を員 くことが阻まれたということは,｢旧

来の支配関係が強敵 こ残存 していたと考えられ⑪｣ ･また,実作においては.検地 こ伴 って刀狩が行

われなか ったために･兵鹿分離も十分行われていなかったことは明らかである｡⑫

こうしたことから,美作地方では,まだまだ土菜の勢力が強 く.農村 における支配姻族は,全体と

しては大きな変化はなかったと考えられるのであるo⑬

(2) 慶長検地の実施

慶長 5年 (1600)鴎ケ原の合戦がJ=J.こり.字帯多氏は滅亡 し,かわって乗作国は,同年の 5月

より小早川秀秋の領地となった｡秀秋の治世風間は也めて短かったが.検上馴ま行われたよ うである｡

｢領分備前美作両国の田地の境界を改定め悉 く検雌あ りO商を打出 し寺領杜畝は改て寄附状を出 して,

以前より其高減少せ し所多 し｡｣⑭ との記述があるが ,詳細は明らかではない｡

鍵長 7年 (160'2)秀秋が死に.継嗣がないため小IFl･)=家は断絶 とな り,美作掛 こはl甜 は り慶
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長8年 (1603)森忠政が封ぜらるるところとなり.同年 3月に入部した｡美作国 18万6.500

石の領主として,忠政は封建的支配体制を確立すべく,数々の支配策を進展させていった｡津山の龍

山を城畑と定めて津山城の築城に着手し,さらに.財政的基礎を確正させるために,検地を行ったO

実作国においては,先に述べたように,太閤検地も未完成であり,中世的な土棄勢力も強かったので.

年貢収納を確実にするためには,検Ithは最も怒夢な殊周であった｡

こうして,忠政入国早々,いわゆる旋長検地の実施をみたのであるOまず,検地を実施するにあた

って･次のような遷 し粂々が出されているo⑬

条々

-,此度村々御田畠之検jth取計候に付村々首姓点々迄御遵向は勿論差図向等堅く可相守事

-,検矧こ付詳細取扱向は追而可相連番

-,村々百姓共之円弁へ有之老大村は七名中村五名小村は三名検地倣り可申付に付人当欄定め可申

出事

-,検地庄昼拝村々検地綴り之老日当給米取舵塵諸入用は御本速より被下痩侯事

-.村々検地に付若心得違種々妄説相唱-り老Bfl丑に於両は吃度可処罪科串

右之粂々村々末 迄々心得遵無之様相遠祖相守可申若於相背は越度可申付着也

慶長九甲辰年十二月日

太洞十大兵衛

藤田六兵衛

なお,この史料の ｢慶長九年十二月日｣という年号については,r鏡野の歴史J史料嘆では.同 じ

く慶長 9年にな-ているが ･⑯ r実作町史屈筋中間報告か』によると･慶長8年にな-ているし,⑰

また,『夷作一覧紀』によると,｢実作国村々田畑 .畠薮之検地は,蘇家-国一帯之抑り行ふ,森忠
政慶長八卯年春三月本州に入.同年十二月国内村14田島検地可取計旨,村々-発布す庵 ということ
になっていて,資長 8年に前掲の遷しが出されたことになるOまた,F森家先代実録 jによると,｢
慶長九甲辰寿城普請之抑国中検地被仰付奉行伴半兵衛亘次 ･西川三右衛門 ･伴伊兵衛 ･坪田助兵衛 (

中略 )等大勢也｣⑬ とあるので,これによると慶長 8年に達 しが出されたと思われるのであるQまた,

r美作1司暁 Jでは･別に ｢国内村々田島検地之義は慶長八年卯十二月始て過られ｣とある○廓)以上

のことと,現存する検地帳の奥村からすると,犀長 9年の8月から】 1月頃までの間に実施をみたよ

うなので･⑳ 慶長 8年の 12月に遷 しが出されたという脱が有力のようであるOこの年･準備も十分

に整わないまま 150石取以上の土を両人ずつ組にして在中に繰 り出させ,国内横地の運びとなった｡

⑳ 検地の行われた8月から11月の時掛 ま丁度収脚 にあたり･戯民の難既は推掛こ難 くないが,短

期間にしかもこのような時期を選んで強硬な検地を行ったことは,検地を大そう粗雑なものにさせて

しまったo⑳ 当時の史料によると,｢江毛 (まだ融 ;生えている)の上に而御攻｣になったもので㊧

｢当時村々百姓芽胞筆記之老殆んと鮪にして｣㊥ というように･役人の技術的拙劣さと相まって ｢領

連も有之,段 間々違有之｣と伝えられている｡㊨

この慶長検卿 ま･検地条目が伝わらないが･6尺5寸の閤竿を用い,@ 村を上中下の3段階に評定し･
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田は上中下の 3等級 ,畑は上中下下々の 4等級に分け .それぞれの石盛基準によって免 (租率 )付を

なした.5'の石盛表がその基準である.㊥ また ,享保 19年 (1734)の ｢夷作国英田郡沢村差出明

細帳｣㊧ によっても田畑の石盛は明らかであるo

ここに示 された石盛 (1反の収穫

pi)が,当時の土地の生産力は現在

の 3分の 1以下 と言われていること

から推測すると.いかに苛酷な見積

りであったかがわかるO

さて,実際の検地帳に基づいて内

容を見ていくことにしよ うo今El,

慶長検地帳は.実作全体 としても残

存 しているものは少ない o r社野町

綜合調香報告潜 ｣では, ｢古川村横

地帳 (慶長9年 )と ｢円通寺検地帳｣

(慶長 10年 )を挙げているが ,そ

の外に勝南都西吉田村外 6村のもの

表 5- 1 石 盛 表

村位位付 上 村 中 村 下 村

上 田 一石 8斗 1石 7斗 1石 6斗

中 田上 畑 1 6 1 5 1 4

下 田中 畑 1 4 1 3 1 2

下 畑 1 2 l l 1 0

注 ) ｢作州記 ｣によるC

が挙げられているo㊨

美作町においては,率いに して楢原下の角家に良長検地帳の写 し が残 っているので,その文題 を中

心に検討を加えていくことにしようo次は .その史料の一部であ る O㊥
昏長 9年

作州英田郡楢原之円下村 ノ沢村御帳 うつし

九月廿一日

藻屑奮左衛門

神尾□左裾門

n
ノ

留

畠

ち

わ

々

り

畠

所

白

所

白

さ

下

あ

下

同

下

間

中

歩81臥

歩

歩

2

ソ】

当有米 4升8合

1斗 6升 九郎右筏門

間 5斗 5升

1石 3斗2升 同人

同 1升2台

6升

同 4升

8升
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応]所 同 Ì斗 5升

中田 4畝 1:-J渉 7斗2升 新三郎

(中略 )

〆

- .上田 2町 6段 9畝 15歩

-,中田 1町 1反 2畝 9歩

-,下田 1反 3畝 9歩

-,上白 5段 7畝27歩

-.中島 5反 7畝

一.下島 2段 6畝 27歩

- ,下々畠 8段6畝 6歩

石田包含 6町 2反 3畝 3歩

当 有 木 69石9斗8升

180かふ

19本

分米 18石 5斗l升
分米 17石9斗6升8合

分帯 1石B斗6升 2合

分米 7石9斗8升

分米 3石 2斗 2升 8合

分米 8石6斗 2升

分米 97石4斗3升 9合

紙木

垂木

沢村は上の村であるので,上の村 としての石盛がなされているQ

さて,沢村の史料にみ られるように,慶長検地帳には. ｢当有米｣ という特異な記載事項があるの

であるo｢当有米｣は,r実作一国剛 の中にも ｢其年之有米を御定に相成候｣,⑳ とあるように･当
年の生産蕗を意味 したものであるらしい.元来石掛 ま生産蕗の標示であるはずであり,その上に何故

このような当有米の記載がなされなければならなかったのであろうか｡まずその理由をみてみること

にしよう｡

前述 したように,検地の行われた8月から 11月の時期が丁度収穫期にあた り,この時期に短期間

に行 -,たために,検地がたいそ う粗雑なものになってしまった｡当有米は.こうしたずさんな検地で

は実用に耐え得なかったので,当年の生産筒を記載することにより,誤りを是正 しようとしたもので

はないかと言われている｡㊨

しか し.最も重要なのは,検地による収奪の強化ではないだろうか｡蘇手取まこの検地により収番の

強化を意図 し.先の石盛表に見られるように.過大な生産評価をしたのである｡後世の御用史家すら

｢眼をえぐるが如く｣⑳ と評 した苛郎 こそ･当有米を転戦させた主要な理由でなければならないと

言われているO㊧ 次の第 2表は･沢村の検地拓と当有米とを比較 したものであるo現存する 9冊の検

地帳 (9カ村 )の平均では,当有米は検雌筒の 65･13かこすぎないといわれていて,⑳ 沢村でもほ

ぼ同様の数字を示 していることがわかる｡さらに.拝簡高と検地指とを比較 してみると,第 3表のよ

うに,陳地による攻出しは,255市に及んでいる｡検矧 こよる打出 しの 9カ村の平均は 25,8年な

ので,⑳ やはりほぼ平均に近い数字を示 している｡

残念ながら.実作町においては,角幹氏所蔵の沢村の検地帳以外には.検地帳は残 されていないQ

明和 9年 (I712)の和田村の ｢村差出明細帳｣によれ嶋㊥ 顔長9年 に森実作守によ-て検地さ
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表 5-2 検地雷と当有米

検 地 高 当 有 米 検地高一当有米 i

注 ) 沢村の検雌帳より作成

表 5- 3 拝領由と検地高

拝 領 高 検 地 描 検 地 地 面 攻 出 し百分 率

注 ) 沢村の検地帳より作成

れた検地帳は,この時すでにないと記されている｡しかし,沢村の検地帳によっても,慶壊検地が#

民にとっていかに苛酷なものであったか ,頗席がいかに収奪の強化を急いでいたかが額えるであろう｡

以上のことから,慶長検地の最もE要な性格が,年貢収容の強化にあ り,こうした検雌の性格と,

いわゆる小農自江の政策 とは相入れないものであり,生産力発展の成果を領主が奪 って .日射 ヒの条

件を奪 うものであると見られているのである｡⑳

(3) 検地帳にみる村落構造

さて,これまで沢村の検地帳によって,慶長検Ltbを分析 してきたが ,さらに,この検雌帳をもとに.

当時の村落構造について,考察を加えていくことに しよう｡

沢村の検蝿帳 によって名帝人の階層表を作成 してみると,表 5- 4のようになる｡

また,反別の方に着目して階層表を作成すると,衷 5- 5のようになるQ

この 2つの表をもとに,沢村の村落構造を明らかにしていくことに しよう｡

第 4表を見ると,わずか 1名の 30石以上に至る巨人名請人と,圧倒的多数の 5石に而たぬ臨写細

名請人の存在とが注目されるOこうした憤向は,備前の検地帳と比 して砿めて吸着であ り,また実作

においても小村よ｡も大村において著 しいといわれるo⑲ 30石以上の名帝人は全体の 56年･講高

は全体の 353飾,中間層の5石から15石までが 7名で全体の389飾,講南は全体の53,8飾,

5石以下は 10名で,全体の 555飾,諦蕗は全体の 1,6年となっている｡

第 5表を見ると,2町以上の名論人が 1名 (59飾),反別は全体の 375年,3反から10反ま

でが 7名 (41.2飾).反別は全体の49.4年,3反以下が 9名 (52.9年).反別は'iI体の 13.1

年となっている.

屋敷について見ると,すべての名請人が持っているのではなく,総数 18名のうち, 556刺こあ

たる 10名は鎚敏が登録されてお らず,讃商の多い上層の名歳入に豊銘されていることが多い｡中で

も応拓保持者である又左衛門 (反別 2町 2反余 ,石蕗 35石余 )は.屋敷を3つも持 っている｡塵取
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蓑 51 4 検地帳名清人階層表 (石高 )

名 詩 階層 毛 請 人 屋 敷 舟 名請人無屋敷 罰 店 集 計

30石- 40石20 --3015 --2010 - 15 1 (5_6)1 (5.6) 3 (30)3 (30)I 1 (10) 34石746 (35.3)12.880 (13_1)5 i--10 6 (33.3) 3 (30) 40.013 (40.7)

1一､. 5 4 (22.2) 2 (20) 2 (20) 9,121 (9.3)

1石 以 下 5 (27.7) 1 (lO) 4 (40) 1.580 (1.6)

無 品 . 1 (5-6) 1 日 O) 0

lい 8 (100) 10 (loo) 10 (100) 98.340 (100)

江 ) l･ 沢村の検地帳より作成

2. ( )円は飾

表 5- 5 検地帳名封入階層茸 (反別 )

階 層 区 分 毛 荊 人 & & # 名瀬人無屋敷 謂 前 駆 計

20 反 以 上10反一一20反5 一一10 1 (5.9)1 (5.9) 3 (33.3)3 (33.3) I (10) 2町 2反6畝26歩(37.5)5.2,12 (8_7)3 ～ 5 6 (35.3) 3 (30) 2.4.6_09 (40.7)

1 -､- 3 3 (ユ7.6) 1 (H_,i) 2 (20) 5.7.09 (9.5)

1反 以 下 6 (35_3) 2 (22ヱ) 4 (40)l 2.2 00 (3,6)

17 (100) 9 (100) lO (100)56.0.4-26 (100)

注 ) 1.沢村の検地帳より作成

2.( )内は車

を登綜されていない者の中には,彼の屋敷に住んでいたものもあると思われる｡また.1人で2町 2

反余のEET畑を耕作 していたわけではなく,下人な どを使役 していて.彼 らが又左衛門の屋敷に住んで

いたかもしれない.また.臣数を 1人で 3つも持 っているものがあるかと患 えば .田畑を 5反 (弼拓

I2石余 )持っている中間層でありながら,塵取を持っていなか ったり.田畑を持 っていない無高層

でありながら,畠敷地だけを持 っているものもいる｡前者は.森安蕃氏の巷岱 r蒋荘体制の基線構造 J

によると.｢申出･以栄の在畑土表の系譜を椅つ家に対する宥和政帝の一つとみ られ.呈欧に対する年

百免除の特権が認められたもの｣㊨ とみることができるOあるいは･他村からの入作者であるかもし
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れないO後者は ･やはり同氏のいう･｢隈居分に当るものではないかと考えられるo｣幽 しかし･い
ずれも断定はできない｡

さて,556弟にあたる無臣取入をみると,中間層から憧零細名籍人であり.彼らは有力百姓の監

敷円に同居 していたものか,それとも他村からの入作者か,その具体的内容は不明であるが,その中

の多くは･藍敷をも-て独立するに至らない隷属盛民たちであろうと思われる｡㊨ また･有力百姓の

血縁分家とも考えられる｡

入作,出作については･少し時代が下るが,草深 19年 (1674 )の ｢沢村差出明細帳｣㊨ に記

載されているOそれは,次のようになっている.

一,当村より楢偵F村江出作田畑高五捨石御座侯

一,当村より明見村江出作田粛六石四斗五升七台御座候

-,当村より原村江出作EEl畑応三拾五石御座候

一 ,明見村より当村江入作田畑高壱石弐斗御座候

以上のことから.慶長の頃にも入作 ･出作は行われていたであろうと思われるO従 って,無畠故人

の中には,明見村に屋敷を持ち,明見村 より入作を していた百姓がかなりいたものと思われるし,ま

た,謂高が 5石に満たぬ塩零細名押入の中には,他村に耕地を持っていて出作をしていたものもかな

りあるであろうO検地は .このような生産娼係は一切無視しているのであり,無視 し否定するところ

に太閤検地以釆の検地の大きな特色があるのである.検地帳には ｢耕r絹i実｣そのものを登録 し.こ

れを形式上-法的に権利者として藷め,その登録の結果.登録人は帝地の所持者として年貢負担義務

者となったのである｡従って,現実には,検地帳にあらわれた諦拓 30石以上の巨大な名詞人は自家

労働力だけではその広大な名詩雌は経営できないので,その下に多くの隷属農民を従えて使役 してい

たであろうし,5石以下の零細良民は.それだけではとうてい再生産は不可能であるから,何 らかの

形で他の農民に依存 していたに違いないのである｡

検地帳記載では.畠敬雌の有無が身分に的係し.内藤二郎氏は,香西r本百姓体制の研究 くlの中で

｢無屋敷登鉄人の多くは本百姓と本 ･分家関係にある血縁者ないし,擬制血縁者で,芙JfBi的に独立経

営を営むものであるが･百姓身分上の無株臥 すなれち･いわゆる従軸 民層の一種である｣㊤ と
述べている.つまり,検地帳記職によって身分的孫が決定されるのは,百姓畏敬の有無であり,この

百姓屋敷の登録のない農民は･｢いかなる意味においても･一軒前の本百姓として認められない｣⑲

のである｡従って,検地帳の名Hi-r人とされるだけで.｢封建的小糸民｣として自江するというもので

はない｡

さて,村内の諸階層を表すものに ｢分附｣記載があるo検地帳は耕地 1翠ごとに 1人の名節^を記

すのを原則とするが,初期の検地帳には 1琴に ｢太郎分 次郎作｣のように2人の名が記されている

場合が少なくない.この場合の太郎を ｢分附主｣ .次郎を ｢分附百姓｣という.分附,F.と分附百姓と

の幽孫については活況あるが.大まかに言って,分附主-地主 .分附百姓-作人といえるであろう｡

分附は血縁 ,すなわち,本家 ･分家関係,又は臣従の幽係によって行われ,分附首姓は公式の一軒前

たる本百姓ではない｡この分附記暇が沢村の横地蝦には全く見られないのであるQl準の耕地には,
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1人の名荊人が記されている｡

これまで見てきたように,沢村では,ごく少数の巨大名詞人が,瀦爵 ･田畑の反別の 3分の 1を占

め,多数の庵零細人が前席 ･EEl蛾の反別の 10車附後 しか占めず.半数以上の名詞人が臣敷地を持っ

ていない.一軒前の本百姓ではないことが考察される.何らかの形での隷属農民が多いわけである｡

このことと,分附記載が全 く見られないことから.森安彦氏のr首席制国家の基礎構造 ｣の中の検地

帳の分析に放られるある村落の特徴とよく似ているのであるO額氏が分析されている検地帳は,正保

3年 (1586 )2月に作成された ｢武州多東部錐田村水嶋｣(2冊 )であるOこの村の検地帳の特

徴として.①名帝人に全然分附記載がみられないこと,②全名前人数は 15名で,名箱席の最高保有

者は名主久四郎の 3町 3畝 ,猿低は次兵衛の 1反 4畝 13歩,平均 して8反 1畝歩 (田 5反 ･畑 3反

余 )の規段であること,③階層荷成が名主久四郎のほかは, 1町歩台が 4名 , 1町か ら5反 までが 4

名,5反以下が 6名となっていること.㊨久四郎は 3町歩速 くの田･NB反別のはかに.久四郎名義で 3

つの屋敷雌を保有 していて･土葬的な大規模経符を行っていること･があげられているO㊥ 沢村の平

均反別を算出してみると,3反 4畝 15歩になるので,この碓田村に比べると,少 し小規模村落にな

る｡ しか し,①や④は沢村 と全 く同 じであるし,軌 こついても,磁荷保有者が沢村は又左術門の 2町

2反 26歩で少 し少ないが ,大差はないので.はば帝田村は沢村 と同じ階層構成を していると思われ

るのであるo森氏は,この鎌田村について rLこの時点では,いまだ小戯民 を主体 とした近ttf村落の体

制をなしていないことがわかるo｣⑲ と述べ られているが･沢村についても･このことがいえるので
はないだろうか｡

森忠政人封以前の爽rFは.国人と呼ばれる中性的土東が 16世紀兼まで各矧 こ割拠 し,小額壬的勢

力を張 っていT:O⑲ 彼 らは･宇啓多家が決 して自分たちを疎外することがないとい う条件を受け入れ

るまで解兵 しなかった程の在他勢力 を示 していたので.森忠政の入封時の根本的な問題は.彼等上衣

をいかにして新しい支配体制のもとに組み入れるかということであったo⑳ そのために･忠政は検地

と.それに並行 して刀狩りを断行 して兵魚分離をはかったのであるOまた,一方では,細心の配慮を

もって彼等の不満を抑え,蝉に懐柔するのみならず .虎等を農村支配横柄の末掛 こ組入れ ,利用する

ことによって嬢村支配 を篠江する政解を打ち出 したのである｡㊥ 国内の巡見には土蒙に案円させて親

しく宿 しかけT=り･EE宮屋に指名 していったりしたので3)も圧宮尾の中か ら後に大庄屋が選ばれたo@
r輯卸町縁台調査報告宙｣では,検地 や刀狩によって原曲LTこ土幸運が,｢依然として村 落 支 配 者
としての地位が許 されたことは当然であろう｡古川村の検地帳にみられる持高 100石以上の大土地

所有者は,帰為 したこれら-土兼の姿と考えられる｡検地帳の 100石は耕作粗をもつ土月別こすぎな

いから,彼等の支配下にある小旗民の耕作 している上皿 を併せれば.より広大な土jtBの支配を行 って

いたことであろうo｣⑬ と述べ られているが-同 じ芙作国である以上 美作町においても当時の状況
はlLL.]様であったと考えられるO従 って.沢村の検地帳の分析から考察され うる村落構造は,森安彦氏

の研究によるところの練P]村 と同様のものであることがいえるのではないだろうかOつまり,中世の

土素的な大規模良薬経営を行 う名訴人がいるために.安産検地が行われた時点では.東だ小農民を主

体とした近世村落の体制をなしていないということであるD
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これまで,検地帳に見られる村落構造について述べてきたが.慶長倹IRBの意味を今一度明らかにし

ておこうO

まず第 1に,何 といっても年百収奪の徹底的強化であったoそれは,農民の再生産さえ考軌こ入れ

ない樫のものであり,隷属農民の自正化の揮済的条件を尊い去ってしまうものであった.

また,直接耕作者の耕作権を認めることによって作あいを苔定 し,中間搾取を排 して.笹主により

多 くの剰余労働を収めるためであったということであるo当時の大名簡主の基本的政術が.富国強兵

帝であったことを考えると,うなづけるのである｡

このような意味をもつ慶長検地は.封建教主が直接耕作盤民を支配する近世的な土地制度を美作に

おいて成立させたものとして･｢正に画期的な土地改革といわなければならないo｣⑲ であろうO
(4) 検地をめぐる曲民の動き

慶長検jtbが苛轄なもので農民に堅い負担を押しつけるものであったことは,当然盤民の激しい延抗

を生んだのであった.以下.検地をめぐる戯民の舷抗の動きを,r美作一国範 』(2)とr美作一覧紀J
(6)の記述を中心として見てみることにしようQ

蘇忠政入国後 ,｢国円村々EEl畠検地之義は段良八年卯十二月始て選 られ,引続き右手致 し,村々と

も反畝攻は調ふも.田島に上 ･中 ･下 ･下 之々位を付,其円に又田島共-より六 ･七迄之地味位を附

し,是に応する石盛 ･免付等之地坪攻は･殊之外手数相懸る｣㊧ ものであったoそして･rX内には･

魅り役人死去交代 ,村々庄鼠替 り,懸り之百姓も死去焚代に両 ,新らたになりく,余程之手間取に而,

着手後 60年間にして漸く調ひ懸けた｣⑬ のであったor美作-層別 でも,｢荷忠政慶長八卯年寄
三月本･)仙こ入.同年十二月国円村々田島検地可取計旨,村々へ発布す,同十巳年三月田畑検地取扱向

詳細を達 し.同年より怒手す .然れ共.当時村々百姓許助筆記之者殆んと輪にして.業更に捗らず,

加之･村々苦情盲端種々故障ありて容易ならず,七拾年之星常を経｣㊨ たと記 されているOその結果･
｢意外の増租と相成｣ったのであったO

その年頁の割合を見ると.｢森家以前は,田免 (田の年昏率 )三つより五つ迄,畠兜二つより三つ

五分迄之処,検地法を以攻めらる 処ゝ ,下の村に而田免 ヒケヒ分より九つ九分 .畠免四つ弐分より七

つ八分迄 (辺 )に登 り･上の村は十~免と云ふありて･其上反別大に増 したる上之串｣㊥ と.著 しい
増加であったoこの記職の中の,｢三つより五つ迄｣というのは.年貢率が収穫荷の 3割から5剤ま
でということである｡従って,上の村の ｢十一免｣ というのは, 1 1割のことである｡この増租によ

って･｢大体高五首石之村に而･一一時に何首石之増頁租納めずては不相成様成行許当に而｣㊧ という
ことになったのであるoそのため,｢国円百姓八方より赦齢沸.址J.,治 る姐なき有様に両 .終強訴にも

及はん勢ひとはなれり｣⑲ という状況を示すに至 り･とうてい百姓運の受け入れられるべきことでは

なかったのである｡そ して,百姓運は .｢百姓之云ふ処 ,斯 く一時に増税相成 りては,百姓相批難出

来といふにあり,又 ,用水なき村方,或は肥草山更に撫之村方 ,何々之村方に付 ,何を以て如斯貰米

を作 り出し可申哉と云 ･棟 様々 々之困難を悔し欺出｣㊥ たのであ-たo
これに対し,森背は,｢大庄匪不行届より首姓威正といふて.国内大庄臣段 比々の時免職と相成｣

らしめたのである｡⑳百姓連は,こうした窮状にたま｡かねて･｢久米之原七 ･本郷之又石鯛門 ･原の
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作成等 .百姓想代として,江戸表へ放願に駆出軌 ナたる｣が,｢召捕.直く三人井入牢被申付,走れに

同窟之百姓･段段入牢御告めを掛 ナたり｣⑳ という処分を受けたのであるO
掛 まこうした状況となっても.あくまでも強硬解を変えようとしなかった｡｢御代官所よりは,御
上之田畠二検雌し,増税になろうふがなるまいが.百姓共改定敏江は甚た心得連なり.下も江たぎれ

は上も立 ゝざる位之軌 ま,百も知 り切で之布也 .沓静 して産業出精せよと,権柄之達 し｣が出された

のであるO㊨ そのため,憎 正しもの村々にて,手錠入牢申付たるもの鵠百人を知 らすとなん｣状況
となったo⑳

こうして検地の宋成が苛酷なもので,重い負担となり.敵情厳然としていた時,大規模な農民の ｢

逃散｣が起こったのであったOその時の状況 としては,｢百姓共,上に向て歓併せば右之 (入牢の )
次第.此之上は如何共敦方無之に付,此之上は称に祈解 して,古米に相成侯様ともふ して,国内村々

百姓共･伊勢参宮を致すもの足又艶盲人を知 らずJ@ という有様 となり･伊勢参宮に名を借｡ての逃散
となったCそして. ｢道中に佃は,作州之百姓.串良上りしため絶人となりしものと,参宮人を見て

評判せ しとなん,其参零せ し百姓は,粟生にて.冊米 ･仰粉を背負ひ,或は稀下或は野宿して参射せ

Lと,此之取沙汰大坂御城代之耳に入,畳よf)して,斡家的東之Bflへ宜 しからさる様成行 Lといふも

のあ｡しとなん｣次第になっT=o㊥ また･r兵作一党記｣においては.｢新 に於而･実作国は苛鯨
之検地故･年長く群生ざる之軌へあP)Jと記されている｡⑳ このようにして･戯民連は･検地結果の

苛席な買掛 こ対 し.伊勢参りに名を借 りて逃散の方法を持って鑑抗 したので.改姓 ｢伊勢の抜参 り｣

と言われ-県下の逃散の代表的事例として注目されているのである｡⑳

この逃散は,勝田瓢をEF'心として大嵐墳1こ包こったもので,r紡田那誌Jやr豊国村誌｣によれば.
この逃散の結果として,江戸浩の家老各務兵庫が蒋肝の世告で急いで帰滞 し.農民の要求をいれて一

行を粗村させたことは聡かなようで,こうした記録の限 りでは.お伊勢参 りの逃散に成果が見られた

のであったo⑲

こうした良民の抵抗を受けながら,天和 2年 (1682).実に78年の年月を賢し.ようやく侵

終的に検地の決裁をみたのであった｡r美作一覧把 Jに-よると,｢三代目之国王環武代,天和二王成
年に至 り漸く落着したり,未夕苫北部 ･久米南郡之円等には,検地未済之村一 ･二に止らざる茂,碍

府に於両 .実作国は苛酷之検地故.年長く済まざる之昭-ありと云ふを厭ひ,天和二年六月実作一国

検朋 録差出されて･表面郡村隅なく鴇了之車に相成 ｡たり｣⑪ ということであるoまた･r実作一
覧紀 』の,宝暦8年 (I758)の席料 -e宮によるEEl机再検地の際に.｢森家時代田島検地一応相済,
将軍家へ御届済相成 りたるとい-共,常北粂都小鮒 ･背価 ･戸貿 ･東黒木 ･小中原等は来た樫能く調

はざるも,将軍家へ届出差衷たるを以て.俄に相済 したる恥 こ致 したるより.其以来外村々に鼓並合

不相江.田島年卦 こ大なる差違を生し,外検地前の何々-対 し不都合なること御感に相成｣と記載さ

れているo@
このように,搬府に対して.実作国の検地が苛鹿なために終了が遅れていると思われな

いために.検地が未だ実施されていない村落や十分に行われていない村落があるにもかかわらず.蘇

氏は白帯の面目を保つために,天和 2年に検地日段を差 し出して,ようやく検地が終了したのであるO

同年の8月に.検地が出来たということで.大庄屋を呼び出して.功労があったものに褒美を与え,
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そのうち2名を郡代手附下役に任命しているという記載が･r美作-国鉄』に見られるo⑳ これをも
って.森氏の検地は一応の完成を見たのであった｡

注 )(亘X砂 r美作町史稲井中間報告LtJ 22頁- '25頁｡

③ r勝田郡誌J ll頁 ｡
④ (注)①に同じo

⑤ F久世町史｣ 2 68頁 ｡

⑥ 長光徳和 ｢美作の慶長検矧こついて｣(r岡山県地方史連絡協議会報 j3号)o
① ｢戸川記 ｣ 前掲論文より韮引｡

⑧-1L-⑫ 飴 ⑥に同じ｡

⑬ (注)庄)に同じ｡

⑭ ｢備前噂記 ｣ r美作町史編罫中間報告tgJより_7E引.
⑮ ｢美作-関前｣ (r岡山県史｣近世娼煮物 9 14貢. )
⑮ r鏡野の歴史J 史料集(1)】01貞｡

⑳ F実作町史編X･中間報告苫j 39頁｡

⑲ ｢実作一覧紀｣六 (F岡山県史j近出揃事物 1359頁 ).

⑲ ｢森家先代実存｣五 (F岡山県史J だ暮仙 成文.11 5 1頁 )0

⑳ ｢美作-国鉄｣二 (前掲酋 987百 )O

⑬ 長光徳和 ｢実作の慶長検地について｣ (r岡山県地方史連絡協議会報 』3号 )0
⑲ r鏡野町綜合調査報告苗J 3 2頁 ｡
㊤⑳ 租 ◎ に同じo

㊧ 旺)⑲ に同じ｡

㊧⑬ 駐)旬 に同じ｡

⑲ r美作町史稲井中間報告増｣ 4 1頁 ｡
⑬ 楢原下,角幹氏所蔵｡また.r実作町史絹本中間報告ぷJl史料 104貢にも同史

料が収められている｡

⑲ 鑑)⑳ に同じO

㊧ 楢原下,角斡氏所蔵｡

⑲ ｢美作一国位｣二 (前掲か 988員 )O

⑲ 畦)⑬ に同じ｡

⑳ r戊作誌｣序文｡
⑮⑲㊨ 蛙)⑳ に同じO

㊧ r美作町史崩茄中間報告EJ史料の 98白｡
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㊥ 錠)㊧に同じ｡

⑲ 長光徳和 ,前掲論文 ｡

⑬ 森安彦r#斬 り国家の基礎辞退 J第 1軌 第1章 26頁 ｡

㊨ 同上 42頁 O

⑲ 同上 2 7頁 ｡

㊤ 楢原下,角幹氏所蔵Oまた.F吏作町史編纂中間報告ifBJ史料 10 4頁にも同史料

が収められている｡

⑲⑲ 内藤二郎 r本百姓体制の研究 J第 1章 297ページ｡

⑲⑲ 蛙)⑪ に同じ0第1編.第2･輩 71頁.

⑲ F鏡野町綜合調香報告苫3 34･35乱
⑲～物色)⑲に同じ｡

⑲ r鏡野町綜合調査報告1DJ 3J百.
⑮⑳ ｢美作一国範｣二(r臥 し順 史J近胆編茶物 987頁-｢検地免相二付困難之番

付 り,百姓伊勢参り之群｣ )a

⑳ ｢美作一覧紀 ｣六 前掲0 1359貢O

㊥～㊥ 駐)㊤に同じO

㊥ 住)㊨に同じ｡

⑲⑳ r実作町史蔚耳中間報告hj 46乱

⑲ 畦)㊤ に同じO

⑲ ｢美作一覧紀 ｣ 1397乱

⑲ ｢美作一国鏡｣二 (前掲 1036頁 )o

(塩谷 明美 )
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2. 近世 中期 におけ る長村構造

～実作町域を中心として～

(I) 津山藩における農村荒廃

近世を通して.美作国の人口は減少傾向をたどっている｡その原因は.深醗な間引の潜在.さらに

絶入の増加があげられる｡このような現象は.いったいどのような安臥 および背恩で起ったのであ

ろうか｡その点について.商の政解 ･村落構造の変化を見ながら.近世中期を中心として考察してみ

よう｡

まず.藩の奥村政策の基本路線は,典民の余剰生産物の収奪の強化ということになるであろう｡近

世初跡こ実施された.慶長検地 ･寛文の地坪なども最終的な目的は.年責収奪の強化ということに行

きつく.慶長検地では.拝領南185.600石から242,500石になり.56,000石にもおよぶ

改出しが断行されているO①これにより･土地に対して過剰な生産見剛 がなされ･結果的に年貢の増

徴になったわけである｡さらに,約 60年を隔てた寛文年間においては.新たな年貢収奪法として投

免制が実施されている｡これは.田畑を生産高に合わせて7段階の等級に分類し.その等級に応じて

年百率をかえながら課税するしくみで.より確実に農民の余剰生産物を収奪するものであった｡この

段免制の採用で.上の村においては年貢串が100%を越え

なされているとは言っても.当時の鹿民にとっては.破壊的冒

田地さえあり.奥引米で哉分の操作は

さえ言える商年貢であったOそして.

この高年預のために.離村 ･逃散などがあいつぎ.盛村荒廃につながったのであるo次に示す資料は

そのことをよく物語っている｡

-=･(前略)･････.着手後六十年間 (農文年間)こして漸く謂ひ懸けたるや.意外之増 〔雷 〕租と

相成.森家以前- .田免三ツより五ツ造.畠免ニッより三ツ五分之処,検地 法以改 めらるる処,

下ノ村二両田免七ツ七分ヨリ九ツ九分.畠免四ツ弐分ヨT)七ツ八分迄 (辺)ニ篭り.上ノ村/､十一

免と云フありて.其上.反別大二増したる上之事故.大鉢措五首石之村二両 ,一時二何百石之増貢

租納めずて/､不相成様成行弁当二両 .終強訴こも及-ん勢ひと-なれり.百姓之云フ処,漸く一時

二増税相成 りて-.百姓相晩難出来といふこあり.又.用水なき村方,或-肥草山更二無之村方.

何々之村方二仇 何を以て如漸貢木を作り出し可申哉と云.郁々様 之々困難を嶋し救出たれ-･.････

(中略)=-.･常並しもの村々こて.手錠入牢被申付たるも
+
額盲人を知らすとなん

依之.百姓共.上二向て教師セぱ右之次第.此上-如何共数万無之二付.此之上-神二折節 して

頁米之上らぬ様為二入牢被申附たる者.早く御許二相成様と申して.国内村 百々姓共.伊勢参宮を

致すもの是又頼百人を知らず.道中二両- .作州之百姓.年貢上りしため絶人となりしものと.参

宮人を見て評判せしとなん''.- (鍋)a)'‥''
J

このような近世初期におけ

的形態といえる,大土地占有孟

農村荒廃の背景を具体的に考えてみよう｡慶長年間においては,中世

よる典奴主的手作経営が実作国に一般的に行われていた｡しかし.こ

の農奴主的手作経営も次第に分割解体されていく傾向にあり.寛文のころまでには.経済的に自立し

ている等細農民が,かなり存在していたと思われる. しかし.寛文以後実施された段免制は.前述の
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資料でも明らかな様に.そのような零細姓氏の単純再生産すら破壊するものであって.田畑を投げ出

して絶入が続出する縫取となったのである｡

このように.絶入が増加し.人口が減少する傾向は.森氏から松平氏へ政権が移行してもかわりな

く.血相荒廃はさらに探剰なものになっていっ

た｡衷5-6は.美作の人口の推移を示すもの

であるが.近世初更から近世後脚こかけて.碗

少傾向にある布実を指櫛できるのである｡

次に.近世中朋における実作国の農村荒廃に

ついて.考察してみよう｡農民の単純再生産を

無視した農民政策は.前述の遜り近世初願から

行われていたのであるが,山中一段 (草深11

午)を一つの画版として.津体制の矛盾は政化

していく｡事保12 (1927)年に坪山帝は

10万石から5万石に減石されており.ただで

さえ危横にあった庸財政は.年貢の増徴蹄線を

脱することができなかった｡このように財政知

のしわ寄せを,すべて農民伽におしつけてしま

った紡果,曲民は限界状態の生活の中で排 し

表5-6 美作国人口変遷菱

年 号 人 口 指 数

1634牛 鬼永 11年 196.360人 ‖ oo

1670 寛文10 195.661 96,0

1750 寛廷 3 175.168 82,0

1756 宝麿 6 172,431 87.5

1786 天明 6 157.741 80.3

1804 文化 1 152.397 77.7

1828 文政 11 159.850 81.0

1834 天保 5 164.018 83.5

1846 弘化 3 165.468 84.8

注 )r鋲野町綜合調査報告宙｣より転職
つくしており.わずかの自然災蜜が,大きな飢蛭につながr).人口減少を決定的なものとしたのであ

る｡たとえば一宝層6 (1756)年の凶作では.坪山帝の香々糞触だけで354人もの飢人を出し

たほどであった｡生計の成り立たなくなった農民は ｢田畑家財を村方へ投出し,止むなく山上りと称

し野山の端野宋等に小屋愚をして家族一同引移｣ り他人となるものが続出したのであった.④このよう

に絶入が増加していくと.当然.彼らの所有していた耕地には労働者が存在しなくなり,それは惣作

地の増大という現象につながった｡そして.惣作鞄の年貢-は.村方の百姓に筒割となって負担させら

れた｡しかし.ただでさえ人口が減少し.労働刀が不足していた近世中期において.惣作地にそれほ

ど手間がかけられるはずはなく.次至削こ荒地化するのが実情であった.にもかかわらず.生産力の落

ちていく惣作柚には.あいかわらず高免の年雷がかけられ.村方全体の農民が困窮する結果となった｡

このように.雪だるま式に絶入が増加し.盤村荒廃は救いがたい深酷なものになっていったのである｡

(2) 美作町域における近世中期の村落称遮

津山譜における農村荒廃について聴単に述べてきたが.ここでは対象地域を現在の英田都実作町に

焦点をあてて.見ていくことにしよう.美作町域は.轟家断絶以後は.天顔または他領となった村落

が多く.支配の変遷は目まぐるしい｡したがって.このような地域においては.津山藩の農村荒廃と

は迎った形で時代を経ていくことになると言えるO

まず.対象地嬢の支配の変遷を図式化したのが表5-7である｡
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表5-7 美作町域村落支配変遷表

村 (村高) 1697

則 平 村 90,795 韓 倍 (倉敷) 佐 倉(1恒 )幕 俺野卑 1818)津山

樽原 中 村 465.374 山■■ 帯 (土居)( 745) 沼 田 藩

和 田 村 189.043 秦 港 (土居) 筒 (磯野楕)

沢 村 101.685 領 a (台盤) (794)蘇(竜野預)(838)津山
注 ) r美作町史編茶中間額笛む1その他より作製

このように.支配の変題がいりくんでいる地域であるため.総括的に述べることは困難であるけれ

ども･近世中期の残存する村明細帳から,当時の村落の経済状態を推察してみようo①

I)則平村

▲明和7 (1770)年 F村差出帳 』 (抜粋)

一､五穀之外生綿粟帯菱大豆大根仕付申侯

-､虚業之外家業薪縄菰仕慎

一､田方稲妻両毛作不定-御座候秋天気能御座候えば場所宣教所抽上ケ小麦少々宛蒔付申侯

‖)樽原中村

▲享保9 (1724)年 F美作国英田郡楢原中村明細御差出帳 ｣ (抜粋)

-､漆桑茶木御座候へ共商売こ任侠はと.､無御座候

-､かいこ不任侠

-､男作間稜薪木取重なと打尚又牛こやし桁才覚仕正二月二年申出申候藁仕事仕慣慎

一､女稼二は布木綿少 [々=コ 仕険

-､用地之稼不仕慎

一､畑方春作-大麦小麦仕候

夏作-大豆小豆粟稗木綿芋仕候

-､田作のこやし.山土を取作り土いたし人中慎

一､畑作のこやし.下水こへ山土を取炭土こいたし人中侯

▲事保15 (1730)牛『楢原中村jiI上帳』 (抜粋)

-､畑方大豆粟稗木綿銘々入用樫も無御座候

-､田畑肥之儀は出土を取電思肥二仕侯

一､塚は点薬之間男は春は延を綴り縄をなゐ女は漸々入用種木紙仕候

-､かいこ飼快音撫御座 候

川)和田村

▲明和9 (1772)牢｢村差出帳』 (抜粋)

-,当村早風損勝成所二御座候

-､耕作之外男女共棲無御座候
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▲文政5 (1882)年r御好む上帳 ｣ (巌粋)

へ 田畑作物之群 田方は稲作L#生綿小々宛畑方は大小豆粟稗之類作姻申侯

-､戯隙男女共余業耗御座候

lV)沢村

▲畢保19 (1734)年r美作国英田郡沢村表出明細峠Ef(抜粋)

-､田畑共に水幻がら之所こて御座候

-､土地田畑は七分通石砂交 り三分遜-黒土にて御座候

-､---(前略)･･,･･,EEl畑共に川越にて橋御座候ては作方成兼中二付村入用多人中候得共不叶

儀掛け乗り/]す寸にて百姓数も少く難儀之村にて御座候

一､稼 男作方外様無御座候

女は布木綿少々ツツ織候-井手前入用にも足り不中程御座候

-､畑作 麦 ･稗 ･大豆 ･市費 ･ごま･木綿

-､こやし 田方ニ-ともに上に芝草まぜたもの仕用申院地方ニ-芝草けすこゑ仕来り申侯

以上の史料により.近世中期における農村を経済面から検討してみよう｡まず,生産物の中心は米

であるが.それ以外にも粟 ･稗 ･変 ･大豆などの穀物類を中心として生産されている.しかし.年頁

の中心が米納であるため.日常の食生活を支えるものとして生産されていると考えられ,商品作物と

しての意味はほとんどなかったであろうO注目すべき点は.各村とも壌分の綿作をしており.これは

商崩作物として生産したものと思われるが.それも明細帳から判断する限り.それほどの生産蚤があ

つたとは考えられず.農民の経済状態を好.転させる大きな蟹田にはなり得なかったであろう｡また.

農閑期のぞ稼ぎなどもほとんどみられず.馨や純などの盛具を作艶しているにすぎない事実がわかる｡

このような却実から判断すると,農民の経済的成長が促進されているとは患われず,農民の生活は限

界状感にあったであろう｡

ところで･元禄11(1698)年の剛平付の棚 細管 よると･家数は13軒･そのうち本百姓
7軒,隷属農民である名子は2軒.家来は4軒であるQ しかし.本百姓 ･名子･家来にかかわらず,

そのすべてが家族を形成し.独立した一軒に居住している事実がわかる｡慶長年間においては,隷属

農民は曲奴主の豊敵に居住するのが麦作全体の憤向であったから,この時点においてかなりの変化が

表れてきているといえる｡

また.畢保15 (1730)年の防南郡行屯村の名寄帳 (表5-8)をみると.大輔持層がみられ

ず.中小怨民が多く存在していることがわかるoこのように.大霜侍が分割され.持宿が平坦化する

のは.実作国の全体的傾向と言えるが.美作町域についても同様の憤向であると考えるならば.自立

小農民がかなr)の割合で存在していたと言えるo しかし.先に検討 した通り.そのような農民たちの

経済的成長は乏しく,経営規模が小さかlっただけに.自然災薯などの彫野を受けやすい.弾力性の乏

しい状態であったと言えるであろう｡

(3) 沢村の人口減少

美作町において.近世中期を適して人口変藩を泊えるのは.沢村以夕日こないため,沢村に焦点をあ

てて検討していきたいと思う｡ただし.沢村は,前述の村明細帳からもわかるように.川ぞいに位置
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第5-8表 学保15年 (1730)行廷村名等帳

石 高 階 層 戸 数 ′′ 持 爵 集 計 %

15- 20 1 3,7 15.458 12.8

10-- ユ5 2 7.4 23.845 19.7

5-) 10 5 18.5 28.863 23.8

3- 5 9 33.3 37.642 31.1

1～ 3 7 25.9 13.847 ll.4

OJ-1 3 ll.1 1,516 1.3

0 ? - ? -

注 )1.｢近世作南農村資料JP125の名寄帳より作製｡
2.出作 ･入作は含んでいない｡

し.水害の影響を受けて耕地が荒れやすいという特殊な条件があり.そのことが人口減少を助長して

いたと考えられる｡従って.沢村における人口減少はやや癌端であることを.前もって明記しておき

たい｡

まず.沢村の人口推移を示したものが表5-9である｡この表から判断すると.18世紀を通 して

激しい人口減少の傾向がみられ1人口が最低となる安政年間では.学保年間と比較した場合,40%

弱まで落ちこんでいくのである｡美作国全体の傾向からみると,事保年間ではすでにかなりの人口減

少があったと推察され.沢村の人口減少は.近世初頭と比較すると,もっと極端であると言えよう｡

さて.このような沢村の極端な人口減少の乗願について具体的に考察してみよう｡まず宝膚年間の

人別帳から,人口細末をグラフにして示すと図5-1のようになる｡図5- 1で注目すべき点は,0

-20歳代において.不自然に男子数が多く,さらに.0-10歳代の人口比が小さい,つまり子鉄

が少ないという事実がわかる｡これは.間引が潜在的に行われていたことを推察せ しめる｡

さらに.天明年間の読門人別帳を検討すると.1人住いの虚家が5軒もあり.このような農家がや

がて消滅するのは.むしろ当然であろう｡また串保から天明にかけて,人口は40%も減少している

のに対 して.家数は2軒 しか減っておらず.この間の人口減少は.船人の増bltというよりも,潜在的

に行われた間引により次掛こ人口が姐少していったと考えられるのである｡

次に,宗永から安政にかけての変化についてみてみよう｡表5-9によると.家数は6軒も減少 し

ているのに対して.人口そのものはそれほど減少 しているとは言えない.これは間引が減少して家族

の構成人数が増えたことを意味する｡ しかも,荷持百姓の数はそれほど減少していないのに対して.

無高の百姓は帝未に到って.ほとんど姿を消している事実がわかる｡

このように考えると,宰保から天明にかけては,間引などの口滅Lによる人口減少であったが.

19世紀以降の人口減少は.無宿層などの.経済的に椴も弱体な曲民の絶入によるものと言えよう.
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表5-9 沢村における人口推移

年 号 西 暦 出 典 文 か 人 口 指 数 軒数 膚 慧 午 .局

苧保 19 1734 沢村差出明細帳 109 100 23 ( i… 7.1

宝暦 2 1752 宗門人別攻帳 82(季公人4) 78.9 23 (13 7.1

天明 4 1784 〟 69 63,3 22 (1三 7.1

〝 5 1785 〟 64 58.7 ? ( 6.1

〝 6 1786 〟 61 56.0 21(1… 6.1

寛政 6 1795 英田郡様子大概帳 63 57.8 21 6.1

文政13 1830 宗門人別攻母上蝦 82 56.9 17 (1去 6

嘉永 4 1851 ｢東作誌｣より 48 44.0 15 ?

安政 2 1855 寺宗門帳 44(外に召仕6) 40,4 10 7

〝 3 1856 〟 44(_外に召仕5) 40.4 10 7

n 4 1857 〟 42 外に 38.5 9 6

安政 5 1858 御仕照五人組人別帳 43 39.4 9 ( ; 6

慶応 1 1865 寺証文昏 52(召仕 6) 47.7 9 7

症)｢宗門人別帳｣ ･｢寺 宗 門帳 ｣ ･｢五人組人別晩｣等は英田郡轟作町楢原下 角 幹氏所蔵文軌こよる｡

そして.弱体な姓氏が離村 していく一方で.残った首姓たちは陶冶され.19世紀になってか らは.

経済的にも成長し.家族の構成人数も増加 していったのである｡こうして,絶入が見られなくなった

蒋未に到っては.人口は増加 していくのである｡

ところで.沢村の人口減少のもう一つの蜜因として考えられるのが.商業地域である倉敷村が鮮度

していることであるoa叡村は.吉野川 ･梶-Jk川の合流点に位思 し.当時の物資輸送の主役であった

荷栃舟の胡荷の集朝地として.近世を通して栄えた町である｡ この倉敷村には.流民がかなり居住 し

ていたことは確かであるが,肝心の倉敷村の文.耳が残存 しか ､ために.人口の集中状況などの具体的

な事実を確認することはできない. しかし,次に示す ｢触｣は.倉敷村 などの町場に人口が典中 して

いる額実を教えてくれる.

1､他国 ･他領併他構 ･他村江住居不相成.前々定法之処.近来贋二心相 .就中.久世 ･倉敷 ･林田

村辺家別多 く.別而如なる趣相聞.等閑不垢之啓二候 .他国 ･他領-不及申.地積 ･他村へ到庄

居候もの者.早々呼戻 し可申･-I- (後略)--⑦

このような訴実から判断すると.自らの土地を所有せず.従って土地に束縛されなかった無南の農

民が,生活の榎を求めて一町場に典任していったと考えるのは,妥当であろ●う｡そ して沢村において

は.水害の膨好をまともに受けやすかっただけに.そのような傾向が顕著であったと言えよう｡
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図5-1 沢村年代別人数構成グラフ 注)宝暦 2(1752)年 宗門入別帳より作成

(4) まとめ

後進地域と言われる実作国は.下田や畑の占める割合も多く.しかも.商品作物の生産や,点某以

外の皆稼ぎに期待できず.農民の経済的成虫がみられなかった｡にもかかわらず,年Ei-は増徴路線を

変更しなかったため.曳民の生活は常に限界状態であり.自然災書などを決定的な英機として人口が

減少していったのである｡それでも支配者胤は.なんら抜本的な対衝もしないまま.戯民を強制的に

支配することだけに固執したために.農村荒廃がさらに深鮭なものになったのであるoここに私たち

揺.封建制の大きな矛盾を指摘することができる｡滞米に到って.曲民が経済的な成長を遂げ,人口

が増加していくのは.農民自身の力による成L=,と言えようo

注)① ｢久世町史｣ 268- 269乱

② 同 上 270頁O

③ ｢美作一国鍵｣ (I'岡山県史 J近11t編寄物 987貞)a

④ r位野町欝合報告bJ 60白.

(9 F美作町史編笥中間報件古』83- 108頁O

(む 同 上 83乱

⑦ ｢郷中御条目｣(r岡山県史J坪山藩文啓578-日)｡
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3, 近 世 中 後 期 におけ る農 村 の特 質 と,義 民 の 存 在 形 態

一美作国英田郡沢村を対象に-

(1) 問題の所在

18世紀後半期以降,美作国の良村においては,手金荒地の増大 ･人口減少に象徴されるr投付荒晦が

広くみられ,節壬にとって,そうした現象への対応は,深刻かつ自らの存続にかかわる誌大lf問題と

なってきていたO

安永元年 (1772),当時,美作国の内5万石を有していた砕LJ｣薪においては,藩主松平蔚致自

らが中心となって徳政改革に着手している.それまでの洋の財政逼迫の都債をきりぬけようとして採

られた加地による年貢増徴鞭の強行によって,良民は夜幣しつくし,範主の存立基盤である段村は危

例的様相を里していたのであるO

また,天明7年 (1787)に久1Lr代官に就任した早川八郎左衛門は,就任すると同時に領内を姻

村して,忠相荒廃の実情を把握しようとしているC政は.赤子間引を禁止し, ｢村 手々余常田脚高超

返手当銀｣を与えて,人口減少 ,事余荒地増大を防ぎ.倹約を典励して腿村復興に尽力したO

が,こうした改革は,皮相荒廃克服の本質的な解決衝とはなり得なかった｡なぜなら,そうした改

革が封建蘭主ゐ手によるものである限り,その攻拳は,執主の存立基盤の維持 ･強化,即ち,年貢米

収入の確保が目的なのであり,''後ろ向きの改3'〟でしかあり'(TFifJ:いからであるO

いわば ,盟村荒廃は,この時別の#離体制的支配のもつ構造的予盾の村i菜であり.本来封建政治の

中に内包された予盾の表現であるともいえるO従って,美作町域の近世中期及び後蹴lこおける#滞体

制的支配のあり方や,良民の動向を考える上で,堤村荒廃は重要fL意味をもつものである｡

段村荒廃(こ関する研究は,荒廉現象が顕著であるときれる関東腹材を対象とするものが数多い｡そ

の一つ,広瀬陸久氏の ｢段村荒廃過樫と中層良民の獅向-化政朋下野段村における-｣は,血相荒廃

渦度を次のように定義 しているO ｢出村荒廃過程とは.単なる既成の窮乏のみではなく,さまざまな

Bj!由によって段民が村を去り,それにつれて不耕地が増大していく傾向,それが慢性的に進行し,社

会的政治的問電化したとき,その過程を呼JL'ことにする｣｡そして,さらに ｢荒騰過程における出村

では没落盟民の村外流出と土地の発現,央中の未熟にJ:り,申Iil既民を主とした構成になっている｣

と指摘しているOまた,位相荒廃の原因として,研究史上位大公約数的に指摘されている点として,

次の4点をあげているO

①月封寸の生産力の低さ

②近世における ｢小段｣自立の脆弱さ

(参特に苧保改革以降の#府による年貢収帝の葡萄き

④生産話力の発展に盟付けられない市場-のまき込まれ方,つまり弼人を主とした債幣経済の段民

-の浸透

以上のような視点に導かれながら,荒廃親La村の特電.及びその下におけるLn民の存在形闇につい

て.美作国の-村落 (美作国英田郡沢村 一 現 美作町構原下 )を対象 として,具体的に検討してい

くことにする｡
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(2) 対象地域の概況

対象村落である美作国英田郡沢村は.美作国の東部,ち 1うど勝南都 と英田郡の貨に位超する.村

高 100石余の村である｡

沢村は.元録 10年 (1697)森家斬絶後.幕頗となり.寛政6年 (1794)漢では.金敷代

官所の支配下におかれ.ついで滝野頚とな り,天保 9 (1838)午.坪山松平常に編入される｡ こ

こでは,幕領時代,.特に宝暦期以降天明掛 こ至る時期を対象として取扱 う｡

表5-10は.寧保 19年封8月 ｢美作国英田郡沢村差出明細帳｣により.沢村の耕地の内訳を示

したものである｡

本田.5町8反 6畝3歩に対 し.本畑,7反 2畝15歩と.EEl方が約 9割を占めているO

ここで注Elされるのは.前々永引.石砂入引としての荒引布の平均が.約 25%という高い数値を

示 していることである｡ この年の村高から.こうした荒引布を差引いた残 りの毛付掛 ま.75石 6斗

8升ということになる｡ これは,相宿 (新田畑高を含む101石 6斗8升 5台 )の74.4卯こ相当する｡

沢村は.勝南郡 と英田郡の問を流れる梶itE川ぞいに位愚しており.沢水の影野を受けやすく.その

度に耕地は荒されていったのである｡

以下. ｢宇保十九年貢八月.美作国英田都沢村差出明細l帳｣の記述を抜粋 して引用 してみよう｡

-､EEl畑共-水損がち之所二て御重慎

一､田方不残用水掛りにて御座候.但郎並川水引取申候

-､御杯山無御座候

-､百姓特称山無御座候

-､株場当村之内二無御座候

-､ 当時より同郡楢原下村山へ入会こて.薪取申候得共.山銭-出し不申侯.節不足之分.､隣郷二

三里外村こて年々買来 り申候

-､家数二拾三軒 拾二軒昂持

拾一軒無高

此人数 百九人

内男六拾人

女四拾九人

午七疋

局-疋

-､当村.山附川端成在所にて御座候.当村之儀水損多村 こて家へ水入中二付.楢原下村之内当村

より越石の畑方を屋敷二仕候

-､土地田畑は七分過 り石妙交 り,三分鵡-魚土にて御座候

-､小物成運上 円

米六 斗六升九合 定納 米鵡代

銀二匁二分 定納 川遡上

此外運上物部而納不束慎

一､甫掛 り上納物

内六尺給米 御伝馬楢入用 御俄前入用
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此外面掛 り物上納不仕候

-､御口米銀 定-本途井口重代共二.一石二米三升宛,小物成川運上二匁二分之口銀.百Elニ付

三匁つ 之ゝ枇り納来 り申候

-､稼 男.作方之外様撫御座候

女は布木綿少々ツツ轍侯-共.手前入用にも足 り不中程に御座候

-､当村より楢原下村へ出作田畑高五十石御座候

-､当村より明見村へ出作田畑宿六石四斗五升七合御座候

-､当村より原村江出作田畑苗三十五石御座候

-､明見村より当村へ入作田畑高一石二斗御座候

以上のことから,沢村の耕地は.水害を被 りやす く.荒れており座業生産に適する土地柄とは言い

難かったこと.従 って.沢村農民は.楢原下村 .明見村 ･原村等の近隣村落へ出作せざるを得なかっ

たことがわかる｡

農業生産の外に主たる塚はなく.村高 100石余 りに過ぎない村に対し.109人の人口は,おそ

らく.収容能力のぎりぎりの限界を示すものであっただろう.また.この時,石持 12軒.無碍 11

軒と.ほぼ 1対 1の比率で存在 していたことも注目される｡

次に帝領時代の沢村の年芳負担の変超をみておこう｡衷5-11は.沢村の年貢割付状から作成 し

たものである｡

宝永朋-畢保期にかけて年貢串が上昇し.畢保期-元文L馴こそのrj隈に遷する｡宝暦 9年 (1759)

､兜政初年にかけて年貢率は一定する｡寛政 6年 (1794)葱野矧 こなると.年古事は 56%台に

上昇する｡ しかし.克政7年の大洪水により,毛附店が減少したため.牛質収納故はむしろ減少 して

いるoそして,文化10年に至るまで,毛付荷の減少にもかかわらず.高率の年貢が課せ られ続ける

のである｡文化 10年に,毛付高の大幅な増加を見.以後天保 6年まで.年頁率は漸増の傾向をみせ

ている｡

この時朋の年昌収取形態一定免制及び銀納利一は.戯民を苦 しめ,盛業の生産力.虚民の生産意欲

はともに低下 していったのである｡

以上.対象村落の概況.及び年頁収奪のあり方をふまえた上で.次に,荒馬初段村の特質を具体的

に検討 してゆくことにしよう｡

(3) 荒廃朋農村の特質

まず.荒地の存在についてみてみることに しよう｡｢文化十年 荒所小前if上帳｣によって.荒廃
地の内容を検討してゆこう｡

<史料> ｢文化十年九月 荒所小前Ihr上帳 美作国英田郡沢村｣

村高 101石6斗8升5合 此反別 6町8反 12歩半

田fIB- 63石 3斗3升 此反別 3町8反 7畝24歩
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表 5-11 沢村の年告収奪の変遷

諾引高 毛付高 取米碍 毛付 免(% ) l 諸引砧 毛付粛 取木苗 毛付免

㈲24.235 ㈲76.252 ㈲ CEa 旺i 伝) (%)元禄10(1697) 56.71774.38 20 33.999 66.488 45.90969.05

ll 〟 〟 49.440 64.84:元文 一(1736) 61.61038.877 26.37067.83

12 〟 〟 47,093 61.761 2 34.95965.52841.89563.93

13 25.31575.17247.132 62.70 3 33.93066.557 39.63959.56

14 24.42576,06248.29963.50 4 37,408 63.079 38,16960.05

15 41,607 58.880 38.27265_00 寛保 1(1741) 22.00378,484 34.53744.01

16 24.58575.90249,818 65.63 2 〟 〟 41.84053.31

宝永 1(1704) 24.61575.87247.9516320 3 〟 〟 44.89557.20

2 28.79571.692 45.48j63.4Ll 哲学 1(1744) 21.11579.37145.22956.98

3 24.61575.87247,484 62.58 2 22.48778.000 41.31152.96

4 27,76172.72645,090 62.00 3 21.11579.372 42.24253.22

5 27,12973.358 47,69165.01 4 20.42580.062 42.35352.90

6 24.615 75.87249.45065.18 定蟹 1(1748) 20.33580.152 43,13853.82

正徳 1(1711) 28.560 71.927Ll6.035 64.00 3 20.33580.152 43.67854A9

2 28.866 71,62945.764 63_89 宝暦 1(1751) 〟 〟 45.22956.43

3 24.61574.83847,89664.00 2 〟 〟 〟 〟

4 〟 75.87249.61065.39 3 〟 〟 〟 〟

5 〟 〟 50,34166.35 4 19,78180.70645.55156.44

-P保 1(1716) 28.17872.30948.08566.50 5 〟 〟 〟 〟

l 2 27.29173.19650.432 68.90 6 〟 〟 45.59656.50

3 24.61575.872 53.62670.68 7 ユ9.56580,922 45.63956.40

4 〟 〟 52,868 69.68 8

5 9 8.54391.944 45.75949.77

6 25.15575.632 51.97568.72 10 〟 〟 〟 〟

7 ll 〟 〟 45.91149.93

8 21.213 76.65251,353 66.99 12 〟 〟 〟 〟

9 〟 79.274 51.530 65.00 13 8.251 92,23645.98649.86

10 〟 〟 51.91565.49 明和 1(1764) 〟 〟 45些コ
ll 2 8,20992.27845.99449.84

12 29,214 71.27348,344 67,83 3 8.209 92,27846,00349.85

13 4 〟 〟 〟 〟

14 21,98474.56350.57667.83 5 〟 〟 〟 〟

15 6 〟 〟 〟 〟

16 27,94072.54749,209 67.83 7 〟 〟 〟 〟

17 28.02072.46749.155 〟 8 〟 〟 46,01149.86

18 56.95943,52829.525 〟 安永 1(1772) 〟 〟 〟 〟

江 ) ｢沢村年貢割付状｣ (角家文啓 )より作成
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諸引高 毛付高 取米苗 毛付免 請鼠Fu-毛付蕗 取米由 毛付 免伝) 防) 伝) (%) aj) 飼 (潔)

安永 3(1772) 8.2n992.27846.01149.86 2 36,29364.19436.42256.74

4 〟 〟 〟 〟 3 35.477 65.01036.89856.76

5 〟 〟 46.019 49.87 4 34.61565,87237,27256,58

67 〟 〟 〟 〟 5 〟 〟 37,274 56.59〟 〟 6 34.33566.15237.437 〟

8 〟 〟 〟 〟 7 32,589 67,898 38.386 56,53

9 〟 〟 〟 〟 8 32.30968.178 38,54956.54

天明 1(1781) 〟 〟 〟 〟 9 〟 〟 〟 〟

2 〟 〟 〟 〟 10 6.973 93.51439.84742.63

3 8.06992A18 46.02749.80 ll 〟 〟 39,493 43.30

4 〟 〟 〟 〟 12 〟 〟 41.139 43.99

5 〟 〟 〟 〟 13 〟 〟 〟 〟

6 9,573 90.914 45.150 49.66 14 〟 〟 〟 〟

7 〟 〟 〟 〟 文政 1(1818) 〟 〟 41,29344.16

8 〟 〟 45.15549.67 2 〟 〟 〟 〟

寛政 1(1789) 29.76170,726 33.662 47.59 3 〟 〟 〟 〟

2 25.037 75.450 34.334 45.51 4 〟 〟 〟 〟

3 21,75378,734 38,219Ll8.54 5 〝 〟 〟 〟

4 〟 〟 〟 〟 6 〟 〟 42,47145,42

5 20,28380,204 39.08648.73 7 〟 〟 〟 〟

6 14.511 R5.97640.398 46.99 8 〟 〟 42.475 〟

7 81.12219.365 5.912 30.53 9 〟 〟 〟 45.40

8 25.278 10 〟 〟 〟 〟

9 50.82149.66628,186 56.75 ll 〟 〟 〟 〟

10 41.06759,420 33.722 〟 12 〟 〟 〟 〟〟ll 39.66560.822 34.540 56.79 天保 1(1830) 〟 〟 〟

12 38,48162,00635.231 56.76 2 〟 〟 Jl3.685 46.70

乎和 1(1801) 36.81763.67036,141 56.76 3 〟 〟 〟 〟

2 35.67764,810 36.80656.79 4 〟〟 〟〟 44.03547.093 47.87352.614 29.66356.38 5 〟 〟
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24歩

18歩

1反 27歩

2反歩

1反6畝 3歩

9畝3歩 道渦代永引

4反 6畝 6歩

此反別 2町3反6畝 3歩半

此反別 1町7反5畝歩半

此減米 13石6斗7升

此反別 6反 】.畝3歩

此減米 3石

此反別 1反 9歩

此反別 3畝 15歩

此減米 2斗8升

此反別 6畝24歩

此減米 2斗2升 6台

前々川欠 村中持

前々日欠 村中持

前々日欠 村中持

前々川欠 村中持

寛政七卯川成 り 村中持

右同断川成 り 村中持

1畝歩 右同断川成 り 村中持

2畝18歩 右同断川成 り 弥≡左循門

2畝21歩半 右同断川成 り 定八

3畝27歩 右同断川成 り 弥≡左即 勺

6畝21歩 石和断川成 り 同人

1畝 右同断ILi成 り 同人

18歩 右同断川成 り 他人

ユ反 3畝27歩 石岡新川成 り 同人

2畝 15歩 右は掛 川式り Illj人

8畝15歩 右同Wr‖成 り 貰rF

24歩 右同断川成 り 同人

右帽qrll慨 ,) 同人

右同断州成 り 同人
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一､下々畠田 8畝

-､下田 4畝

-､下々白田 1反 3畝24歩

-､下田 1反 2畝 12歩

-､下田 1反2畝21歩

-､下々白田 3畝 27歩

一､上白 3畝 6歩

-､下島 1畝 6歩

-､下島田 15歩

-､下々畠田 7畝 12歩

-､中田 27歩

-､中島 2畝 21歩

一､下田 1畝歩

一､上田 18歩

-､下々白 1反1畝21歩

一､下々白田 2反歩

-､下田 5畝 27歩

-､下田 6畝18歩

-､下々声田 5畝24歩
一 新田
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々
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上

中

下

下

新

田

田

田

一員

3畝15歩

6畝 24歩

2反 9畝 3歩

1反8畝24歩

6反1畝12歩

3畝 15歩

15歩

6反5畝6歩半

2反 1畝 12歩

3畝 15歩

3畝 12歩

畠 3反 2畝24歩

々畠 6畝 24歩

右同断川成 り 新左衛門

右同断川成 り 同人

右同断川成 り 弥三左衛門

右同断川成 り 同人

右同断川成 り 同人

右同断川成 り 同人

右同断川成 り 筒へ

右同断川成 り 同人

右間断川成 り 同人

右同断川成 り 猶右衛門

右同断川成 り 弥三左衛門

右同断川成 り 同人

右同断川成 り 同人

右同断川成 り 同人

右同断川成 り 同人

右同断川成 り 同人

右同断川成 り 同人

前々川欠 村中持

前 川々欠 村中持

蒐政七卯川成 り 弥三左衛門

右同断川成 り 同人

石蕗 18 霜5石 2斗 3升8合

石盛 16 高■3石8合

石盛 14 高8石 5斗9升 6合

石盛 14 高 4斗 9升

石癒 12 蕗 6斗 ⊂二二 ]
石盛 10 粛6石 5斗2升 1合

石感 16 高■3石 4斗 2升4合

石感 14 高 4斗9升

石盛 12 蘇 4斗 8合

石越 10 高 3石2斗 8升

石盛 10 高 6斗8升

小以砧 32石 1斗9升5合 此反別 2町 4反 6畝 12歩半

内 田反別 1町 7反 8畝15歩半
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畑反別 6反 7畝27歩

実作国英田郡沢村

年寄 新左衛門

兼帯庄呈 伊右衛門

これによれば.文化 10年における沢村の荒地有は.32石1斗 9升5合であり.村高の約32%

に相当する｡そして.これらの荒地は.洪水による被晋を受けたものである｡

年貢割付状によって一諸引宙の変化を追ってみることにしよう.先の袋5-11をもとに.帯引布

の変化をグラフにしたものが図5-2)である｡

寛政元年,寛政七年,寛政九年は.大洪水のあった年 とされており.その年に.諸引布が急増する

ことは.沢村が洪水の彫守をまともに散らざるをえなかったことを示すものに他ならない｡

先の ｢文化十年 荒所小前IF上帳｣が作成された年に.諸引宿は,6石9斗7升3合に激減し.以

後明治初年まで一定する｡ (天保 7年は例外で.この年の詩引掛 ま21石1斗5合となっている｡)

これは.文化 10年に荒地の放言馴こひき続き.大がかT)な起返が行われたことを予樋させるが.それ

を証明できる史料を欠くCあるいは,耕作不能の土地をも強引に本免入れとされたものであろうか｡

この点については,今後の研究に朋することにしたい.

また.村中指の田畑が.かなりの割合を占めていることが注目されるO面班にして8反,荒地紘面

額の3分の1を占めている｡

次に,この時期の沢村の人口 ･戸数の変化をみてみよう｡この時期の人口 .戸数のわかる史料とし

ては.宝暦2年の宗門人別改帳.天明4･5･6年の宗門人別改帳.寛政6年の ｢英田郡様子大概帳｣

文政13年の宗門人別改題上帳が存在する.それらをまとめたものが.表5-12である｡

袈5-12 沢村の人口 ･軒数 ･牛馬数の電化 (宝暦2年-文政13年)

年 代 史 料 人 口 軒数 f霊慧 午 . 局

宝暦 2年(1752) 宗門人別収帳 82人 23 (13 71

天明 4年(1784) 宗門人別蚊帳 69人 22(1 57 71

天明 5年(1785) 宗門人別攻娠 64人 61

天明 6年(1786) 宗門人別攻帳 61人 2 1 ( 1… 61

寛政 6年(1795) 英田郎様子大概畷 63人 21 61

文政13年(1830) 宗門人別改8上板 62人 17(1去 6
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図5-2 沢村の年員割付状における緒引局の変化 (宝暦元年～文政 4咋 )(点線部分は史料欠 )
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衰5-12からは.① 苧保19年に109人であった人口が.宝暦2年には.82人にまで減少 し

ていること｡C2:)さらに.それが天明4年には.69人まで減少 し.文政13年まで.ほぼ停滞的であ

ること｡負)人口の急減に対して,軒数の変化は小さいこと｡④ 牛馬数は.ほとんど変化していないこ

と｡これらの点を指摘することができる｡

軒数の減少を伴わない人口の減少,これは即ち.一戸内家族数の減少を意味するものである｡その

要田については.複雑に様々の素因がからみ合っており.単純に理解すべきものではないだろう｡が.

あえて.次の2点を考えられる要因の一つとしてあげておこう｡

その第-は.間引き.堕胎によるものである｡単純再生産さえ危いような,ぎりぎりの生活を強い

られている貧塵屑にとって,赤子一人増えることは.大変な負担増につながったであろうO従って.

それ以上家族が増えると生活が成 り立たなくなるような場合.人為的人口制限として.間引き.堕胎
を行って.家族数増加をおしとどめたといたことが考えられる.第二に.口減 らしと労働力販売を目

的として.家族労働力の一部を村外に放出していたことが考えられる｡

以上,荒地の存在状況と人口 ･軒数の変化から.宝腰細-天保期に至る沢村の構造的特賓をさぐっ

てきたが.この時RfFの沢村の特質としては.次の韓点があげられる｡

① 沢村は.川ぞいに位置するため.洪水の影響を受けやすく.一時に荒廃地が激増する.

② 村中持とされる荒廃地が多く存在する｡

③ この時期の人口減少は.ほとんど軒数献少を伴わず.一戸内家族数の減少によるものであるo

(那.寛政6年から文政13年に至る間の変化は.人口が1人減少するのに対して.軒数は4軒減

少しており.これにはあてはまらない｡)

(4)農民の存在形億

ここでは.農村荒廃下における農民の存在形月別こついて険討していく｡表5-13･表5-14･

表5-15は.宝暦2年 ･天明5年 ･文政13年の沢村の宗門人別帳の記職を.持砧の多い者から,

順に並べて作成したものである｡また.表5-16は.それらをもとに作成 したところの沢村の農民

階層構成表である｡これらの分析により指摘できる点を列記してみよう｡

1)宝暦2年における最高所持掛 ま.弥兵衛の48石4斗 8升6合.また.天明5年における最高

所持拓は.和七の47石3斗 9升と他を引き廃す土地所持を示しているのに対し.焚政13年

の環布所持高は19石2斗1升4合に低落している｡

2)農民層分解の 仕方 は ,中層に簸中するというよI)ち.むしろ,全体的に没落してゆくような

(いわゆる式場分解 )の傾き相を_%している0

3)牛馬の所有に関しては,一貫して上位土地所持者がこれを所有している｡

4)一戸円の平均家族数を井出すると.宝暦2年 3_8人,天明5年 3.0人,文政13年3.25人と

なっている｡

5)宝暦2年には一名子1人.家来3人の存在が認められるが.天明5年には.名子1人のみにな

り,文政13年には.名子,家来の存在は認められない｡
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表5-16 沢村虚民階層栴武義

宝 暦 2 年 天 明 5 年 文 政 13年

50石以上

40--50未満 1 1

30～ 40

20-30

10-20 1 1

8--10 1

6..-8 1

4-,-6 2 2

2-4 1 2 1

0-2 10 10 5

無 拓 8 7 6

これらの点は.農民の土地所持による襲面的な階周構成のみに頓る分析であり.亜民の実際の存在

形瀞はつかめていないと言わざるを得ない.が,史料的制約があり.個人の農薬経営内容や地主小作

関係の腰開度.商品作物親噂の展開度等を明確にすることはできなかった.

ここでは.この時期.盛民経営が弱体化,ひいては絶入化していったということ.またその過程の

中で.愚民身分はフラIyトな関係へと変化していったことを指摘するにとどめる｡

(5) むすびにかえて

以上.述べてきた点を要約すれば.水害に悩まされ.生産力の低い土地から高率の年貢収奪が行わ

れたことにより.沢村の曳家経営は破錠へと追い込まれていった｡大高持層の没落 ･貧戯層の絶入化

がみられ,事保19年において.109人だった人口は,文政 13年には,62人にまで減少してい

く｡こうした人口減少は.とりもなおさず,沢村の人口収容能力の低下を示すものといえようo

とかく.統計的数値を用いた表面的な考察に終始してしまったことを反省し.農村荒廃の内的要田

及び.より具体的な荒廃朋虚村の特乱 良民の存在形態の検討を今後の課題としたい｡

(日笠 百合子)
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4 近世美作における入会権をめぐる争論について

近世,美作国東部(現英田那美作町域 )においては,支配の複雑さや虚業生産性の低さなどとも絡

みあい,入会権に関しての争輪もいくつか起こっているoここでは,安永4年 (1775)入EEI村と

明見村,天明2年 (1782)入田村と三海田村,弘化3年 (1846)中尾村と明見村で起きた争

論について取 り上げてみたい｡

この地域は,元禄 11年 (1698)の那割改定により,吉導引Hを備作の国境周匝から北上し倉敷

(現美作町林野 )からは梶並川を結ぶ河川を境に束が英田郡,西が勝南部に分けられるが,対象とな

る村は吉野川とその支流の梶並川の二つの河川流域にわずかの平野部が開けているだけの山間地形上

に位置する典型的な山間曳村であるo

次に対象地域の近世における領主支配の変速であるが,現在の美作町域の近虻農村は45ケ村が考

えられるが,慶長8年 (1603)2月から元禄 10年 (1697)8月までの95年間は津山森藩

領 (蓑高18万5,500石)であった｡そして元禄10年の森家改易に伴い,一時等府直頼領となり,

翌元禄 11年 (1698)津山には柘10万石をもって松平電雷が入封するが,近世中期のこの地域

は津山松平藩頚とはならず,倉敷 ･土居代官所を中心として等府領として支配される｡ この後明和3

年 (1766)倉敷陣屋廃止により代官所支配から及井野藩 ･篭野帯などの大名腐りによる支配へと

転換していくが,事保期中期頃からは上野岡田帯･下絵佐倉番･但馬出石藩の私筋の飛び領に編入され

る村 もあり,しだいに錯雑な筒主支配領域を形作る｡近世後王剛こ至っては文政舶～天保掛 こ津山松平

港税になる村が多いが,#府領のまま明治に至る村 もある｡

争論で対象となる村について見ると,三海田村 ･中尾村は代官所支配,及井野頚り(播磨国及井野

藩主森氏が延事2年 (1745)から寛政6年 (1794)まで美作幕府領を預る)･商野預りと#

府領が続くが.天保7年 (1836)-9年(1838)の樺山藩帝地荷番えの際,坪山松平藩領に

編入された村である｡

入田村 ･明見村の2ケ村は延学2年 (1745)より但馬出石帝王仙石氏の領有となり飛び蘭とし

て支配される
oOこ
のように美作町域は複雑な領土支配の変遷が行われたわけだが.めまぐるしい領主

支配の変遷と,入り乱れた支配地域の形成が,この地域の争論における遠因となったと考えられる.

戯業生産状況を概観してみると,入田村の場合,畑方率が40飾余に遜する.入田村の場合は梶汲

川流域であるにもかかわらず狭陰な山据への立地のためであるo②又･入田村は畑田率が比較的副 ､

のだが,畑田とは ｢畑南の場処といえども,用水掛 り稲作を仕付て試み,弥く始終田にも成べき場処

なれば願出畑田成に致す｣もので,畑田成によって田方の増加が行われたものと考えられるo田畑の

隅 についても･下田q)下畑などの低品等の- 拓く･耕地に怨まれているとは言い軌 ､O④
ここで,森藩政による入会山設定について述べてみたい｡｢美作一国鍵｣によれば承応3年 (1654)

に山林検地の達しが出されているo@ Lれは山林からの凱 銀を主酌 師 としたものであったが･も
う一つの重要な目的が領主にあったのである｡

国内村々田畑肥え柴等苅取入会山を定められたる原因ハ,検地増員租より起 りし事こて,検地増貰

租忍列多分二付,下方百姓種 様々々TJl柄を申立･難廠而己湧出る中も肥柴草無之より高免ハ難受とい
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ふ道理ある処_して,尤_恩召,先代長継公時代,己_山之有無之村柄を見分け,入会可申_付御評

決闇''-… (以下略 )-..''o
つまり,LLJ林検地を実施すれば,山林から遜上金を収奪されることを嫌った山林所有者が,山林を

公儀になげだしてしまうことを予知して,衝立価の意図により,入会地を設定再編することを目的と

したのである｡入会地が鞄定され,その入会地J草芝を珊取ることができるようになることは.草芝

の堆肥が生産力維持の重要な役目を果たしていた当時の良民にとって,画期的意義があったと言えよ

う｡

しかし, この入会地の穀定に際して,森林の伐材を許可したために,｢一朝こして数百年来之大木
･小木伐払ひ,終-禿山,木樹皆軌 Uとハなれりとなん｣といった状態をもT=らしたのである｡ この

大規模な鮒 伐材は,当時の良民にこっの朗 を,i･L?=と考えられる｡_つは大郎 伐材し,=安価な

木材のおかげで,少なからず屋敷を建てるのに役立ち小段自立への手助けとなったこと｡もう一つは,

森林の一斉伐材が,坦性的な水啓を助長し,血相荒贋の遠因となったことである｡

きて,近牡の村は公法的にも生宿基鮭の側面からも,それ自体一つのまとまった社会単位だったの

であり,それにふさわしい独自の機能を持っていた｡村は家の単なる典合体ではなく,むしろ村が家

より上位の機能を発揮し,家を規制するようなことも非常に多かった｡

村のまとまりは, ことに用水争論 ･林野争論などにおいて強烈に発挿された｡元和7年 (1621)

2月,鞘府は ｢郷中にて百姓等山間苔水間等について,弓菰鉄砲にて互に喧嘩いたし侯ものをば,辛

の-郷成敗いたすべき事｣ というさびしい通遠を出したが, こ こには当時の荒々しさがよく反映さ
⑧

れている｡

これは中世的な ｢郷｣が検地によって解体し.｢村｣が成立すると共に,村々の利害がかっての
｢郷中｣において激発したことを示している｡

林野は肥料や燃料,さらには建築材料の捻転である｡地域によっては古くからその円滑な利用が大

きな社会問題になっていたq⑨

入会は一定の山林原野を一定の集団で共同利用することで,その土地を入会地という｡日本良菜は

弥生時代の稲作以来,地力の維持のために草おiび木の若葉を肥料として用い,山林原野利用は稲作

生産の重要な再生産条件であった｡荘園時代には山林原野の利用権は荘園帝主に帰し,守裡領国制時

代においても名主が耕地とともに山林原野を所有し.村内の農民がそれを利用していたものと考えら

れる｡戦国期の山林原野利用は惣が占有する採草地 もあったが,基本的には名主層を中心とする有力

百姓が山林原野利用の主体をなしていたo⑲
薄青休制下の山林原野は,その利用形態から.造船 ･土木工堺 ･城郭 ･邸宅などの建串用材砕保を

目的とした領主林,相持ちとしての入会地,良民が個別に占有する百靴拝 ･百姓山に三分類すること

ができる｡また,入会地には内山 ･村持山と呼ばれる村中入会と,数ケ村,数十ケ村が共同利用する

外山の村 入々会とがあるo村中入会は村内の耕地以外の土地をJA民相互で利用する｡村 入々会は内山

のみでは村内の禰要をまかないきれず,同一地域内の地相と故合する山林原野について,村々相互の

共同利用を行なったものである.入会地の利用および利用権をめぐって各地で争論 (山論 )が発生 し

ているが,ほとんどは村 入々会においてであって.山林原野の境界,採取物,採収方法などが主な論
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点であった｡しかし,山論の処理は幕府や藩の決裁を仰 ぐこともあったが,多くは農民相互ないしは

村々相互の内済を原BrJとした｡

入会地の具体的な利用は慣行利用が-股的形態であって,利用方法は村寄合ないし村相互の規定に

よる｡入会に関する村規約には利用時肋 ･利用方法 ･入山者 ･採取物などの諸制限があった｡入会地

の利用開始は ｢山のロ明け｣と称する村軸によって行なわれ,刈敷 ･株 ･燃料などの採取用具 ･採取

方法 ･運搬の細部についても規定されていたbまた帝政=申用の用材採取については村民総出による

村仕や-として実施された｡なお.出民が入会地および屋敷地の立木を防手に伐採することはできず,

自由に処分し得たのは下草のみであった｡⑬

ここで,小坂田家所有の絵図 (入田村と三梅田村の墳争い訴訟の件 )などが一般的にどのようにして

成されるのかについて述べてみることにする｡

砧府領の場合は,代官や奉行の裁断でおさまらない時は評定所まで持ち込まれることになる｡芋l芋府

における評定所制度の確立は耽永12年 (1635)と思われるが,評定所の蒐変な仕事として,各

地に頻発する山論 ･野諭の裁許があった｡現在でも諸所にこれらの粉LIIについての裁許状が残ってい

る｡これは大きな用紙にかかれ,片面が裁許絵図である｡そこには係争地たる林野と関係村々がむい

てあり,j平定所の裁定は多くの勘合朱線で引いてある｡片面は裁許状であって,舶係諸村の言い分を

記し,それについての評定所の判断と決定が大きな字で記されている｡

村々はごくまれに ｢裁許破り｣をやったが,ほとんどの場合裁許には従った｡近世初頭7)山論 ･野

論は領主の裁許によってひとまずおさまり,村ごとにJJ61周林野 .入会林野がきまったのだが,近世中

期以降再燃する傾向があった
o⑫

ではこれより年代順に資料を紹介しながら入会権争論について述へてみよう｡

資科 1

安産四年明見村人民江係ル鞘 出入済口耶
美作陶勝南都入田村

出入内済か之申

訴訟万

人田村惣百姓中

相手方

明見村惣臼姓中

-･入田村ヨリ出訴訟敷居儀ハ去ル三月二十三日明見村孫三郎仲三之丞入田村江入込簡右衛門さゑん

え岸-有之 苛芽等苅取中居故常右即 勺枠恨出井場所ハ手前構え内二 テ 二帳際峡間苅取間数ハ 申

侯得其一向聞入不申苅取申候故餌拠 ヲ農押工申候其姐三之丞髄帰 り明見村より大勢被徒里 人田

村工入込申合之由庄屋善右衛門より相知七申合こ付早速入田村庄五郎明見村江 酋右衛門工蚕細申

談相済申候処同二十九日朝明見村組頭助三郎百姓代孫三郎右両人村方大小百姓下人七 ･八十人樫召

遵大田村中育芽苅取居三雄陀 内迄弦苅取耽-常右衛門宅軌 )桁駐候石島 迄苅取申候モ差yl1)難儀

闇乍恐明見村百姓拝取分為下此後御年白地粒 苅々取不申棟数 仰付敢成下侯横取願出 二付明見村

狙即二テ返答村数仰付早速二葦上二ハ 古ヨリ入EEl村へ入込侯儀ハ野山空地却テ村内有井奴革共苅
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取来り居様被中上侯処楽万御 出御上様御題儀被為成下候処双方車台相菊御上様奉麟御苦労候段甚

恐入被専罷候 銘 炎々気番数候故挨拶仕侯処双方卸執心二テ和雄之上定岱左立通

以上のように,前文によれば,明見村の≡27Bが入田村に入り込んで苛茅などを苅取ったことから,

入Ef]村より申出があり両村で背茅等取についてのrR決めが行われたようであるo

この場合,入田村の常右衛門の土地であっT=ようであり,前にも述べたように個人の土地に他の村

の者が入り込んだことで両村間の閉店が起こっTこのである｡

挽いて定TIFを昏上げてみる｡

-､明見村ヨリ入込之義空地野山谷々2億八万稲 見迄之通入会二苅収可申俣野

一､人田村EEl畑岸々之義ハ是迄明見村ヨリ苅取釆俵様態申侯得共古来之儀ハ相知不EFl候故銘々挨拶仕

向後比未ハ明見村ヨリ苅取被申間数侯掛 ル所畑幹事末梢々之義ハ明見村ヨリ苅駁侯炎右様二可被致

郎

-､入EEl村用水井溝両縁り下タヨリ川職迄双方入会二苅収可被中郡尤田方夏分畦革之儀ハ苅取被中間

敬弔

一､人田村用水井満堂リ共屋敷迄所-少二テ茂苅取車中周東野

以上のように両村の決めが行われたようである｡一食に明見相の人々は入田村内での苅取を行って

いたようであるがそれらについての詳しい位匠的な取決めであるようである｡

取決めの内容は得心を持ってという胃薬が多く佃でくるように,両村での話し合いを忠実に守って

いき騒 ぎなどをおこさないようにしようというFLl痕が感 じられる0

古来よりの似例に従って行われることの多い入会の苅取であるが,百姓の桝地に苅取入が入り込ま

ないようにという考え方が強く感じられ,餅地の開発も進みこれまで入会として認められていた場所

でも苅取ができなくなっていくという状況 もかrLりあったのではないかと考えられる｡

次に天明2年 (1782)入EEl村と三海田村との争論について述べてみたいO

この争論の史料については.入田村においては村上家に,三瓶田村においては小坂悶家に同様の裁

許絵図が現存している｡ これは,幕府が墳争いを起こしている両村に幕府の定めた裁許を示したもの

で近世においては一般的に行われていたようである｡絵図の大きさは縦2,38m横3.76mという非

常に大きな絵図である｡

史料2 (絵図)⑭

葉定園勝南那入田村∫同国英田郡三海田村地懸命裁許之弔

入田村訴趣梶鵡JH通併催竹串勘ハ入田村川欠荒畑と所三桁田村伐苅イタシ三星山額面ヲ三海田持

之由段数心得旨中之三海田村 趣大田村境ノ､堀並川向字家之後大手頗ニテ楓篠竹林伐場所ハ入EEl村

荒地ニハ鰯之三星山額面ハ三海田村持之由中之右諭所瓢暁二拘故御代宮守過弥惣右帝門庄菱in遂札

明等入田村ハ慶長九年検地田畑高二百六十四石余之所見後川欠荒地本来天和三年地平均之上田畑高

二百四石余二相成六十石余荒地引高二成其後年 丘々虎夫外新田二百七斗余拭入二相成当時相宿二百

六十七石余之内五十八石二升余永荒八斗五升ハ年々山脇石砂入引相JiT_処石川欠荒地内二十四石九斗

余反別二町五反歩 井草村机下下佃田窟三升反別九歩ハ村甜荒地内こ多ク之川向英田郎台数三の墳ハ

川中央 卜栢心得同相御株下字高保本道外JH岸ヨリ上三悔田村字下毛田 IFr岸通草サンマイ石田前渡
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岸ヨリ入田村字克之谷口田之上荒地先迄入田村地内二付宇保二十年倉敷村一向宗法眼寺甜寄三 村

的河原貸建設文取置延畢四年同部沢村奉兵衛溺死之潮芝地円へ弊三星山ハ明見之城 卜唱右城跡ニテ

反別極無之入田村勝南部明見村地先二付字束之矢倉港三本松之谷ヨリ岸迄水流限ニハ明見村雨ハ入

田村持山二テ木立 ク之場所元禄十年軌料所之節ヨリ入田村銀七匁六分六厘明見村岡八分八厘運上

相納芝原之場所ハ熊運上二テ当村株脇二致処入EEl村其東面之内東之矢倉下三本松之谷ヨリ岸通人田

村字才之江畑 ニテ当時三海田村営兵衛持山トイへドモ凡百年余以前入田村雷之衛門田祖父太郎左

衛門ヨリ明見村五右衛門へ訣渡其後五右衛門煩 三悔田村善兵衛親告左衛門持山二成由申伝三星山

ハ鉢勝南部二付拒面英EEl郡内二可有之機転之由申之相手方モ座長九年之検地田畑苗七十七石=斗余

之処其後川欠荒地本来貞事三年地着均之上田畑拓五十九石九斗七升余二成十七石余ハ荒地引･- -

(中略 )--･･三星山ハ勝南郡内トイヘドモ右山東面三海田村山役銀上納合進退二付額面入田明見

向村内之由ハ難取用 トイへドモ弥三星山ハ入田明見両村胤之山二付勝南郡内ニハ無紛間額面二限英

田那三海田村内之由伝用艶成拝又両面2円三本俊之首ヨリ 返明見村稲 之燕際迄明兄へ折田段三

海田村申分 霞 トイへドモ三海田村ニテ山役銀上納イタシ来上ハ原不申由之明見村申分難江依之

今林評議相定ハiBl郷村境字みかけ皆ヨリ入田村字ハ 芝地机角ヨリ分間-番杭枚夫ヨリ芝地線分胤

九番杭ヨリ入田村字才之谷口田地際三海田村林政成候年Ei地大桃へ直シ夫ヨリ入田村田地緑迄三星

山額面頼通明見村字右明見田地墳三海田村田地縁字宝迄瓢境タルべシ三星山東面ハ三海田村善兵衛

市郎兵衛飛地二会進退山役銀分四厘四毛ハ是迄之通御預役所へ相納字渡現下荒地中畑一反四畝十五

歩之内起返波先 ニテ申立実ハ家之後柳篠竹生立空地之場所-町七五歩比苗一斗八升棟数成二起返

毛付高二絶入年 御々年貢二合宛相納 分軒坂下荒地塩返之科二付渡場下荒地反別ハ夫丈ケ相 聞右

-畝十五歩宛初之荒地引高反別へ引戻家之後柳篠竹生立場所ハ元 地二テ全新馳サル闇一畝十五歩

ハ新開卸成人之研御頚役所之吟味可受条裁断 05 後 面引隈筋各加印判合姦雷双方へ下授間

永不可避失考也

天明二年三月十一日 松 伊 竜

山 信 濃

(以下十二名略 )

この絵図の銅 では,入田村と三海田村の闇にある三星山の蘭画の入会権についての裁許が行われ

ている｡三塁山東面については,川向いの英田郡三宿田村も山役銀を上納しており,三星山額面の入

会権を主張しているようである｡しかし,三軌JJは入田村 ･明見村 (ともに勝南那)の間にあり粉も

なく勝南郡に周する山なのである｡しかし,山役銀を払っている分だけの広さは入会権を認めている

ようである｡各村の入会権は,詳しく地名で示されているけれど,現在の地名では把握できない部分

が多かった｡とにかく,両村-絵図を下付することで入会地についての争論を転 こさないように配慮

していることが確解できるであろう.

次に弘化三年 (1846)の争論について述べてみたい.
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史 料 も
差上申肥革山出入熟放関係悪文之申

中尾村ヨリ明見村 ･入田村工相爆 草山出入一件是迄度 御々見分二相成御取調御吟味中二御座候

処此度三海田村善兵衛改名督造中庄屋野村保田市右衛門同断引受池ケ原村熊太郎立入御利締.h願事

中上此上 御上様工率掛御苦労御吟味 こ相成族茂奉甚入其上如何弥被仰付侯茂難斗且者双方諸

費モ不 一同不之筋二有之候胤円熟収硬申入皮及理解侯テ難答之申立之趣忠承是迄手 番願等及見

考合仕侯所訴訟万中尾村ヨリ事享保年中勝原村二明見村之出入有之済口街中足付ヨリ差出明見村之

野山一円入会之旨申立明見村ヨリ右一件′､村内Jヒ万中尾村勝原村境之処之由申立侯得英字写世人モ

無之何連之場所共難相分得又中尾村ヨ1)入田村野山工入会米と旨申立ニハ有之侯得典明見村人田村

先卸間領中安永 .文政2両度出入之相加シモ相抱侯義無之上者入会 卜申立テ己之義二テ者収用難相

成被存候間右一件取唆之趣左之選

一､明見村字糸価谷尻ヨリ南へ赤坂遍リ倉政道往来工出夫ヨリ中山村境小矢田村境明見村字五産山之

山畝通り出免西平ヨリ北へ廻り右場所JIz内二テ字謀鷹谷小池之上友太郎持松林一ヶ所除之井余野山

両村入会可申申

-､字中曽根小谷粟西地冠吹上上林下草両村入会

-､字茄鹿谷北平明見村庄吉持松林一ヶ所昆者同所奉答顧所二付元地付林二有之侯問除20

-､字斑傭孫四郎持松林一ヶ所凱同断二付勝之｡

-､同所玉郎兵衛持松林一ヶ所前同断除之

-､中尾村ヨリ入田村野山工入会之申立向後相止僚機牽皮引合万之怠 嘆人 討 取唆之柵及沙汰

二候

-､前所境筋之内野山者向後勿論吹上林地 林等中尾村明見J付入会下帯苅取鋼塊二相定侯

但 田畑荒林成御免付場所者不及申田畑粛苅二間通除之

-､中尾村ヨリ明見村北方字立石粛野山伯林者徐両村入会可申留

-､明見村ヨリ中尾村字垢谷野山但杯者除両村入会可申串

以上のように, この争論では中尾村から明見村への入会を申し出ているのだが,明見村字ff膿への

入会を認めており,また中尾村字塩谷への入会 も明見村に,その香わりとして認めているようである.

また,字貞Btでは個人所有の松林山などが入会地より除かれており.個人所有地-の配慮を示してい

ると言えるで3)ろう｡中尾村と明見村は敬主の変遷がそれぞれ異なり, この争論の起きた弘化三年

(1846)の段階ではともに津山松平領となっているのだが,入会地は長い慣例を伴って行われる

ことも多く,領主が変わるたびに入会地については間粗が起こったと想像できる｡

美作地方においては,近世において領主変垂が著しく,領地 も復掛 こ入り組んでいる.入会地は領

主の私意に左右されることが多く,史料的には多くは残っていないが,入会地についての争論は多か

ったのではないかと思われるO今厄日ま,良策生産性と入会地の幽係について考察できなかったのだが,

それらを含めて,今後の研究に期待したいところであるC
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注)① 北山浩二(卒男論文)｢近世小村の段 構造と農民負担｣(唱和55年岡山大学教育学部)

44頁｡

② ｢弘化四年入田村田畑畝並帳｣(村上家文か)

③ r地方凡例錠J(昭和47年.近藤出版社発行) 222頁｡

④ ｢森家先代夷録｣(r岡山収史』第二十五巻 挫山背文乃) 377Ei'O

⑤ ｢美作 国鉄｣(r岡山県史･近世偏抑勿J) 976-Bo
⑥ ⑤と同 1012頁｡

⑦ ⑤と同 1015頁o

⑧ ⑨ 木村礎｢近世の村J(昭和55年,教育社 ) 148頁-149頁o

⑩ 大石慎三郎編r農村J(昭和55年,近藤出版社) 114貢o

⑬ 同 上 115貢O

⑲ 木村前掲芯151乱

⑬ 村上家文中 ｢安永四年明見村人民江係ル宵芽出入済口写IBJ

⑩ 小坂家所蔵絵図｢美作国勝南那入田村合同国英田郡三海田村地駁論裁許之野｣

⑯ 村上家文Lt｢差上申肥革山出入熟談的係を文之申｣

(川島 親史 )
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5 沢 村における村入用の一考察

-天保細を中心として一

村入用とは.近世幾村における農民の本途以外の譜負担のことである｡村入用の種目にはまず.道

普請敢とか川硬いの費用等のいわば共同の間接生産把や.村の銘守に捧げる御初和代.村へ来るごぜ

や座頚の賄費など.村の共同生活を維持する焚用がある｡次に村役人の給料や会合野 ･出張乱 文背

を作成するにあたっての筆塵紙代など.いわば行政平があ
恕
近世村入用は近世村落の成立とともに

成立しているが.その記顛 (村入用帳等)は庄壁の不正勘定や不正割付をめぐる鼓動を防ぐために幕

府法令が出される蒐永末年以前では見出

沢村における村入用の実感を把握する為の史科としては. ｢夫銭小日記割賦岨｣.｢打欠小日記苗

掛割蹴板｣.｢夫銭小日記取調帳｣などが残っている｡これらの史料から.村入用の費目.その虫の
変化.他村との比較などをおこなうことにする｡

〔1〕 村入用の空目

表 5-17は.村入用帳の祭日を妃職されている順に表したものである.｢先銀｣というのは.辛

の通り前もって徴収される銀のことである｡村入用はその性格から.実際の経貿支払いをした後に.

姓氏に対して割付けて徴収することになるのだが.その一部を前払いさせたものがこの ｢先銀｣であ

る｡誰々小日記表というのは.それぞれの立替分のことを意味しているo 保頚給というのは村役人給

の一つで.通運などを触れ歩く役の者に支払われる給与である.

表5-18は沢村の村入用を分類典計したものである｡この中で注目されるのは用水 ･土木兜で.栄

･銀とも4割強を占めている｡沢村においては治水鞠係の白歯爵入用が出民の大きな負担になってい

たであろうことがうかがわれる.村入用は持高に応じて各曲民に割り付けられるoこの年の場合.持

蒔 1石に付.米 6升8合,銀21匁4分3塵が割り当てられている｡本途 (年貢)の上にさらにこれ

だけのものを徴収されるのだから虚民にとってはこれがかなりの負担であったことは想像に難くない｡

この ｢村入用帳｣は天保3 (1832)年-同6年までの ｢夫銭小日記割耽軌 とほぼ同じ内容の

ものだが.天保9年からの ｢打欠小El記甫掛割侃帳｣からは,表虚も項目も変化している｡大きな変

化は各人の小日記表から.月々の小日記に変っている点である｡性格的には同じもので.中庄豊中 ･

大庄昼中の御姫状 ･御用状の飛脚代であるとか.昏詞人足代.返納金.構割等々の立替を記録したも

のである｡天保7年までは立替の記録を.立菅した本人が個々の日記にそれぞれが配慮していたのだ

が.天保9年以降はこれを庄屋が月ごとにまとめて誰々分として記録していったようで.それによっ

てより公正を機したものである｡これらは天保9年からは臨時入用として取 り扱われ.毎年一定して

必要な保頭給や初椴科など定式と呼ばれるものとは区別されていた｡表5-19は天保 10年の粛割

賦の実態を表わしたものであるが.先の天保7年までの割賦帳と異なって形式が定まり.村入用の突

瀞を把握しやすくなっている.臨時入用 (月/(小日記)では. ｢10月15日 1.米 1升 中庄屋中

御用状中尾村江払立て 由太郎｣といった具合に村照の使用月日.乱 用途.立替人名が逐一記録さ

れており.月毎に小計し,通常6月に一度合計し,百姓の代未着が立会ってそれを確認しているO

｢右之通月々小日記私共立会逸 承々知仕侯処少も非分之儀無御座候左侯者/:奥香印形仕帳面蓋上申候

以上 沢村百姓惣代包蔵 細菌次郎兵衛 庄毎弥兵籍 右之通相硬膜地相遵無御座候以上 中庄屋三
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表5-17 天保 6年の美作国英田郡沢村における村入用

項 目 銀 拓く氾)40.67 項 目 銀 lT1-(匁釆 ル 申 先 銀 弥 三郎 小 日記表 27.56

去 ル 午 先 銀(不足) 43.76 枠 四 組代 16.34

右 こ 筆 跡 貸 0.34 延 代 2.4

組 合 割 276.53 戸 如 し 7.57

宗 門 帳 む 慣 3.0 簡二 升 代 3.75

中 札 =8 度 1,2 三海田菌兵衛証文牽 66.18

川 除 巧 1.52 稲 荷 様 適 作入 用 46,19

御 手 本 米 (匁 ) 1.2 十 二 社 適 作 入 用 9.28

郷 荘 茶 代 6,0 打 芯 銀 145.31

新田御年 1Jl米銀手_ill 10.0 庄 屋 給 米 1.4

新帝代 免切替村受 17.0 筆 紙 過 料 〝0.33

八 幡 宮 御 初租 0.5 保 頭 給 〝 0.9

大 仙 様 同 断 2.0 打 欠 文 喰 米 〝 0ー12

江 見 床 0.5 右 TT']断 雅 用 〝0.04

惣 社宮 御 初 穂 1,0 井堰村定役(23人分) //2.615

熊野 宮 同 断嶋 大明神様 同 断 1.01,0 打 温 0.0858
栄A 5.4418

五 人 組 帽 章IIL 貨虚無 僧 除 料 4.03.0 【コ 銀 1 7 1 5.6 2惣 拓 8 0.4 5 4

返 納 銀 13.31 神田何代村引受分引 0.452

〟普 請 入 用 9.85656.4 残 而 80.086割

但 馬一石二付 0.068当治郎兵 衛小 日記表 129.65 栄

定 八 〝私 蔵 〟治 平 〝庄 助 〝安 歳 〝 14.5224.7963.4362.432,41 銀 21.43当

Zf)｢美作国英田郡沢村末正月 5同十二月迄｣村入用帳 より作成
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表5-18 沢村の村入用項目別痕計

項 目 栄 (石) 革 (匁) 米 割 合 % 銀 割 合 %

役 科 .人 件 費 2.3 8.2 42.3% 0.5%

祭 礼 .祈 と う 資 - 9.0 - 0.5%

用 水 -土 木 焚 2.566 737.3 47.2% 43.0%

租 税 関 係 懲 0.16 31.95 2.9.% 1.9%

事 務 用 品 貿 0.33 66.18 6.1% 3.9%

倍 銀 返 納 - 23.16 - 】_3%

先 銀 . 打 耶 他 0.0858 506,02 1.6% 29ー5%

欝 小 日 記 表 - 333.81 - 19.5%

合 計 5.4418 1715.62 100.1% 100.1%

注)1. ｢美作国英田郡沢村末正月5同 12月基材入用帳｣より
2.項目はr矢凍町 史Jp549を参考にした0

両田村音兵衛｣と記されており.同様のことが9月の終 r)にもなされている.

村入用の割賦帳には以上のような記載があるわけだが,その金街的変化を短いJg]rA.'11のわずかな史料

ではあるがさぐってみたい｡

〔2〕 村入用の丑的変化

沢村の村入用の割暁帳は先に述べた通り.天保前半と後半とでその古き方が大きく変っており.同

一の表によってその変化を追うことは難かしい｡そこでまず天保3年から同6年までの変化をさぐる

ことにする｡

蓑5-20はほぼ毎年見られる項目とその他に分けて年々の支出額を示 したものである｡項 目をあ

げたものの中で細に変化があるのは前年の ｢先銀｣の不足分と ｢先鋭｣への掛 ナ金及び組合割の部分

である.前年の不足銀は年々の群情によって大きく変化しているが-耳性はみとめられないO組合坪

は三年分をみる限り増加傾向にあるが史料不足で確定はできない｡その他の部分には様々な出兜があ

り.年々異なっているので一つ一つあげることはできない.例えば天保4年の場合.FElr.用銀返納分.

188匁 1分4厘,土木史用44匁 1分.井塩人足4斗9升.年宍不足分39勿4分9臥 その他と

なっている｡これらの敢用は年々かさんでおり.特に銀応は4年の間で2.5倍に増加 している0両一

石にかかる負担も銀笛で約3臥 米打でも約2倍と増加がはげ しいo この理由としては天保6年-8

年にかけての災害と凶作が考えられる.災書によって井堰人足fFや土木開拓の出費が増大し.凶作に

よって年質の未納分の村誘けや辻借が増加 し.そのためこのような村JLRの急増という傾向が生まれた

ものと考えられる｡

次に天保9年以降の丑的変化をさぐってみる｡沢村が天保8年に斬 領から私蘭へ支配昔が行なわ

礼.その時から村入用の割賦帳の形式が改められ定式化している.表5-21は.天保9(1838)

年から天保 15 (1843)年までと万LW-1 (1860)年のr割賦帳Jから作成 したものである0
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